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Ⅰ. 親の精神疾患と子どもの育ちに関する総括研究報告書 

１．研究目的 

米国においては、子ども時代の逆境体験（Adverse Childhood Experiences : ACEs）に関

する研究が進んできた。子ども時代の逆境体験とは、小児期に親から虐待を受けたり、親に

精神疾患や薬物依存のものがいたり、母親が暴力を受けていたり、家族に服役したものがい

たりするような体験である。これらの体験は複合することがあり、複合的な課題を持つほど

子どもが成長後も心身の健康や社会適応に様々な形で影響することが明らかにされてきた。

その結果、精神疾患のある親と暮らす子どもに注目が集まるようになってきた。

日本においては、中村、夏苅らの当事者によるコミックエッセイや研究論文や手記の発表

をきっかけに、子どもの存在や生活体験に注目が集まるようになってきた。また、「親＆子

どものサポートを考える会」や「こどもぴあ」などの「子ども」の立場の当事者が集まる場

が少しずつ全国に増えてきた。当事者による体験談だけではなく、これら成長した元「子ど

も」に対する調査も徐々に進んでおり、子どもの体験に焦点をあてた研究報告が少しずつ増

えてきている現状がある。一方で、子どもへの支援体制に関してはまだ充実しているとはい

えない。熱心な実践者による取り組みがいくつか書籍化されており、今後に向けた具体的な

提案もなされているものの、十分ではない。児童福祉に携わる機関は、精神疾患のある親に

対しては子どものマルトリートメントにつながる「リスク要因」と批判的にみなしやすく、

一方で精神保健に関わる機関は、精神疾患のある親の症状の治療に集中してしまい、子ども

の生活や親による子育てには十分な関心が注がれないといった領域による支援観の問題も

指摘されている。

そこで本研究報告書では、まず、子どもの体験を中心に支援者の理解を広げること、およ

び現在の支援とその課題について明らかにすることを目的に、以下のような構成で報告を

取りまとめた。

まず第 II 章においては、森田は精神疾患のある親と暮らす子どもの体験と支援について、

海外の研究のレビューを行った。第 III 章では、土田・田野中・牛塲は、子どもの体験を中

心に、日本における研究報告をまとめた。第 IV 章では、上原が学校から見える子どもの姿

と支援についてまとめた。第 V 章では、長沼が学齢期の子どもに対する支援の実態と課題

について、既存資料の二次分析からまとめた。第 VI 章では、子どもの状況を理解し、かつ

子どもと話し合う上でも手助けとなる絵本などの一般書について、北野がその特徴や使い

やすさについてまとめた。

２．各章の概要 

ここでは、各章の概要について短く紹介する。

まず、第 II 章で、森田は海外の研究のレビューから、精神疾患のある親と暮らす子ども

の心理的な体験について「親の心の病に対する子どもの理解や不安」「子ども自身の困難」
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「親子の関係」「対処戦略の変化（否定的な面と肯定的な面）」「社会的交流の問題」に分け

て整理している。そして子どもへの支援に必要な要素として、①精神疾患やその影響につい

て十分な説明があること、②信頼できる大人と話をする機会があること＝特に親子間で精

神疾患やそれに関する感情や考えを話せるようになることの支援、③一人ではないことを

知る機会＝ピアサポートの場があること、という 3 点を挙げ、いくつかの支援プログラム

とその効果について、1）家族参加型プログラム、2）ピアサポートプログラム、3）オンラ

イン介入、および 4）ビブリオセラピーに分けて紹介している。最後に支援の実際について、

そのプロセスや介入のポイントについてもまとめている。 

続いて第 III 章では土田・田野中・牛塲が日本で行われてきた、精神疾患の親と暮らす子

どもの体験に関する調査結果をレビューし、①子どもの困難、②子どもの生活体験が心理社

会面・健康面に与える影響、③子どもへの支援、④大人になった子どもの体験の 4 つに分け

て報告している。①を通じて子どもの困難を年代別に理解できるほか、②ではその困難がど

のように複雑に絡み合っているか、また困難を複合化させないために親の精神疾患に関し

て子どもと情報共有をし続けることがいかに重要かについて示唆される。さらに③や④を

通じて、日本においてどのような支援が可能なのか、先駆的な取り組みを理解することがで

きる。 

第 IV 章では、上原が養護教諭の立場から論じている。学校という組織の中で、それぞれ

の教職員がどのような役割を担っているのかについて触れたのち、精神疾患のある親と暮

らす子どもやヤングケアラーに関する調査報告から、学校で把握される子どもの姿につい

て紹介している。そして学校でできる対応としては「子どもの SOS に気づける」存在を増

やすことであり、SOS の出し方教育といった機会も活用しうることが紹介されている。 

第 V 章では、長沼・吉岡が精神疾患のある親と暮らす学齢期の子どもの事例について、

スクールソーシャルワーカー実践事例集の平成 30 年度版を素材として分析を試みている。

スクールソーシャルワーカーの代表的な活用例として選ばれている事例であるため、困難

が複合しているものが多い。家族に対して継続的に関わり続ける支援者の重要性や、生活環

境を整える必要性、多機関で協働して関わらなければならないことなどが指摘された。 

最後に第VI章では、精神疾患のある親や、ともに暮らす子どもについて理解を深めたり、

支援について話し合う糸口となったりする絵本について、簡単なレビューを添えた。第 II

章や第 III 章からは、親の精神疾患について子どもにも適切に情報共有することの重要性が

指摘されているが、そのために絵本というツールも活用可能である。また、第 IV 章では子

どもの SOS に気づける大人の重要性が指摘されているが、大人に対して子どもへの理解を

促すうえでも絵本は有用である。いくつかの絵本が出版されているが、その焦点や特色など

は絵本によってかなり異なる。本章は状況に応じて絵本を選ぶためのブックガイドとなる

だろう。 

（長沼葉月） 
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Ⅱ. 精神疾患のある親と暮らす子どもの体験や支援に関する海外文

献レビュー 

１．精神疾患のある親と暮らす子どもの体験 

（１）子どもに生じる症状や行動上の特徴 

従来の研究により、精神疾患のある養育者の家庭で育つ子どもにおいて、情緒不安定、社

会的孤立（Janes,et al., 1984 ; John,et al., 1982）、仕事や結婚における困難(Woolderlink,et 

al., 2010)、自尊心の低下、社会的適応に関連する問題(Jacob,et al., 2000 ; Manjula,et al., 

2009)、成人してからの精神疾患を生じる確率が、精神疾患のない養育者の場合よりも多い

ことが示されている。また、成人後の精神医学的な問題としては、精神疾患の親と同居して

いる子どもは、そうではない同世代の子どもに比べて、精神疾患であるうつ病、不安障害、

知的な問題、感情調節障害、行動問題、注意力の低下、アディクションのリスクが高いこと

が報告されている(Farrell, et al., 1999)。 

（２）子ども自身の体験 

子どもにとって親の精神疾患が負担や戸惑いを生じさせる場合が多いことは多くの報告

がある。精神疾患のある養育者の子どもに対するインタビューの研究などをもとに、どのよ

うな影響を受けてきたのかを表１に示した(Cooklin, 2013 ; Cooklin, 2010 ; Cooklin, 2009 ; 

Cooklin and Barnes, 2020 ; Murphy, 2011 ; Yamamoto, 2018)。子どもの受ける影響として

は、「親の心の病に対する子どもの理解や不安」、「子ども自身の困難」、「親子関係の問題」、

「対処戦略の変化」「社会的交流の問題」などに分けられる。親は、子どもに負担をかけな

いように、という意図で子どもに自分の病気のことを知らせていない場合が多く、また親自

身も自分の病気について十分医者から説明を受けていなかったり、受け止め切れなかった

りしている場合も多い。そうした状況では、子どもはいったい何が起きているのかがわから

ず、戸惑ったり、自分が悪いからこうしたことが起きると考え自分を責めたり、親に対する

怒りや不満をため込む場合もある。長期的には、ヤングケアラーとして年齢以上の負担を負

うことになり、それが家以外の活動や人間関係にも影響を及ぼす場合もある。一方、こうし

た家庭を親に代わって切り盛りすること全てが良くないと考えるべきではなく、そうして

家庭を支えてきたことや同年齢の友人よりもむしろしっかりとした性格や高いスキルを持

つようになったことの肯定的な面も評価されるべきであることも指摘されている。とはい

え、親の病気の状況について十分知らされないままに、そうした役割について暗黙の裡に請

け負わされてきた場合が多いので、親以外の大人などの助けをうけて、そうした状況に曝さ

れてきた大変さについて受け止めてもらい、子どもがその責任を負う必要がないこと、子ど

も自身の人生を選択していく権利のあることを示されることが重要になってくる。そうし

た機会がないとずっとその関係に縛られ、心身の負担が先述したような子ども自身の精神

健康の問題に発展する可能性がある。
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表 1. 精神疾患のある養育者の子どもが感じる心理的な影響 
テーマ 内容

親の心の病

に対する子

どもの理解

や不安 

・子どもの多くは、親の心の病について知らされていないことが多く、フラ

ストレーションと孤立感や将来の不安を感じることが多い。 

・親の精神疾患の治療やその予後に関する不安。具体的には、薬の服用や入

院についての不安を生じる。但し、親の入院は、逆に親から受ける苦痛か

らの解放感や親が世話してもらえることの安心感につながる場合がある。

・親の治療に参加できず、医療スタッフや親の対応に不満を感じることもある。

・家族が他の家族と異なることで、恥ずかしさや孤立感を感じる。 

子ども自身

の困難 

・遺伝的要因等により、自分も同じ病気が発症すると考え、不安になる。 

・自分が親の病気の原因になったのではないかと考え、自分を責める。親の

病状や状況に敏感になり、そのことで自分自身のやりたいこと等に集中で

きなくなって、自分のニーズを抑制するようになる。親との関係以外の場

面でも他人の世話をすることばかりを気にするようになるか、そうしたや

り方に限界がきて、易怒的になったり、無力感にさいなまれるようになる。

・周囲からの矛盾した期待に直面する。家庭で、「介護者（ケアラー）」とし

て大人のように扱われるが、学校では子どもとして扱われる。 

・親の病気を理由に、他の子どもたちからいじめられたり、特別視される。

・親のモデルを失うことを恐れ、自分の将来を心配する。 

親子関係の

問題 

・親の精神疾患により口論や離婚などの家族関係の悪化を引き起こし、親密

な関係が失われる不安や後悔。 

・親の精神疾患により親の能力が損なわれ、親であることへの自信や権威が

失われる。親に頼れないことで、子どもは不安や怒りを感じる。 

・親の調子が悪い時は世話をする側になり、調子が良い時は子どもとして扱

われるという矛盾に振り回される。また病気のある親ともう一人の親から

異なる扱いがなされ、その間を取りもつ役割を負う場合もある。 

・親や兄弟の世話をするヤングケアラーとしての負担や過度な責任感。 

・親への愛情に基づき、親の苦労を理解し、困難な生活状況や自分のネガテ

ィブな感情を隠そうとしたり、親の負担にならないようにしたりする。 

・自分は無力であり、自分の行動が親の精神健康を悪化させていると感じる。

対処戦略の

変化（否定

的な面と肯

定的な面） 

・親を慰めたり、家事をするなどして、親の環境を改善して積極的に対処す

ること。自分のことが後回しになるという否定的な面もあるが、しっかり

と家族を支えるという成果を上げ、他の子ども以上にしっかりした考えや

スキルを身に付けられるという肯定的な面もあると考えられる。 

・無視や回避をするなどして、親から離れて休む方法をとる。子どもの中に

は、自分の生活と親の生活を分けて、親との距離感を作ることもある。 

・親との間の負担感をもとに、アルコールや薬物を使用する場合もある。 

社会的交流

の問題 

・親の精神疾患は家族の秘密として語られ、家庭外の人には話さないことが

多かった。家族の中でも、話すことはタブーとされている場合もある。 

・子どもが家の外に助けを求め、信頼できる人に頼る場合もあった。自分と

同じような経験をした友人に話したり、更に慎重な選択の上で、カウンセ

ラー、教師などへ相談する場合があった。 



－5－ 

２．支援 

（１）精神疾患のある親と暮らす子どもに必要な支援要素 

親の精神疾患に関して、親自身や子どもに知識がないと、そのことに振り回されて、必要

以上に自分や家族に対して否定的に考えてしまう可能性がある。また、近年、特にヤングケ

アラーとして、子どもの方が精神疾患のある親の面倒を見ることが、その子どもが本来子ど

も時代に経験する活動を制限したり、過度な責任感を感じてしまうことになる場合がある。

しかし、こうした悪影響は、単純に精神疾患そのものから生じていると考えるよりも、その

親の行動、他の主要な大人（家族的なものと専門的なものの両方）の反応、そして子どもが

本来持っているレジリエンスを育てることについて支援を受けられてきたかに関係してい

るとされる。子どものレジリエンスを向上させるためには、以下の 3 点が重要であると指

摘されている（Cooklin and Barnes, 2020）。 

I. 精神疾患やその影響について十分な説明があること。 

II. 信頼できる大人と話をする機会があること。

III. 一人ではないことを知る機会があること。

以上のことから、精神疾患のある親とその子どもに対する働きかけの要素としては、次

のようなものがある（Cooklin and Barnes, 2020）。 

① 精神疾患の知識を伝えること:親と子に対して、精神疾患やそれが親子関係にもたら

す影響を伝えることは重要である。子どもに対しての心理教育は、親ができればいい

が、自分の病気についての理解が十分でない場合もあるので、援助者が行う方がいい

場合もある。本やインターネットの情報などを示すことも有用である。

② 親子間で精神疾患やそれに関する感情や考えを話せるようになることの支援：親の精

神疾患に関する気持ちや対応を親子の間で、話し合えるようになることで、子どもの

孤立感や無力感を減らすことができる。例えば、うつ病の親とその子どもに対する

Family Talk というプログラムでは、援助者が親および子に心理教育（親のうつ病や

その回復や、子どもの視点で考えること、コミュニケーション能力と問題解決能力な

どの内容を含む）を行った上で、親子が同席する家族ミーティングを行い、うつ病やそ

の回復についてオープンに話せるようになることを支援する（Beardslee, et al., 2003;

Eklund, et al., 2020) 。子どもとしては、親の精神疾患自体は変わらなくても、それが

どのようなものであるかを親に質問できたり、不安を受け止めてもらうことにより、

子どもなりに受け止めやすくなる。統合失調症や依存症の親の子どもでも同様の支援

が行われている(Strand and Meyerson, 2020 ; Usher, et al., 2015)

③ ピアサポート：精神疾患のある親や子どもは、孤立しがちであり、同じ立場の親同士

または子ども同士の間で話せることが大きな救いになる。例えば、CHAMPS (Children

And Mentally ill ParentS)（Goodyear, et al., 2009)は、精神疾患の親を持つ子どもの
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グループ活動を学校で休日や放課後に行い、精神疾患に関する情報を提供し、仲間と

のつながりを作って、健康的な対処がとれるように支援するものである。 

 

（２）支援プログラムとその効果のレビュー 

上記の要素を組み合わせたプログラムが行われ、その有効性の検証も行われている。

Reupert et al.（2013）は、親が精神疾患を持つ子どもの転帰を改善するための介入プログ

ラムのレビューを行っている。彼らは 1）家族参加型プログラム、2）ピアサポートプログラ

ム、3）オンライン介入、および 4）ビブリオセラピーに分類している。この分類に従い、

それぞれにあたる具体的なプログラムとその効果について以下に示す。 

 

１）家族参加型プログラム  

家族参加型プログラムは、家族の機能不全を最小限に抑え、子どもの支援ネットワークと

能力を最大限に高めることに焦点を当てている。無作為化比較試験(RCT)デザインを採用し

ているものもあり、子どもの症状や自尊心などの改善に肯定的な影響があるという結果が

見出されている。以下にいくつか代表的な具体例を示す。 

 

ア．感情障害の親とその子どもへのプログラム 

 Family Talk (Beardslee, et al., 2003 ; Beardslee, et al., 2007 ; Ekuland, et al., 2020)  

地域：USA  

対象：うつ病など感情障害のある親と 8～15 歳の子ども 

プログラム：親および子に援助者が面談での講義を行い、心理教育（親のうつ病やその回復

や、子どもの視点で考えること、コミュニケーション能力と問題解決能力などの内容を含む）

を行う。その上で、親子が同席する家族ミーティング（6～11 回）を行い、うつ病やその回

復についてオープンに話し合えるようになることを支援する。6～9 ヶ月後のフォローアッ

プ。 

有効性の検証：RCT。介入群では、講義（n = 40）と援助者主導の介入（n = 69）を行い、

前、直後、1 年後、2.5 年後、4.5 年後の結果を対照群と比較する。援助者主導の介入から

4.5 年後には、子どもの親の障害に対する理解が有意に向上し、両群ともに子どもの機能が

向上し、内在化している症状が減少した。 

 

 Family group cognitive behavioral preventive intervention(Compas, et al., 2011) 

地域：USA  

対象：大うつ病性障害の親と 9～15 歳の子ども  

プログラム：週 1 回のセッションを 8 回、月 4 回の家族グループセッション（1 グループ 4

家族）、臨床医による認知行動スキルトレーニングを親と子どもに提供。親には子育てスキ

ルトレーニングを行い、子どもには適応的な対処スキルを教える。他の家族とのグループ
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ミーティングも提供する。 

有効性の検証：RCT。介入した家族（n = 56）と書面による情報のみを受けている家族（n 

= 55）について、18 ヶ月と 24 ヶ月で比較した。その結果：介入群の子どもは、18 ヶ月時

点で不安・抑うつレベルと内在化症状が有意に低下し、18 ヶ月と 24 ヶ月時点で外在化症状

が有意に低下した。 

 

 EFEKT-E (Bühler, et al., 2011) 

地域：ドイツ  

対象：うつ病の親と 4～7 歳の子ども  

プログラム：親子で参加する 6 回コース。親に対しては、うつ病が子どもの発達に与える影

響や子育てに関する教育を行い、子どもには社会的問題解決能力に関する教育を行う。 

有効性の検証：通常のケアと介入を比較した 375 家族の RCT。グループファシリテーター

は各セッション中に子どもの課題中と課題外の行動を評価し、母親は子どもの社会的行動

とスキルについて報告した。その結果は、介入群では子どもたちの感情的な混乱と多動性が

有意に少なかった。 

 

イ.不安障害の親とその子どもへのプログラム 

 CAPS(Coping and Promoting Strength Program) (Ginsburg, 2009) 

地域：USA  

対象：不安を抱える親と 7～12 歳の子ども  

プログラム：毎週行うセッションを 6～8 回と月 3 回のブースターセッション。最初の 2 回

は親だけのセッション、他は親子一緒のセッション。プログラム内容としては子どもに対し

ては不安のマネージメント、認知再構成、問題解決スキルの訓練を行い、親には不安感のマ

ネージメント、随伴性管理、コミュニケーション、問題解決スキルの訓練を行った。 

有効性の検証：RCT 。CAPS 実施群（n = 20）と待機群（n = 20）の比較を行い、待機児

童の 30％が 1 年後の追跡調査で不安障害を発症したのに対し、CAPS 群では発症しなかっ

た。 

 

ウ．依存症の親とその子どもに対するプログラム 

 レナセント・チルドレン・プログラム(Usher,et al., 2016 ; Weissman, et al., 1997) 

地域：カナダ 

対象：親の物質使用障害の影響を受けた 7～13 歳の子ども 

プログラム：4 日間の間に親グループと子どもグループを並行して行い、さらに親子の交流

も行う。子どもグループでは、心理教育で依存症が家族に与える影響を伝え、安全な環境

を提供し、対処能力の育成を助け、ピアサポートを通じて感情的・心理的な幸福感を高め

る。親グループでは、家族の依存症に関する情報を提供し、子育てのスキルや対処のスキ
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ルを教えること、また、安全で支持された環境の中で親子が前向きに交流する機会も提供す

る。更に、長期的にフォローアップ（月 1 回の同窓会）を行い、家族の依存症のサイクルを

断ち切ることを期待している。

有効性の検証：前後比較。参加者（n = 26）は、ベースライン時と 1～3 ヶ月後の追跡調査

時に、子ども、親、家族の主要なアウトカムの数多くについて評価された。その結果、子ど

もの幸福度、子育てスタイル、感情調節、家族機能の改善が認められた。

エ．精神疾患全般の親とその子どもに対するプログラム 

 Family Options(Nicholson, et al., 2009)

地域：USA

対象：重度の精神疾患を持つ親と 1.5～16 歳の子ども

プログラム：家族の必要性に応じて、12～18 ヶ月間、家族と最低週 1 回の面談（電話での

支援もある）、家族のニーズに合わせたケアプランのファシリテーションを行う。

有効性の検証：質的（面接）および量的（グループ内での時期による比較）検討が行われた。

22 人の精神障害のある親の調査で、プログラムに導入されて 6 ヶ月後に幸福感、機能、支

援の利用において改善を認めた。

 Kidstime working program(Cooklin, et al., 2020) 

地域：UK 

対象：精神疾患を持つ親と 4～16 歳の子どもが中心。多家族が合同で行う。 

プログラム：月 1 回。放課後の時間帯に 2.5 時間のセッション。典型的には 6～10 の家族

が集まり、まず最初に 5 分ほどお茶などを飲みながらウォーミングアップのワークをして、

その後専門家による心理教育（精神保健の 1 つのトピックについて）があり、その後親グル

ープと子どもグループに分かれ、親グループは話し合いを中心に、子どもグループはテーマ

に関連した短いドラマを作る等のセッションを行い、最後に皆で一緒に話し合ったり、子ど

もグループの作ったドラマを親に見せるなどの活動をして終わるというものである。

有効性の評価：明確なセッション数は通常は決まっていないが、検証として 12 ヶ月の変化

を量的方法と質的方法（インタビュー）で評価して、精神障害の知識の増大、親子のコミュ

ニケーションの改善、スティグマや孤独感の減少、親の養育に関する自信の向上、子どもが

精神障害に関して話すことの自信、子どもが友人と関わることへ前向きになる効果が出て

いる。

２）ピアサポートプログラム 

子どもがピアとしてグループ活動を通して、精神疾患を知るともに、仲間との関係を築

き、子どもの適応的対処能力を高めることを目的としている。同じ立場である子ども同士

であることで、孤独感を減らし、互いに話し合うことで自分や家族関係について振り返っ
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たり、モデルを得ることができる。その評価では、自尊心や対処能力の改善などがみられて

いるが、対照群を設定したものは少なく、実証レベルはあまり高くない。 

 

 CHAMPS(Children And Mentally ill ParentS) (Goodyear,et al., 2009) 

地域：オーストラリア 

対象：親が重度の精神疾患を持つ 8～12 歳の子ども 

プログラム：グループ活動を平日週 1 回行うか、3、4 日の休日に集中して行うかのどちら

か。グループでは、精神疾患に関する情報を提供する心理教育、仲間とのつながりを作って

ピアサポートを通じて健康的な対処がとれるように支援するものである。プログラム中の

家族の参加も行われる。 

有効性の検証：グループの施行前後において自尊心、問題に焦点を当てた対処、家族内のつ

ながりが改善していた。 

 

 Group cognitive therapy prevention(Clarke, et al., 2001) 

地域：USA  

対象：うつ病の親を持つ 13～18 歳の子ども 

プログラム：6～10 人の若者のグループ向けの 1 時間のセッション 15 回を行う。内容は非

合理的、非現実的、または過度にネガティブな思考を識別し、挑戦するための認知的再構築

のテクニックの指導。3 回の個別の保護者セッションを実施し、保護者にプログラムについ

ての情報を提供する。 

有効性の検証：RCT。対照群（通常のケアを行う群）（n = 49）と介入群（n = 45）におけ

る 4 時点（プレ、ポスト、12 ヶ月後、24 ヶ月後）の変化を比較したところ、介入群では大

うつ病性障害の発症率が有意に低かった。 

 

 PATS (Paying Attention to Self) (Hargreaves, et al., 2005 ; Hargreaves, et al., 2008) 

地域：オーストラリア  

年齢：精神疾患のある親を持つ 13 歳～18 歳の子ども 

プログラム：週 2 時間、8 週間のグループプログラム。思春期の子ども 4～8 人とピアリー

ダーと医療専門家が参加する。 

有効性の検証：プレ、ポスト、6 ヶ月、12 ヶ月の 4 時点を比較したところ（n = 64）、抑う

つ症状、ホームレスになるリスク、スティグマの経験が有意に減少した。物質使用、社会的

支援、問題解決に関しては、変わらなかった。 

 

 SMILES (Pitman,and Matthey, 2004) 

地域：カナダ、オーストラリア  

対象：精神疾患のある親や兄弟を持つ 8～16 歳の子ども  
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プログラム：3 日間連続プログラム。活動内容は、アートワーク、ゲーム、歌、対話型、リ

ラクゼーションのためのエクササイズ、親のプログラムなどである。

有効性の検証：被験者 25 名に関して、プログラムの前と直後を比較したところ、精神疾患

に関する知識とライフスキルの改善が認められた。

３）オンライン介入 

オランダで行われている Kopstoring のプログラム(Yamamoto and Keogh, 2018）では、

16～25 歳の人を対象にして、テーマに基づいたオンラインチャットグループミーティングの

場を提供している。オンラインでの介入は、家にいて受けられる便利性がある。現在の新型

コロナウイルスの感染予防という観点でも、望ましいものといえる。Survivalkid1(Drost,et 

al., 2011a ; Drost,et al., 2011b) は、12 歳から 25 歳までの人が匿名でアクセスできる毎週

のチャットセッション(90 分)を行うもので、個人に向けたフィードバック、心理社会的教

育、メッセージボード、ブログ機能、監視されたチャットグループ、プライベートチャット、

専門家との電子メール対応を提供するものである。 

４）ビブリオセラピー（読書による療法） 

本の中で、似たような立場の子どもが、登場人物として登場する文学を子どもに紹介する

ものである(Janes, et al.,1984; Tussing and Valentine, 2001)。これにより、子どもは自分

の置かれている状況を正常化し、そのような登場人物の問題解決の技術を理解し、その学習

を自分の生活に応用することができる。

（３）支援の実際 

以下に精神疾患のある親をもつ子どもが、支援を受ける中でどのように回復していくか

を示すために、Cooklin et al. (2020) の本で、Kirsty Tahta-Wraith という方が語った子ど

もの立場での体験の記録から、その要点を示す。彼女は、双極性障害のある父をもち、その

ことで多くの困難=ハードルを経験したが、KidsTime プログラムを支えに、1 つ 1 つ乗り

切って回復していった。

第 1 のハードルは、「父の病気の説明をしてもらえなかったこと」である。母が小さい時

に離婚して父のみしかいなかったこともあり、父の状態の変化に強い不安にさいなまれて

いたという。KidsTime で父の病気の説明をきいたことでその不安を和らげることができた。 

しかし、今度は「父親を病者として見ること」を過度に重視することが、第 2 のハードル

になった。自分が頼りたい時でも父にはそうした力がないと考えすぎてしまい、自分には頼

れる人がいないと絶望的な気持ちになった。しかし、KidsTime で父が他の家族をサポート

している姿をみて、それが一面的であったことに気づいて、父が相談に乗ってくれる存在と

思いなおせたという。

それでも、その後に父の病状が大きく悪化したことがあり、自分がケアラーとして父の



－11－ 

病気に負けずにがんばって悪化を防がなければと考え、その責任と不安にとらわれるよう

になったのが第 3 のハードルであった。これも KidsTime で他の同じ立場の利用者がスタ

ッフに相談している姿をみて、自分も父の病気によって苦労していることを認め、父ととも

にいろいろな人の助けをもらいながらやっていけばいいと考えるようになった。

第 4 のハードルである「自分がいつも他人のニーズを優先してしまい、自分のニーズを

出せないこと」には、KidsTime ワークショップに参加中に気付いた。幼い頃から父は私か

らのサポートが必要だと考えていたため、いつも父を支援し、自分のニーズを否定する考え

方が深く定着してきた。また、他の人間関係の中でも同様の役割をとってしまう傾向がある

ことにも気づいたという。KidsTime で、ワークショップのスタッフから、そうした考えは

バランスが悪いことや、変えられなければ長期的にはダメージを受けることになるという

ことを、穏やかでありながらも明確に伝えられた。最初は、そうしたアドバイスを不快に感

じ、受け取るのが難しかった。自分が介護者の役割をとらないと物事がうまくいかなくなっ

てしまうという考えが頭から離れず、深い恐怖と葛藤を経験した。KidsTime の中で、自分

を優先的に考えることの重要性を一貫して支えられることで、少しずつ変化し、長期的には

その方がいいと感じるようになった。そして家族のことにしばられず自分の活動がある程

度できるようになったが、父親の調子が悪くなるなどのことがあるとまた自分のニーズを

後回しにしてしまう面があったと述べる。

第 5 のハードルは、「自分の家は普通ではない」という考えである。他の家庭を知るうち

にそれと自分の家庭を比べて劣っていると考えるようになった。一方で社交的な面もあっ

たので、普段はそうしたことを感じさせないようにふるまっていた。しかし内心では、自分

の家庭に対する恥ずかしい気持ちと、このような状況になっていることへの怒りを感じて

いた。それも KidsTime で同じ悩みをもつ子どもの立場の人との話し合いの中で少しずつ

変えていくことができたという。

第 6 のハードルは自己評価が低く、常に自己批判的であり不安が継続することであった。

10 代前半の頃、他人の家庭と自分の家庭がいかに違うかを自覚した結果、自分の家族の中

での介護の役割が自分の年齢にふさわしくないものであると感じ始め、自分が勉強や社交

のような自分のためのことをするときに、罪悪感のない自分でいられないことに恨みを感

じる一方で、自分には欠けているところがあると感じるようになった。そして次第に自尊心

が持てなくなった。これについてもワークショップで他の参加者や家族と話す中で変わっ

ていった。グループの中で、ヤングケアラーの役割の負担の大変さを聞いてもらうととも

に、それでもその中で成し遂げてきたことの肯定的な面にも焦点が当てられた。そうした

過程を経て、次第に介護の犠牲を背負う「殉教者」の物語から離れ、自分自身が今までや

っていなかったことに目が向くようになった。親の話を聞く場面もあり、自分が心から愛

していて、最も承認を求めていた人（私の親）からの肯定的な評価を受けることもあり、

多くの欠陥を抱えている自分という見方から、独自の強みを持った人という見方もできる

ようになった。これはスタッフではなく、グループに参加していた他の若者から紹介され
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たものだった。グループ内で、若者たちは、自分たちが早く成長しなければならなかったと

感じる一方で、それによって、感情やメンタルヘルスへの認識、感情的な知性や共感力、他

者への理解と支援、ストレスに対処する能力、友人がまだ知らない家計簿の知識などの、多

くの領域で自分たちが同年代の人より優れていると感じていることが話されていたという。 

さらに第 7 のハードルとして彼女が示したのは、親の状況を左右する力を持った存在と

して責任感を持たされる一方で、いざ調子が悪くなってしまうと何もできないという無力

感を感じさせられることであった。こうした矛盾した気持ちは、社会的なサービスとのやり

取りが助長した。父親が急に調子が悪くなると危機管理チームが入ってきて、父の評価や管

理についていろいろ指示をだしてきて、責任をもたされた。一方、学校にいくことなどと何

とか折り合いをつけてやっていこうと思っていても、もうこれは無理だからということで

親の保護が一方的に決定されてしまい、自分の意見は聞いてもらえなかった。ヤングケアラ

ーとしての過度な負担を子どもが負わなくていいという視点があったとしても、これまで

その役割を果たしてきた側としてその決定に加われない者のように扱われたことは援助者

への不信感や怒りにつながった。KidsTime は、そうした気持ちを援助者がきいてくれたこ

とで、もう一度援助者との信頼関係を持つことができると感じることにつながったという。

そして、スタッフに、そうした危機的状況になったときの家族の子どもがとり得る選択肢な

どを示した「先進的な指示書」を作ってくれないかと頼まれ、それに応えていく中で自分た

ちが他の同様の状況を抱える家族や子どもを助けられるということを感じることができた。 

以上のハードルを乗り越える上で、グループ活動の中で、他のメンバーに話をしっかり

聞いてもらえたことが大きな助けになったという。彼女が一人で悩んでいるときは、自分が

困っていることやそれを解決しようとすることは、正当なことであるのかが明確でなかっ

たが、KidsTime でのやり取りを通じて、それに取り組む力を得られたとしている。 

Cooklin et al. (2020) は、このプログラムの経験などをもとに、親―子ども―援助者の 3

者に対する具体的な働きかけについてまとめている。これを表 2 に示した。 
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表 2．親、⼦ども、そして彼らと⼀緒に働く専⾨家のためのヒント

Cooklin, et al.（2020）から引⽤。各項⽬の内容は翻訳した上で、要約している。 
               

親へのヒント 子どもへのヒント

1. 自分の病気についてできるだけ知って、学んだ

ことを子どもと共有するようにしましょう。 

2. 精神的な病気は遺伝だけで起きるわけではな

いので、子どもが親と同じ病気になると決まっ

てないと伝えましょう。 

3. あなたの病気が子どもの責任ではないと伝え

ましょう。 

4. あなたが調子を取り戻すために引きこもる必

要がある時は、それを子どもに伝えることが大

事です。 

5. あなたのつらい気持ちを、詳しく子どもに伝え

るのは過剰な負担を与えるので、やめましょう。

6. 調子の良い時には、子どもの学校での出来事や

活動について、興味を示し、話をききましょう。

7. 子どもの気持ちを恐がらず、調子のよい時は、

子どもの考えや気持ちをききたいと思っている

と伝えましょう。調子の悪い時は十分きけない

こともあることも話しましょう。 

8. 子どもががんばったことを認め、ほめましょ

う。 

9. 親は子どもに罪悪感を持つことが多いですが、

埋め合わせに、急に優しくしたり食べ物等をあ

げるのはやめましょう。 

10.子どもに、親の考えにむりにあわせず、自分の

考えを大事にしていいことを言いましょう。 

11.あなたの気分が落ち着き、子どもがきいてくれ

そうな時、あなたの精神疾患への対応について

話しましょう。その際に使える質問の例は、「わ

たしの調子が悪くなると、不安を感じる？」「わ

たしが入院する時は、どのように感じる？」「わ

たしの調子の悪い状態がどれくらい続くか心配

ですか？」「なぜ病気になったのか不思議に思い

ますか？」等です。 

12.親にとってそうした会話を始めるのは、不安か

もしれません。しかし、会話することで、子ども

を自分が独立した人間と認めることを示せま

す。そして、子どもが自分なりの考えでやってい

くことを手助けできます。 

13.同じような経験をしたことのある他の親を探

して話をきいてみましょう。 

1. お父さんやお母さんが病気になったのは君の

責任ではありません。 

2. 信頼して相談できる人を見つけることが大切

です。大事なことは、その人にあなたに何が起こ

っているかを隠さずに話せることです。 

3. 信頼できる人から十分な説明を受け、本当に理

解できるようになるまで質問してください。 

4. 友達のグループに入ったり、作ったりしましょ

う。そして、学校や他の活動に参加したり、カブ

スカウト、ボーイスカウト、ガールスカウト、音

楽や映画のクラブ、スポーツなどに参加してみ

てください。 

5. 自分の得意なことを楽しみましょう。そのこと

を通して自分自身の強さや自信をもてるように

なります。 

6. 自分自身の考えを大事にしましょう。自分の考

え方を「親の病気」のために変えなくていいで

す。 

7. 兄弟姉妹がいる場合は、お互いに話し合って、

どうすれば支え合えるかを一緒に考えてみまし

ょう。 

8. 学校等で、親やその病気のことについて、信頼
できる大人にきいてみましょう（例えば、学校の
看護師や先生やその他のスタッフ、あなたや親
を担当しているソーシャルワーカーなど）。同じ
ような問題をもつ他の子にきくのも役立ちま
す。 

9. 自分自身に正直になることが大事です。自分に

うそをついて本当の気持ちをおさえこまないよ

うにしましょう。そして助けを求めましょう。親

の病気の世話を一人でするのではなく、助けて

もらうのがあなたの人間としての権利です。 

10.病気の親が元気な時には、できることなら、親
に世話をしてもらいましょう。例えば、親があな
たと一緒にできることのリストを作ってみるの
もいいでしょう。 

11.あなたが信頼できる専門家を見つけることが

できる場合は、その人に、これまで起きてきたこ

とで分からなかったことや悩みをはっきりさせ

るために説明を求めましょう。（例、親に起こっ

たことであなたが感じた混乱と心配や恐怖、大

人のもつ極端な感情の状態、どこからは正常な

感情を超えてしまっているかを理解する方法な

ど） 
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専門家へのヒント 

1. 精神疾患の親の子どもを支援する責任や専門知識を持つ特別な専門家集団はないが、そのうち

の一人が少しの時間を投資するだけで、子どもに大きな恩恵を与えられます。 

2. 教師、看護師、ソーシャルワーカー、医師など、どんな専門職でも、子どもたちと率直に話す機会

を持ちましょう。 

3. できるときはいつでも、子どもが、支援のリソース、特に説明と話しあいの機会を得られるように手

助けしましょう。 

4. 親子の生活に関係している又はその可能性がある、多様な専門家を知り、つながりを持ちましょ

う。 

5．多様な専門家らと家族と協力して働くことが重要です。家族が一緒の場合、子どもの意見が計画

に含まれていることを確認してください。 

6．家族に会う時には、病気のことに怯えず、関心を持って耳を傾け質問をします。子どもの有無や

数、子どもの年齢、子どもたちの病気への対応やどんな支援を受けてきたかを尋ねてください。 

7. 家庭訪問から帰る前には、必ず次の予約を入れておきましょう。 

8. 家族や支援リソースとなる人が特定の役割に縛られていると感じないように、彼らを支援につなぎ

ましょう。成人のメンタルヘルスの援助者の場合は、子どもをヤングケアラーに対するサービスに紹

介したり、家族を KidsTime に紹介することが役立つでしょう。子どものソーシャルワーカーの場合

は、親を親のサポートグループや KidsTime に紹介することが考えられます。 

9. それぞれの家族との出会いの機会を大事にしましょう。あなたがその時にした支援がその後の変

化を生む可能性があります。 

10. 親と子の両方の回復力を高めるのに役立つ、比較的簡単に取り組める方法を提案しましょう。親

子のどちらかが話した小さなことで役に立ったことを書きとめておきましょう。利用できるリソースが

どんなものでも使ってみること、また互いに話すこと、一緒に読書すること、一緒に遊ぶことを励まし

ましょう。 

11. 精神疾患によっては、薬物療法が非常に重要な場合もありますが、効果があるかどうかを決める

のは、家族全体を考えにいれたアプローチであり、「生きていること全てを大事にする」スタンスです。 

12. それぞれの子どもの心に寄り添い、擁護者となる大人がいることを確認するようにしてください。 

13. 影響を受けた子ども 1 人 1 人が、「ホールディングしてくれる（その存在全体を受けいれて支えて

くれる）」人や環境を持てているか確かめたり、それを実現する方法を他の専門家や家族、友人と話

しあいましょう。 

14. 最後に、こうした状況の子どもたちも、両親の病気についての「専門家」であることを忘れないでく

ださい。子どもたちとコミュニケーションをとり、親の病気についての彼らの意見を真剣に考えてみて

ください。 

Cooklin, et al.（2020）から引⽤。各項⽬の内容は翻訳した上で、要約している。 
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３．おわりに 

 本稿では、海外文献における精神疾患のある親とその子どもの感じる困難と、彼らへの支

援についてまとめた。非常に多様なプログラムが行われ、その有効性評価も進められており、

日本でもこうした研究やプログラムを行うべきであると思われた。 

海外でも精神疾患の親への支援がおこなわれるようになったのは比較的最近のことであ

り、まだまだ子どもに対する支援にまで目が行き届いていない場合も多いことを Cooklin 

et al. (2020)は指摘している。彼は、援助者がそうした子どものニーズを知ろうとして、少

しだけでも関わることが大きな違いを生む可能性があると強調している。一方、彼は、親の

精神疾患が子どもに与える影響について、バランスよく理解してもらうことの難しさを指

摘している。例えばあまりにも悲観的に見すぎている場合もあり、Kirsty Tahta-Wraith 氏

に起きたように、援助者が「ヤングケアラーの過度な負担を一刻も早く減らしてあげなくて

はいけない」と考えて、子どもの意向も聞かずに親子分離などの対応を進めてしまうような

場合があることに警鐘を鳴らしている。ヤングケアラーとして家族を支えてきたこと自体

は、1 つの賞賛される成果であり、子どもはある意味では親の精神疾患の対応の専門家とい

っても良い経験値をもった存在として遇されるべきであるという。 

一方で、精神疾患のある親の子どもがヤングケアラーとしてそうした役割を負い続ける

ことは望ましくない。ACE 研究で示されたように、精神疾患の親と同居して成長していく

ことの負担は将来における重大な心身の障害や適応上の問題の危険因子であることを多く

の人に認識してもらう必要がある。子どもが最終的にその負担を引き受けるか否かは別と

しても、もともとそうした役割を引き受けるかどうかの選択肢や前提となる説明もなく、い

つのまにかそうした役割を担わされてきたという場合が圧倒的に多いと思われる。子ども

としては、あらためて親の精神疾患とはどういうもので、それを子どもとしてどうとらえる

べきかということの説明を受け、その負担を全て負い続ける必要はなく専門家や社会に手

伝ってもらってよいこと、自分自身のニーズを大事にする選択肢を取る権利があることを

伝えることが重要である。 

今までは、「精神疾患」に対するスティグマがあった中で、最近になって当事者の権利が

あらためて取り上げられるようになってきたが、その周りにいる家族、特に子どもの負担は

見過ごされてきたといえる。Cooklin et al. (2020)は、精神疾患について“心の風邪”とい

う比喩を用いて、スティグマを減らす方法は、当事者や子どもを含む家族の負担を過度に軽

いものとして描写してしまい、かえって、誤解を招く可能性があることも指摘している。子

どもや親にとって精神疾患をどのように感じ、対処するのかということは病状のみでなく、

置かれた状況や個人の考え方で多様性があるといえる。援助者は当事者や子どもに病気や

その影響について情報を提供するとともに、その意見を受け止める双方向のやりとりをす

ることが求められる。親―子―援助者の対話では、親―子、専門家―非専門家というヒエラ

ルキーを生じやすいので、それぞれの声、特に最も発言権が低くなりがちな子どもの声が尊

重される「開かれた対話」の場を持つことが大事である。先述した Cooklin らが行っている

KidsTime や 2(2)で紹介したような支援プログラムはそうした場を提供する試みであると
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いえる。日本でも、当事者研究や Self decision making（SDM）などの形で、援助関係の持

ち方を変える視点が論じられまた実践が始められている。しかし、精神疾患のある親の子ど

もに焦点をあてた取り組みはまだ少なく、これまで十分取り上げてこられなかった子ども

の多様なニーズをまずは聞き取ることから始めていくことが必要であると思われる。 

（森田展彰） 
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Ⅲ．日本における精神疾患の親と暮らす子どもの体験  
 

１．精神疾患の親と暮らす子どもの困難～年代別の特徴 

親が精神疾患を患う場合、子どもへの影響に関して、欧米では 1930 年代から調査され

（Mattejat, 2011）、子どもの精神疾患罹患率は疾患により異なるが一般人の 2～10 倍であ

ること（Pollak, 2008）、親子の愛着形成の問題やコミュニケーション不足により子どもの

行動や発達、情緒面における影響が報告されている（Beardslee, 1998；Maybery, 2009）。 

国内では、統合失調症の母親との生活を描いた漫画『わが家の母はビョーキです』（中村, 

2008）が出版され、2011 年に精神障がいの親と生活している子どもを対象とした土田らの

サポートグループが NHK テレビで紹介されたことで、テレビや新聞でも精神疾患の親を

もつ子どものことが取り上げられるようになってきている（長江・土田, 2013）。文献とし

ては、精神科医療の症例研究で精神疾患の親がいる家庭の特徴として、経済的困難や生活リ

ズムの確立の難しさ（本間ら, 1988；山中ら, 2005）、文献検討による子どもの精神発達への

影響（長江・土田, 2013）、事例による子どもの経験（夏苅, 2012；田野中ら, 2016；横山ら, 

2017・2019；澁谷, 2020）、子どもへの支援（土田, 2019）等の中で子どもの困難が報告さ

れている。  

本項では、日本における精神疾患の親と暮らす子どもの体験として、年代別の困難に着目

した研究「精神疾患の親をもつ子どもの困難」（田野中, 2019）をもとに、他の文献も加え

て子どもの困難と必要とする支援を報告する。本研究は、子どもの頃に精神疾患を患う親が

いた人 10 名に半構造化面接を行い, 質的データ分析法を用いて、事例の個別性を考慮しつ

つ、その個別性を超えた一般的な困難（表 1）を抽出した。なお、両親ともに精神疾患をも

っていた子どもが 1 名いた。  

 

（１）わけのわからぬまま親の症状をみるしかない生活 

親の病状について、10 名中 9 名が説明を受けておらず、わけのわからぬまま親の症状に

巻き込まれ、その症状や両親の激しい衝突を怖い気持ちで見るしかない子どもがいた。親の

疾患について青年期以降は徐々に自分で調べて理解するが、思春期までは理由もわからず、

その場にいるしかなく、助けを求めることもできず、怖い気持ちや不安を持ち続けていた。 

 

このことから、子どもが就学前や学童期であっても親の疾患について、子どもの理解を支

えることが重要と言える。その内容は疾患名だけでなく、疾患から起こりうる状況や相談を

含む対応方法、困難な状況は子どもが悪いわけではないこと等が挙げられた。子どもの年代

や疑問に応じて、絵本（プルスアルハ, 2012 ; シュリン・ホーマイヤー, 2020）※ 等を活用

し、気持ちを確認しながら、それらの理解を支える必要がある。 

 
※ 本報告書Ⅵを参照 
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表 1.精神疾患の親がいる子どもの困難 

年代/ 
カテゴリー 

学童期(6～12 歳) 思春期（12～18 歳） 青年期 
(18～22 歳) 

成人前期 
(22～30 歳) 低学年 高学年 中学生 高校生 

1.わけのわ

かからぬま

ま親の症状

をみるしか

ない生活 

      

 
 
2.世話をさ

れない苦し

い生活 
 

      

3.親の言動

に振り回さ

れる精神的

不安定さ 
 

      

4.心許せる

友達や安心

できる場所

のない苦し

さ 

      

 
5.我慢だけ

強いられ，周

囲からも支

えられない

苦しさ 
 
 

      

6.青年期以

降も発達へ

の支障を自

覚する生き

づらさ 

      

出典：田野中（2019） 

親の疾患や家庭状況を知られないように努力 
家庭内で精神疾患に関する会話欠如により他人への口外不可 

心許せる友達や安心できる場所のない苦しさ 

人に心を許せず人間不信 
発達への支障を自覚する苦しさ 

普通が分からず自信欠如 

自分のために生きられない辛さ 

わけの分からぬまま被る症状に巻き込まれ 
親のケアの過大な負担と自分の生活との葛藤 

大人から生活の世話を十分されない苦しさ 

学校生活への支障 
貧困による生活苦 

成長や体調不良に対応できない苦しさ 
普通の生活を知らない恥ずかしさ 

家の管理や祖父母の介護の過大な負担 

自分でやるしかない家事・身支度の辛さ 

社会の偏見と対応への怒り 

親が疾患を隠すことによる外部からの支援欠如 

理解しない近隣住民との関係欠如 

家庭で我慢だけ強いられる辛さ 

教員から関わられない学校生活の困難 

理解不足の親戚との確執 

何事も人に頼れない辛さ 

保健医療福祉専門職に支えられない苦しさ 

相談者不在による進路選択の難しさ 

家庭外で気持ちをきき支えてくれる人の欠如による苦しさ 

思春期の不安定さと親との葛藤 

常に親の不安定さが頭から離れず過ごす辛さ 

親の言動による不安定な感情と言動 
親の意向に囚われ楽しみや希望なく生きる辛さ 

親の言動への嫌気と恥ずかしさ 
親の発病への喪失感と自死への不安 

家をでて親と距離をとりたい思い 

親の精神疾患による将来への影響不安 
健常な親のネガティブな言動からの深刻な影響 
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（２）思春期まで顕著な世話をされない苦しい生活 

子どもの生活面では、健常な親から十分な世話をされない場合、特に思春期までは、子ど

も一人では衣食住が整えられず困っていた。小学校低学年の子どもは、給食が主な食事にな

り、栄養不足で倒れたり、学校に必要なものが用意できない子どももいた。 

小学校高学年以降になると図書館の料理の本などを見ながら自分で食事を作ったが、野

菜の皮のむき方や調理道具が分からず、上手くいかなかったことや自分で作った弁当が友

達のものと比べて恥ずかしかったことが語られた。基本的生活習慣として入浴、着替え、挨

拶を知らず、就学以降に普通の生活を知らない恥ずかしさも語られた。坪井（2016）は、ネ

グレクト家庭では、家庭内での教育や経験不足から一般的に常識と思われるようなことで

も身につかず、劣等感や不全感を抱いて、学校での適応的な生活が難しくなることもあると

指摘している。 

思春期の頃には、成長に合わせた衣料の用意や体調不良に対応できない苦しさがあり、貧

困による生活苦も語られた。高校生になるとアルバイトで生活苦が緩和される家庭がある

ものの、子どもの役割が増え、家の管理や祖父母の介護などの過大な負担を感じていた。 

 

就学前は、家庭の問題は市町村の乳幼児健診等で発見される可能性がある。しかし、今回

の参加者 6 名は就学以降に親が発病していた。子どもと外部との接点の多くは学校になる

が、家庭が疾患を隠しているため、教員は家庭の問題に気づきにくい、または疾患の理解不

足や多忙さから踏み込んだ対応が難しいことが考えられる。就学前だけでなく、学童期や思

春期でも子どもの安全・生活面を具体的に把握し、保健医療福祉機関と連携しながら支援し

ていく必要がある。また、学校生活で忘れ物や学業の遅れがあったときに、教員の助けで救

われたという語りもあった。このような日々の学校生活の中でも具体的な困りごとに気づ

き、支援することが子どもの生きやすさにつながる。 

  

（３）精神的不安定さや安心できる人・場所のない苦しさ 

子どもの情緒面では、親の言動に振り回される精神的不安定さや心許せる友達や安心で

きる場所のない苦しさがあった。子どもは、親からの制約（例．勉強以外のことはしないで

いい）や子ども自身が親のことを心配して、自分の生活を楽しめず、親と距離を取りたいと

いう思いが語られた。また、子どもは、周囲の偏見をおそれ、親や家庭の状況を友達や周囲

の人に知られないように努力していた。その結果、心許せる友達の不在となっていた。他の

文献でも同様の語りとして「なるべく他の人と同じように、過ごしていきたいと必死でした。

そのような思いを抱く一方で、高校生の頃は（中略）友達に、自分の本心を言わなくなりま

した」（横山・蔭山, 2017）と、報告されている。 

 

学童期の発達課題として重要な友達との交流は、対人距離の取り方や言葉遣い等の対人

態度、行動スキルを獲得する重要な機会である（服部, 2010）。また、友達とのつながりは
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子どもが困難から回復するための重要な要素でもある（Mattejat, et al., 2011）。友達との

交流を阻害している背景に社会における精神疾患への偏見がある。大人も子どもも精神疾

患への理解を進めていけるように、より積極的な啓発活動が必要である。 

（４）我慢だけ強いられ、周囲からも支えられない苦しさ 

家庭内では、子どもが反抗することや相談することを許されず、また、子どもも親に心配

をかけないように困りごとを相談しないようにしていた。「私が犠牲になれば済むのだ」（横

山・蔭山, 2017）との語りもみられた。 

家庭外では親が疾患を隠すことにより外部からの支援がなく、子どもも周囲の大人に困

りごとを相談することはなかった。学校では、忘れ物（実は家庭で持ち物を用意できなかっ

た）、遅刻や欠席をした際に教員から注意だけされたとの語りがあった。 

青年期以降も、人に弱みを見せたり、迷惑をかけてはいけないという強い思いから、何事

も人に頼れない辛さがあり、どんな困難も一人で抱え込んでいた。やっとの思いで、子ども

が精神保健医療の専門機関に相談しても受け止めてもらえない経験もしている。 

 

参加者の 9 名が家庭内で疾患に関しての疑問や不安な気持ちを話せず、困難な状況をよ

り深刻なものにしていた。家庭内の情緒的交流の重要性はドイツやイギリスでも指摘され、

支援が進められている（田野中ら, 2015）。国内でも家族の話し合いによる問題解決を目指

すメリデン版訪問家族支援の導入が始まり（佐藤純, 2019）、子どもを含めた家族の情緒的

交流を支えるしくみが広がることが期待される。 

家庭外でも周囲の大人や専門職が子どもの存在や困難を気にかけ、相談に応じる必要が

ある。そのことが次に精神疾患を患う人をうみださないことにもつながる。 

 

（５）青年期以降の生きづらさ 

これまでの困難の原因が解決されないまま成長し、青年期以降も発達への支障を自覚す

る生きづらさにつながっていた。 

国内では、青年期以降に精神障がいの親をもつ子どもの集いに参加できるようになり、困

難緩和に役立っている（土田, 2013a）。 しかし、「20 歳超えてから一人で発達課題に向き

合うのがしんどい」、「20 代でもこうした集いに行くのは勇気がいる」と語る人もいた。青

年期以降の生きづらさも深刻であり、ピアサポートに加えて、個別の支援が必要である。 

 

以上、子どもの困難、年代別の特徴、必要な支援を報告した。こうした困難は、親が精神

疾患を患う全ての子どもが経験するわけではない。しかし、深刻なものも含まれ、情緒面だ

けでなく家庭や学校生活、発達課題と関連した内容もある。支援者は子どものこころと身体、

生活、発達を含めて、困りごとをまるごと捉え、必要な支援につなげていくことが求められ

ている。 
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また、困難の背景として、子どもへの精神疾患に関する説明不足に加えて、社会における

精神疾患への理解不足が挙げられた。親も精神疾患を患いながら育児に奮闘している。周囲

の大人も子どもも、精神疾患をもつ親とその子ども、家族への理解を深め、できる支援をし

ていく必要がある。                                                 （田野中恭子） 

 

２．子どもの生活体験が心理社会面・健康面に与える影響 

統合失調症の親と暮らした経験を持つ成人した子ども 22 名へのインタビュー調査から、

子どもの生活体験が心理社会面・健康面に与える影響を図 1 に記した（Tsuchida et al., 

2016）。子どもの目に映る親の状況（症状）は、「包丁を振りかざす」、「夜中に叫ぶ」、「裸踊

りをする」、「徘徊する」といった≪奇行≫と、「家事ができない」、「子どもに関心を示せな

い」、「会話が成立しない」といった≪病理が親役割に与える影響≫にわけることができるが、

それを子どもがどんな風に捉えるかは、いくつかのパターンに分かれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．統合失調症の親と暮らした経験を持つ子どもの生活体験が心理社会面・ 

健康面に与える影響 

出典：Tsuchida et al.（2016）（ポスター原稿を日本語変換） 

 

（１）病気の説明の有無と周りの大人の捉え方による違い、子どもへの影響 

土田が行ったインタビュー調査で統合失調症の親を持つ子どもの 75％（土田, 2013b）、

Web 調査で子どもの 67.2％（土田・宮越, 2017）が子どもの頃に親の病気について説明を

受けていなかったように、親の身に何が起こっているのか病気の説明をきちんと受けてい

ない子どもが多い。しかしながら子どもへの説明の有無にかかわらず、子どもの目に映る親

の状況は前述のように一様である。親の病気について説明を受けていない子どもは、親の取

る奇行に対して「何が起こっているのかわからない」と困惑し、行動化する親の様子に「死

んでしまうのではないか」、「自分にも危険が及ぶのではないか」と不安や恐怖を感じたり、
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「近所に迷惑」、「恥ずかしい」といった恥の感情や「どうすることもできない」という無力

感を感じていた。親役割がうまく果たせないことに対しては、「親を当てにできない」と感

じて「自分がやらなければ」と家事や親のケアを背負い込んでしまったり、｢関心を示して

もらえない｣、「わかってもらえない」、「大事にされない」と自己否定的に捉えて孤独を感じ

たり、「自分が悪いからかも」と自責的に捉えたりしていた。一方で、親の示す症状（状況）

は同じであっても、「何とかなる」という捉え方に繋がっている子どももいた。この捉え方

の違いは、精神疾患を患う親や家族が子どもに対して精神疾患をどのように扱うかによっ

て分かれていた。 

精神疾患を患う親や家族が家庭内で病気の話題を避け、触れない対応を取ると、子どもは

その雰囲気を察知し、「うちのお母さんはどうして寝てばかりなの？」、「奇行を取るのはな

ぜなの？」と疑問に感じても聞くことができない。説明を求めても黙り込んでしまう大人の

様子から、これは子どもが触れてはいけないことなんだ、隠さなければいけない、人に言っ

てはいけないことなんだと学んでいく。｢人に言ってはいけない｣と学んだ子どもは、たとえ

困った状況にあったとしても、人に相談したり援助を求めたりすることはなく、一人で対処

しようと試みる。そして、家の状況に気づかれないように嘘をついたり、その場に合わせて

取り繕う。状況に合わせて取り繕う行動を取るためには、周りの状況を敏感に察知しなけれ

ばならない。そのため、これらの子どもは常に緊張して過ごしていたと思われる。目立つこ

とで注目されるのではないか、そのことで家の状況に気づかれるのではないかと考える子

どもは、学校や人が集まる場面では他者に合わせたり、ひっそりと自分の存在を消すように

振る舞うことが多かった。逆に少数ではあるが、学校では仮面を被り努めて明るく振る舞う

ことで、家のことを知られないようにしていた子どももいた。このように、家と社会的な場

面で見せる顔を変えていた子どもが多い。これらは、家のことを知られないように、自分自

身が傷つかないように、子どもが自分を守るために取っていた行動であるが、場面の使い分

け（二面性を持つこと）が、「何が好きなのか、やりたいことは何なのか」という自分本来

の感情をわからなくさせ、思春期の発達課題である『自我同一性の獲得』を困難にさせてい

た。また、家のことに気づかれないように振る舞う行動は、必要以上に踏み込まれないよう

に一定の距離を持って接するなど、対人関係にも影響していた。そしてそれらは、「自分が

わからない」、「自信が持てない」、「人づきあいが苦手」という成人後の生きづらさにも繋が

っていた。 

他方、家の中で自然に精神疾患について語られ、受診や服薬する親の姿を見ていた子ども

は、親の示す様々な症状も「病気による症状」と捉え、たとえ調子を崩しても、過剰に心配

することはなく、家族で話し合ったり支援者に相談することができていた。症状や困りごと

が自然に話されていたことから、精神疾患を悪しきものとして特別視することはなく、また

「これは症状なんだ」と客観的に眺めていたこと、治療を受け医療や支援者に繋がっている

という安心感が、「何とかなる」という認知に繋がっていた。このタイプの精神疾患を持つ

親は、家庭内で病気のことをオープンに語るだけではなく、近隣など周囲に対してもオープ
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ンに振る舞い、他者に頼る姿も子どもに見せていたため、「何かあったら相談すればいいん

だ、人に頼ってもいいんだ」という子どもの認識に繋がり、親や家族のオープンに振る舞う

姿が、人に頼ったり、困難を抱えながらも前向きに生きるというモデルになっていた。これ

らの親は、病気を開示する過程で子どもを支援者に紹介するなど、子どもを支援者に繋いで

おり、子どもが相談したりケアに関する情報（対応方法や症状をどんな風に捉えればよいか

など）を得られるなど継続した支援を受けられるようにしていた。 

 

（２）援助を求められない要因と社会構造 

子どもは病気の説明がないまま生活していたとしても、親の示す奇異な行動や親役割が

うまく果たせないことについて、違和感を感じ、困難を感じていることが多い。隠さなけれ

ばいけないと感じている子どもが自ら援助を求めて発信することは少ないが、身近で親身

に関わってくれる祖父母や学校の教員に対しては、状況に気づき助けて欲しいというアン

ビバレンツな思いを抱いていた。時おり食材を持ってやって来て家事をフォローしてくれ

るけれど夜には「これを食べて頑張るんだよ」と安全な自宅に帰っていく祖父母、親の状況

に気づいているであろうけれど何もアプローチして来ない教員、健康な親にアプローチを

したものの進展なく諦めて帰って行く教員に対して、「やっぱり誰も助けてくれない」と認

識し、こうした期待はずれの関わりに絶望や孤独といった感情を強めていた。 

子どもが外部に支援を求めることができなかったのは、口外してはいけないとの思いや

援助希求を出して良いというモデルがなく、その発想がなかった（田野中, 2019）ためと思

われるが、精神疾患を患う親や家族が外部に支援を求めることができなかったのは図 1 の

下方に示した社会の『精神疾患への偏見』や親が子どもを育てるのは当たり前、家族のこと

は家族で面倒を見るのが当たり前という『社会通念』によって、精神疾患を患っていること

で変な目で見られないかや、子育てができない親と思われないか（下山, 2005）、家族が面

倒をみなければいけないのではないかという恐れからだと思われる。精神疾患への偏見や

社会通念が親・子に重くのしかかり、家族で抱え込む要因になっていたが、現在の日本では

皆が等しく精神疾患について学ぶ機会はなく、テレビやインターネットを通じて各々が理

解しているため、先行するマスメディアの情報から精神疾患を恐れ、避ける風潮になってい

ると思われる。2022 年の学習指導要領の改訂で、高校の保健体育に「精神疾患の予防と回

復」の項目が盛り込まれ、学校で「精神疾患」について学ぶようになる。理解が浸透するま

でに時間は要するが、これによって精神疾患に対する一定の理解が図られることが期待さ

れる。こうした取り組みによって、精神疾患を患う親やその家族が必要な支援を求められる

ようになればと願う。 

もう 1 つ子どもに特徴的なものとして、図 1 に『社会で大人とみなされる年齢のライン』

を記載した。連続した時間軸でありながらも、幼少期は「子どもだから関与しなくて良い」

と親の病気に関して蚊帳の外に置かれていた子どもが、成人し社会人として責任を持つよ

うになると、親をケアする者としてケアや医療の場に引きずり出されることがあるようだ。



 

－26－ 

急に態度を変える大人の対応に、子どもは困惑したり、腹立たしさを感じていた。行動範囲

も狭く、自由に使えるお金も有していない未成年の子どもは、親の示す症状に不安や恐怖、

恥といった感情を感じても、家から離れることは難しく、親の行動を見ないようにする、そ

の場から逃げる、我慢するといった対処行動を取っていた。しかし、成人し行動範囲が自分

の意志で動けるようになると、様々な生きづらさを感じながらも、親元を離れて自立する、

資格を得るなど、自分を確立するための対処へと変化し、「自分がわからない」「自信がない」

という部分を立て直そうと努力していることが窺えた。 

(土田幸子) 

 

３．子どもへの支援 

（１）子どもへの支えと影響 

 田野中・大崎（2019）の統合失調症を患う母親と暮らした経験がある成人を対象にした

研究によると、子どもが必要と感じていた支えとして、「精神疾患に関する理解」、「親の症

状への巻き込まれから保護」、「家庭と学校生活の世話」、「時折感じる家族相互の愛情と支え

あい」、「親と距離を取り自分のために過ごす時間」、「他者による気持ちの受け止めと継続的

支援」の 6 つが挙げられている。また、子ども自身の経験を踏まえて必要と考える支えとし

て、「大人からの気持ちの受け止めと継続的支援」、「大人からの精神発達支援」、「社会が精

神疾患の親と子どもを理解し支援すること」、「精神疾患の説明による対応理解」、「安全な生

活の保持と生活方法の教え」が挙げられていた。 

 精神疾患の親と暮らした経験がある成人 50 人に対して行ったアンケート調査（宮越ら, 

2014）によると、「子どもに対する支えとしてどんな支えが欲しかったか」という記述式の

設問に対して、「正しい情報が欲しかった」、「関心をもってほしい」、「（親のために頑張って

いることを）ほめすぎないでほしい」、「非難しないでほしい」、「居場所（話ができる場、泣

く場、遊ぶ場）が欲しかった」という回答があった。また、親に対する支援として「医療受

診（親を治療につなげてくれる）支援」「家事、親機能の援助（家庭訪問や三者面談）」とい

う回答があり、家族全体に対して「生活に困っている世帯であることにまず気づいてほしか

った」、「家族関係へ介入してほしかった」、「社会資源の情報提供が欲しかった」という回答

があった。加えて、同調査によると、成人した子どもが思う支援の必要度は、「話を聞いて

くれる大人の存在」、「病気の親を医療につなげてくれるシステム」、「子どもの集い・交流会

のような語りの場」、「社会資源に関する情報提供」、「親の障害を学べる場」、「食事や掃除な

どの家事援助」の順で高かった。これらの結果と子ども時代の経験との関連として、親の病

気を他者に話したことがある子どもほど、話を聞いてくれる大人の存在が必要と思う

（p<0.5）。病気の説明を受けた経験がない子どもほど、語りの場が必要と思う（p<0.5）。

統合失調症の親を持つ子どもほど、それ以外の疾患の親を持つ子どもよりも医療につなぐ

システム（p<0.5）、社会資源などの情報提供（p<0.5）、食事や掃除などの家事支援（p<0.5）

が必要と回答していた。 
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上記から、子どもが求める支えを大別すると、①「精神疾患の理解を促してもらうこと」、

②「家事など生活の世話」、③「気持ちを受け止めてもらう体験」、④「安心して思いを話せ

る場があること」、⑤「自分の時間が確保されること」、⑥「医療受診（親を医療につなげて

くれる）の支援」、⑦「社会資源などの正しい情報提供」、⑧「家族に対する社会の正しい認

知」、そして⑨「家族関係への介入」となる。 

 

 次に、これら支えが子どもに届くことで、子どもにどのような影響がみられるか、特に期

待される効果について紹介していく。 

 土田ら（2015）によると、子どもは病気の説明をうけるなど「精神疾患の理解を促しても

らうこと」で、「親の行動が腑に落ち、納得できた」、「どういう病気かわかった」など、親

の行動が病気によると分かり納得することにつながっていた。これは、親の状態が自分の責

任ではないと認識でき、自分と親を分けて考えられるようになるという影響である。一方で、

病気の説明を受けることは、よい影響だけをもたらすものではないことは次節で報告する。 

 次に、子どもへの支えの影響として、子ども自身の生活への影響である。子どものなかに

は「衣食住が整えられないことなど世話をされない苦しい生活を体験していた」子どももい

た（田野中, 2019）。「母の調子が悪くなると私が料理、洗濯、掃除をすることになりました。

友達の誘いも断り学校が終わると真っ先に家に帰ってきていました。日曜日も父と毎週の

食事の買い出しに行くので、自分の遊ぶ時間はありませんでした」（横山・蔭山, 2019）と

あるように、家事労働のしわ寄せなどが子どもへいき、遊びや楽しみなど必要な機会が奪わ

れることになる。そういった状況に対して、「祖母が毎日夕飯を作りに来てくれた」、「祖父

母が身の回りの世話などはしてくれていた」など同居以外の親族からの家庭での世話や基

本的生活習慣を教わる機会により、子どもは最低限の衣食住を整えることが可能になって

いた。また、支えを受けた子どもは親の症状に巻き込まれず、「親の症状が不安定でも学校

に通えた」と学業の継続が可能になるなど、子ども自身の生活を送ることに影響していた。 

 上記に挙げた支えがない子どもは、家庭内で反抗することや相談することを許されず、一

方で、親に心配をかけないように困りごとを相談することもないなど、我慢だけを強いられ

る生活を送る。そこで「気持ちを受け止めてもらう体験」や「安心して思いを話せる場があ

ること」、「自分の時間が確保されること」で、子どもは癒しや愛情を感じることとなり、気

持ちの余裕が持てる、自分の気持ちを人に話すことができる、自分の状況を客観的に見るこ

とができる、自分のありのままを受け入れ生き方を立て直せる、などの影響があった（田野

中, 2019）。 

 以上、子どもが求めていた支えとその影響について報告した。上記に挙げた影響は特定の

支えによる直接的なものではなく、間接的、複合的な関係にあると考えられる。また、支え

の必要度は子どもやその子どもが置かれている家庭によって異なるものであり、１回の支

えで終わることなく、継続的に子どもに届けられるべきものである。 
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（２）親の障害の説明を子どもはどう受け取っていたか 

子どもの支えである親の「精神疾患に関する理解」は、それ自体が支えになるばかりでは

なく、それがきっかけとなって二次的に他の支えに移行していくこともあるだろう。また、

子どもの年代や状況によっては説明を受けても理解に至らず、支えにならないという結果

もありうる。土田・宮越（2017）が行った 64 名を対象にした Web アンケート調査による

と、親の障害の説明を受けたと回答した者は全体の 59.4％、子どものころに説明を受けた

ものは 32.8％、成人してから受けたものは 26.6％であった。病気や障害と聞いてよかった

ことの質問に対して、「病気だとわかったこと（52.6％）」「対応の仕方が分かった（21.1％）」

「私のせいではないとわかったこと（13.2％）」などの回答があるものの、一方で「わから

ない（7.9％）」「説明されて良かったことはない（18.4％）」という回答があった。同設問の

自由記述欄には「『病気が言わせている』の意味が分からない」や「どこからが病気なのか、

本当の親の性質は何か、わからない」など何が病気か分からないという意見や、「有効な対

処法はなく、説明されても何もわからない」や「『なぜ？』と聞いても解決せず、病名を聞

いても回復の希望は言われず、絶望感があった」など希望が持てずつらかったという意見が

みられた。土田・宮越（2017）は、親の障害に関する説明は、子どもの認知発達を考慮して

行われることが重要で、単に疾患を説明するだけでなく、子どもを取り巻く環境にも目を向

け、緊急時の対応、子どもを守ってくれる機関や SOS の求め方など、困りごとに対する具

体的な対処法や子どもにとって見通しが持てるような情報、伝え方が求められるとしてい

る。精神疾患に関する理解は、それ単体では支えになる場合もあれば、そうならないことも

あることに留意する必要があることが分かる。 

さらに、同調査では、子どもが希望する障害の説明についての設問及び自由記述の回答か

ら、子どもが心理教育に求めるニーズとして「ありふれた病気であるという説明」、「精神疾

患の症状と治療法」、「親の言動の解釈と対処法」、「相談先や社会資源の情報」、「一人で抱え

込まず支援を受けてよいという認識」、「精神障害の親と暮らす子ども特有の生きづらさの

具体例」、「仲間の存在と安心感」であるとまとめている。これらの結果から、親の障害を説

明する際には、説明を受ける子どもの年代や、どんな状況に置かれているか、偏見や具体的

な生活状態など課題を理解したうえでなされることが求められる。さらに、子どもは親の言

動の解釈や対処法、相談先や社会資源の情報などを知りたがっている一方で、子ども自身の

人生で起こりえることとその対処といった、自身の人生の見通しについても知りたいとい

うニーズがあることも念頭に置く必要がある。つまり伝えるだけではなく、同時に子どもの

声を聴くという、双方向のやり取りを心掛ける必要があるということである。 

（３）支えになってくれた人と相手 

 精神疾患の親と暮らした経験がある成人 50 人に対して行ったアンケート調査（宮越ら, 

2014）では、支えになってくれた人と相手を問う質問に対して以下回答が得られた（複数

回答あり、（ ）内は回答人数）。病気でない親（9）、祖父母（8）、兄弟（7）、病院の職員（7）、
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教諭（5）、スクールカウンセラー（1）、相談機関（1）、民生児童委員（1）、その他（19）、

とあり、その他内の自由記述では友人が 10、叔父叔母が 5、交際相手が 3、牧師が 1 であっ

た。限定された少数に対しての調査なので全体を表しているとは言えないが、傾向としてフ

ォーマルな資源といわれる専門職や相談機関よりも、インフォーマルな資源である友人や

家族を子どもは支え手と感じていた。専門職のかかわりが少ない理由として、前提として子

どもの立場では病院の職員など専門職へ子どもからつながろうとすることが難しいと考え

られる。また専門職側にも、病院職員であれば、患者の親などを家族支援の対象としてきた

歴史はあるが、患者の子どもも家族支援の対象と捉えるよう認識するのはまだ最近である

という理由もあるだろう。 

 精神疾患のある親を持つ人の会への参加経験者 240 人を対象とした、小・中・高時代の

体験及び学校での相談状況についてのアンケート調査（蔭山ら, 2020）によると、学校への

相談歴のなかった人は小学生のころ 91.7％、中学生のころ 84.5％、高校生のころで 78.6％

であった。相談しなかった理由としては、問題に気付かない、発信することに抵抗がある、

相談する準備性がない、相談環境が不十分というものがあった。相談しやすかった人は、

すべての年代で担任が最も多かった。調査回答者が 20-30 代のほうが 40 歳代以上と比べ

て学校での相談経験が多いことは、児童虐待防止施策や支援体制が変わったことを反映し

ていると考察している。子どもの体験が公表され始めたのが 2008 年以降であることから、

それに合わせて今後、子どもたちがより親のことを学校で相談しやすくなることが期待さ

れる。 

これらのことから、子どもの支えになってくれた人を増やすために、子どもにより近い家

族や同世代の友人、教職員などへ、精神保健医療福祉の専門職が、精神疾患の親と暮らす子

どもへの支援の必要性について積極的に発信することが求められている。 

(牛塲裕治) 

 

（４）支援の実際 

１）訪問看護による支援 

 清水らの報告（2016）に精神疾患を抱える育児不安のある利用者が訪問看護利用対象者

の約 10％を占めるとあるように、訪問看護の場面で子育て中の利用者に出会うことも多い。

雑誌の特集で『子育て中の人への精神科訪問看護』が取り上げられるなど、訪問看護の場に

おいても、精神疾患を抱えながら子育てしている利用者やその子どもへの支援に関心が注

がれている。医師の指示を受けて実施する訪問看護の対象は精神疾患を抱える親であり、子

どもに対しては家族として接することになる（辻本・金, 2009）。しかし、一人の生活者と

して精神疾患を抱える対象を支援する場合、その人のライフサイクルを考慮した支援が不

可欠であり、対象が家族としての役割を遂行できるよう、親業の支援や親子関係の支援、子

どもへの支援、親子に関係する他機関との連携なども必要となる（辻本ら, 2008）。このよ

うに、訪問看護の中で部分的に子どもへの支援も行われているが、訪問看護だけで抱え込ま
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ずに地域の関係機関を利用したり（寺田・中野, 2008）、状況を報告し他機関と連携して対

応する（辻本・金, 2009）など、リソースに繋げていくことを視野に（山田・田代, 2017）

子どもへの支援は実施されている。 

 子育て中の精神障害者に対する訪問看護の実践頻度を調査した堂下・高比良（2017）は、

「病状をコントロールするためのケア」や「信頼関係づくりに向けたケア」が多く行われ、

直接的な「子どもに対するケア」や「家族に対するケア」の頻度が低かったことを明らかに

し、利用者の安定が子どもにとって一番の安心につながることであり、精神症状と育児のバ

ランスを取ることが中心的な支援になると述べている。このことは、辻本・金（2009）も

「親である本人がその状態を維持していけるように、生活スキルを身に付けていくような

支援をリハビリテーションの一形態として行っている」と述べており、利用者の病状に注意

しながら生活スキルの支援を行うことによって、親子にとって安全な生活環境になるよう

調整していく（辻本・金, 2009；横山ら, 2017）。精神疾患を抱えながら、家事・子育てを

行う生活はストレスがかかる。そのため、親の困りごとやストレスの内容、その度合いを確

認しながら子どもへの関わりを一緒に振り返ったり（小野, 2019）、ストレスへの対処をそ

の人が成長できる機会として適切にサポートし、対処できている点をフィードバックする

（佐藤照美, 2019）など、親のストレスに着目し、その支援を行うことで子どもの生活が安

定するようにされていた。 

 子どもは自ら支援機関に助けを求めることがないため、子どものところに会いに行く支

援が必要（辻本・金, 2009）と考えられているが、就学時や日中の訪問などでは子どもと出

会う機会はほとんどないのが現実である（山田・田代, 2017）、訪問看護師は子どもとは接

する機会がなかった（工藤, 2013）と記述されているように、実際に子どもに会って直接支

援する機会は少ないと思われる。しかし訪問看護は、実際に家に出向くことで家庭の様相や

実態を知り、包括的な視点で患者・家族を捉えることができる（山田・田代, 2017）。こう

した利点をいかしながら、精神疾患を持つ親の子どもは心理的危機状況が訪れる可能性が

高いという認識を持ち、病状による子どもへの影響を軽減できるよう、ケースワークするこ

とが求められる（山田・田代, 2017）。 

 では、実際に子どもに会えている場合、どのように対応されているかをみていきたい。辻

本・金（2009）は、子どもとの関わりの中で気をつけていることとして、子どもとの信頼関

係を挙げている。同様に佐藤照美（2019）も、子どもにとって訪問看護師が SOS を出した

り困りごとを相談したりできる相手となるよう関係性を築き、親子関係がうまくいくよう

にサポートすると記述しており、子どもが何かあった時に相談できるように日頃から子ど

もに関心を向けて関わっていることがうかがえる。また辻本・金（2009）は、子どもと関わ

る中で、発育状態や発達状態の確認と身体観察を欠かさず行い、既往歴や発育歴、予防接種

状況なども利用者や子どもとそれとなく会話しながら把握していると述べている。症状再

燃時には、症状に子どもを巻き込んだり、養育放棄も発生したりするなど子どもの生命や成

長にも影響することから、子どもの状態を観察し、状況によって訪問回数を増やしたり（山
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田・田代, 2017）、入院の説得をしたり、ヘルパーなどの社会資源の導入や、子ども家庭支

援センターや児童相談所など子どもの関係機関に連絡し調整したり（寺田・中野, 2008）と、

親子が安全に暮らせるよう介入方法を判断し、他機関連携・調整も含め実践している。 

 信頼関係を築くことに気をつけていると述べたが、そのために藤田は、最初に訪問看護は

こういうことをしますという話をする際に、子どもが学校から帰ってくる時間にその場を

設定して、子どもがいる状態で母親への面接を行うようにしていると話す（横山ら, 2017）。

そうすると子どもが何を話しているのだろうと近づいてきて、その時の親の反応も子ども

の反応も把握できると述べている（横山ら, 2017）。前述した佐藤照美（2019）は、“自分に

脅威を与えない、いつも来る看護師”として子どもに受け入れられていると述べているが、

そのために夏休みなど子どもが在宅しているときは、訪問時間の半分は母親と話し、半分は

子どもと遊ぶようにするなどの工夫をしている。このように訪問看護師の存在を自然に受

け入れられるように短い訪問時間の中で、様々な工夫をされている。 

 辻本らが自身が関わる訪問看護ステーションのスタッフを対象に、子育て中の利用者に

対して実際に行っている支援内容を聞いた調査では子どもへの支援として以下の内容が行

われていた（辻本ら, 2008）。「通園や通学の支援」「夏休みの宿題をみる」「持ち物の確認や

準備」「（学校行事の際の）臨時の訪問」「（参観日や林間学校、運動会など）子の学校行事の

際の支援」「子どもの健康チェックとアドバイス」「子どもの受診の促しや同行」「大人モデ

ルを示す」「子どもと一緒に家事をしながら要領や工夫を教える」「（子に親の病気を説明す

る）家族教育」である。これらの大半は、精神疾患を抱える親が病状によって、保育園の送

迎や登校準備、学校行事に参加するための準備ができなかったり、子どもが病気になっても

治療を受けさせていない状況（辻本・金, 2009）に遭遇し、子どもの健全な発達や安全を維

持するために、支援せざるを得ない状況に応じて実施されていた（辻本ら, 2008）。これら

の子どもは、家庭内で親ができなくなった家事サポートを担っていることが多い（榎原・栄, 

2013）が、家事のやり方を教えてもらったり親のやることを見たりすることもなく、田野

中のインタビューの中でも教えてくれる人の必要性を述べていた（田野中, 2019）。家事の

要領や工夫を教えること、大人モデルを示す関わりは、親から教わることができなかった部

分を補っていたと考えられる。 

 子どもの安定・安全に関して、山田・田代（2017）は親の不安を察知した子どもが登園を

拒み退行した例を挙げ、子どもの心理的危機状況に対して、訪問回数を増やし利用者と共に

絵本を読んだりおままごとをしたりするなど、親子が心身とも安定できるよう関わってい

た。また佐藤照美（2019）は、親の育児ストレスから子どもに強い怒りが向けられた時に

は、距離を置けるように子どもを公園に連れて行って遊んだり、環境を変えるためにドライ

ブを兼ねて利用者と 3 人で出かけたりし、精神疾患を抱える親が息抜きと情動コントロー

ルのできる時間を設けるなど、親子が安定して関われる工夫を行っていた。親子の関わりに

関して山田・田代（2017）は、「親子が接触できることを念頭に、手遊びや調理などを取り

入れ、1 週間ごとに何がしたいかを子どもに聞き、子どもの意見を尊重しながら 3 人で決め
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ていった。毎回最後に、今回の母親の良かったところは何か、母親の好きなところはどこか

を聞き、母親のポジティブな面を感じてもらえるようにした」と述べている。これらの記述

から訪問看護師は、親子の状況を見極めながら、親子がうまく関われるよう橋渡しする役割

も担っていることが窺える。 

                                   （土田幸子） 

 

２）PCG（Parent Child Group） 

 精神疾患を抱えながらの子育ては、周囲の批判にさらされることも多く、子どもを対象と

する関係機関との連携もできていないなど、母親への十分なサポートの仕組みがないのが

現状である（寺田・小野, 2017）。こうしたケースに対して、個別の支援だけでなく、母親

を対象とする育児支援のグループプログラムが必要ではないかと考え、東京立川にある「円

グループ」で 2008 年から PCG が実施されている。PCG の目的は、①精神疾患を抱える同

じ立場の親同士がグループミーティングを通して精神的負担を軽減することにより、「精神

疾患からの回復意欲を支え促進する」こと、②PCG への参加を通して「精神疾患を抱える

親の生き方の模索」に対応すること、③保育ケアを通して子どもの状況を把握するとともに、

健康的な遊びや大人との当たり前の関わりを保障することで、「次世代の健全な育成を促進」

することの 3 点が掲げられている（寺田・小野, 2017）。ここでは、PCG の概要と子どもに

対して実施されている保育ケア（おにぎりグループ）を中心に紹介したい。 

 PCG の対象は、精神科への入院歴および通院歴のある育児困難に陥っている親とその子

どもで、円グループの受け入れ会議で参加の必要性が認められ、保護者も子どもも PCG へ

の参加の意思があること、主治医の了解を得ていることが参加条件となっている（寺田・小

野, 2017）。月 1 回、日曜日の 10 時～12 時に開催し、親に対してはグループミーティング

を、子どもに対しては保育ケアを行い、親子は原則として別室で対応している（清水ら, 

2013）。また、自力で参加できない親子に対しては、送迎も行っている。 

参加者が PCG の場に集まってくるのは 9 時 45 分頃であるが、それに先立ち 9 時からス

タッフミーティングを行っている。終了後もスタッフで振り返りのミーティングを行い、親

子の状況を確認し情報を共有している。円グループでは、訪問看護も実施しているため、訪

問看護スタッフに PCG の経過をフィードバックすることで、個別のケアにもいかせるよう

にしており、個別ケアとグループでの支援が連続するようにされている（寺田・小野, 2017） 

 子どもを対象とした保育ケアは「おにぎりグループ」と呼ばれる。おにぎりグループの参

加対象は、対象保護者の 0 歳～12 歳の子どもであるが、時々、父親が混じることがある。

おにぎりグループを担当するスタッフは、保育士、看護師、グループワーカー、グループワ

ーク経験者、心理学部や福祉学部の大学院生・学生ボランティアであるが、0 歳児はマンツ

ーマンで、1 歳以上の子どもには 2 名につきスタッフ 1 名程度が担当するようにしている。

おにぎりグループのタイムスケジュールは、10 時～11 時は自由遊びとし、11 時～11 時半

はスタッフも含めて皆でおやつを食べる。このおやつタイムで軽食を提供することもある
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が、子どもたちが遊ぶ横でスタッフが調理しているため、子どもたちは遊びながら、ご飯の

炊ける匂いやまな板のトントンという音を感じ取っていた（特定非営利活動法人 多摩在宅

支援センター円, 2011）。このように PCG の保育ケアを通して、日常の暮らしを提供し、食

への関心にもつなげていた（清水ら, 2013）のである。 

 前述したようにおにぎりグループの目的は、保育ケアを通して子どもの状態を直接把握

し、子どもらしい健康な遊びや体験、大人との当たり前の関わりを保障することで、子ども

の心理的負担感を軽減すること（寺田・小野, 2017）である。親と離れ、保育経験者や学生

ボランティアら親とは違う大人と出会い、子どもらしい遊びや関わりが保障される。椎橋は

活動報告の中で、「新しい環境が苦手で話しかけても、首を縦に振るか横に振るかの反応し

かなかった子どもが、回を重ねるごとに声が出るようになり、やりたい遊びを言えるように

変化していった」、「毎回、同じ学生ボランティアと関われたことが子どもにとって安心感に

つながり、マンツーマンに近い状態で希望に沿ってゆっくりと遊んでもらえる体験が嬉し

かったのではないか」と述べている（特定非営利活動法人 多摩在宅支援センター円, 2013）。

月 1 回の開催ではあるが、毎回変わらない大人との関わりが子どものこうした変化を生み

出していると思われる。清水ら（2013）は、「PCG は子どもの年齢とともに生じ変化するニ

ーズをとらえて、子ども自身を自立に向けて支援していく場でもある」と述べている。親子

双方のニーズを捉え、継続して関わることができる PCG では、「親子間の力関係の変化や

激しい葛藤をコーディネートし、子どもがつぶれたりすることなく、家庭が壊れることなく、

地域で生活していけるように」支援することができる（清水ら, 2013）のである。終了後の

振り返りミーティングで、親グループ、子どもグループを担当したスタッフからそれぞれの

様子が語られることで、親子双方のアセスメントを可能にし、それを個別ケアにいかしたり、

対象のケースワークを通して子ども家庭支援センターや児童相談所などに親子の変化をフ

ィードバックすることによって、関係機関とのネットワーク作りも進めることが可能とな

る（清水ら, 2013）。 

（土田幸子） 

 

３）ふくおか子ども応援プロジェクトの取り組み 

 精神疾患の親と暮らす子どもたちが信頼できる大人と出会い、安心と信頼関係から自己

効力感をはぐくみ、「助けて」と他者にアクセスできる力や生き抜く力をつけていくことを

目的に、山口らが 2017 年 4 月から実践している「ふくおか子ども応援プロジェクト」（山

口, 2019）について紹介したい。 

 活動は月に 1 回実施し、子どもたちは大学生とペアを組み、学習、食事作り、創作活動、

野外活動などレクリエーションを子どもの自主性を大切にして行っている。参加対象は、精

神疾患の親と暮らす子どもであるが、親の病状把握と連絡の取りやすさを考慮して、ふくお

か子ども応援プロジェクトに関わるスタッフの勤務する精神科訪問看護ステーション利用

者の子どもに限定している。子どものプロジェクト参加が親の負担にならないように、参加
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費は無料で、子どもの送迎も訪問看護ステーションの車で行っている。 

 活動するスタッフは、山口らが訪問看護ステーションを中心に多職種に呼びかけ、集まっ

た無償ボランティアのスタッフで、訪問看護ステーション職員、就労継続支援 B 型事業所

職員と利用者、臨床心理学専攻の大学院生、教育臨床心理学の大学教員、精神科病院看護師、

元教員、教育学・心理学専攻の大学生と多職種に渡り、年代も 20 代から 70 代と多世代で

ある。これらのスタッフが子どもの要望を聞きつつ、子どもたちの中で考えた「きまり」に

そってやりたいことを 1 つずつ応援していけるように工夫し関わっている。自己効力感を

はぐくみ、他者にアクセスできる力や生きていく力をつけていくという目標達成のために、

スタッフ間で活動前後にミーティングを行い、子どもの要望や子どもの様子で気づいたこ

となどを情報共有し、活動に活かしている。 

1 日の流れは、9 時に訪問看護ステーションの車で子どもたちの自宅に迎えに行くところ

から始まる。施設に到着した子どもたちは、9 時 50 分からペアを組む大学生を決め、司会

や挨拶など子どもたちの役割分担を決める。10 時に朝の会をした後、10 時 30 分から 11 時

までは宿題や勉強の時間に充てている。これは保護者からの要望で取り入れるようになっ

たものだが、いかにして学習に興味を持たせるかは試行を重ねたようである。11 時からは

お昼ごはんづくりと昼食。献立も前の回の活動で要望を聞き、生活協同組合などの協力を得

て無償食材で賄えるものを作っている。13 時からの 30 分は外遊びなどのレクリエーショ

ンを行い、13 時 30 分から 14 時 30 分はおやつ作りとおやつの時間とし、14 時 30 分から

振り返りの会を行う。15 時の終了後は、訪問看護ステーションの車で子どもたちを送迎。

その後、スタッフミーティングを行い、16 時に終了となっている。 

 活動開始時に集まった子どもたちは、年長児から小学 6 年生の 5 名であったが、2019 年

の登録児童は 9 名に増加している。子どもたちは月 1 回の活動でしか会うことができない

関係であるが、10 回目前後の活動からふれあいが活発になり、髪を結ってもらったり、年

上の子どもから抱っこされるなど疑似きょうだいのような接近がみられ、子どもらしい仕

草がみられたり、互いを気遣う仲間意識がみられるようになった。活動を始めて 1 年が経

過した頃に保護者に子どもの変化を聞いたところ、「自分の気持ちを前より言えるようにな

った」「何となく積極的になったと感じる」と答えられ、家庭でも肯定的な子どもの変化が

みられたようである。山口はこうした子ども変化について、Tough Paul の学習の積み木理

論から「他者との絆を作る力が子どもの健全発達のベースになっていること、他者とつなが

り仲間意識が芽生え、相互に大切にされている感覚が自信に繋がること」を挙げ、本活動で

も他者とのつながりや仲間意識がそうした変化に影響しているのではないかと述べている。

そしてまた、周りの接する大人と信頼できる関係を作ることが大事にされる自分、甘えても

いい自分になっていける大事な通過点であると述べている。 

 精神疾患の親を持つ幼い子どもが集まって実施する活動は前述したPCGのような親子の

グループの報告があるが、親抜きで子どもたちのみが集まる活動はあまりない。それは、幼

い子どもは自力で集まる難しさや、大人が橋渡ししないと同じ境遇の子どもたちと知り合
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うことができないことが実践しづらくさせていると考える。前述の PCG も訪問看護で関わ

っている利用者家族を対象としていたが、このふくおか子ども応援プロジェクトも、訪問看

護利用者の子どもを対象としており、親の情報と子どもの情報を連動させて捉えることが

でき、訪問看護を通じてフォローすることもできる点が、スタッフの安心感にも繋がり、子

どもとの安定した関わりにつながっているのではないかと考える。国内でこうした活動を

実践している機関は少ないが、カナダでは同様の活動（Super Saturday）が行われていた。

実施機関である Supporting Families のスタッフが言っていたのは、精神疾患を抱えた親

は子どもにダイナミックな遊びを提供することが難しいため、その部分をスタッフが担い、

子どもたちが活動に参加している間、親には休息をとってもらうレスパイトに意味がある

とのことだった（土田, 2016）。このふくおか子ども応援プロジェクトも、日ごろ関わりの

ある訪問看護ステーションのスタッフが子どもを迎えに来ることから安心して子どもを託

すことができ、親が休息できるという効果もあるのではないだろうか。山口（2019）の報告

の中に、「子どもたちのやりたいことを大学生や大人が一緒に奮闘して行ってきた。調理な

ど五感を使う体験学習を通して感動体験を分かち合ってきた」とあるが、子どもと同じ目線

で活動することが、子どもの情緒的社会スキルの獲得にも繋がると考える。 

                                   （土田幸子） 

 

４）精神保健福祉センターの支援 

 本名ら（2019）によると、さいたま市こころの健康センター（精神保健福祉センター）

は、平成 19 年度より「子どもの精神保健相談室」を設置し、子どもの精神保健福祉に関す

る専門的な相談業務を開始した。相談の中には、家族に依存症や精神疾患などにより生活に

支障がでている場合や DV・虐待の暴力があるなどの機能不全家族の中で育つ子どもも多く、

そうした子ども向け集団心理教育プログラム「サバイバーズキッズプログラム」を行ってい

る。以下、本名ら（2019）が報告した本プログラムの概要について紹介する。 

プログラムは、「子どもたちが暖かさや互いに尊重され、肯定される雰囲気」の中で進め

られる。目的や内容は、①家族の病気や暴力などの正しい知識を学ぶ、②機能不全の家族の

説明と、「親の問題は、キミのせいではないよ」「キミはひとりではないよ」などのメッセー

ジを伝え、子ども自身が今までの自己批判的な認知に気づき、また自分が孤独ではないこと

を知る、③子どもたちが抑え込んできた自分の気持ちに気づき、表現してもよいことを知る、

であった。 

方法は、子どもたちの理解力に合わせてパネルや紙芝居などの視覚的な媒体の活用、ワー

クや制作など体験的に学ぶ方法で心理教育が実施されている。 

プログラムを経験した子どもたちの感想として、「紙芝居は僕と同じ」、「病気であんな風

になったけど、お母さんは僕のことが好きなのかも」、「自分だけじゃないんだ」、「気持ちを

表現するのは苦手」、「また来たい」など、子どもたちは居場所のある安心感を感じ、その中

で病気などの正しい知識を学び、「家族の問題が自分のせいではない」と捉えなおすことが
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できていた、とのことであった。 

 本名ら（2019）は、「機能不全家族の中で育つ子どもたちにかかわる支援者や教育関係者

は、子どもたちの成長のために、子どもたちとその親がおかれている複雑困難な状況を理解

し、目の前で起きている問題や抱えている課題が、どのように影響して起きているのかを見

立て、適切な声掛けや関りができることを求められている」としている。精神疾患の親と暮

らす子どもへの集団教育は、イギリスでのヤングケアラーへの支援（澁谷, 2018）、ドイツ

での子どもグループへの支援（田野中, 2020）等があるが、日本では数少ない。さいたま市

などの実践例を参考に、各地で子どもたちへの支援を広げていく必要がある。 

（田野中恭子） 

  

 

４．大人になった子どもの体験～子どもの集い 

（１）子どもの集いができるまで 

2011 年頃から精神疾患の親と暮らす子どもが定期的に集い、思いを語り合ったり交流す

る場が開催されるようになり、実際に会ったりインターネットを介して交流するなど、集い

の場が三重・京都・横浜・東京・大阪・札幌・沖縄と全国に広がりをみせている（親＆子ど

ものサポートを考える会「精神障がいのある親＆子どもの支援マップ」，2020）。これ以前

にも有志の子どもが集まり交流する場はあったようだが、定期的に開催されるようになっ

たのは、親＆子どものサポートを考える会主催の「三重子どもの集い・交流会」が始まりで

ある。 

子どもの集いは、子どもの「同じ境遇にある他の人はどんな暮らしをしているのだろう？

他の人の話を聞いてみたい」という声から同じ境遇で育った者がやり取りする場として

2011 年 9 月から始まった（土田, 2017）。子の立場であれば誰でも参加可能というオープン

な場にする前に、2010 年 10 月から固定メンバー（6 名）と精神医療の専門家で 2 か月に 1

回の頻度でサポート・グループを展開した（土田ら, 2011）。「家のことを人に知られてはい

けない」と他者とは距離を取ってきた参加メンバーにとってグループは、どんなメンバーが

集まってくるのか？話しても大丈夫な場所なのか？と緊張が強く、場やメンバーに慣れる

時間が必要であったが、「話を聞いてもらえて嬉しかった」と語ったようにメンバーに受容

される体験を経て、「同じような体験をしていないか」確認し合うようになり、3 回目に「腹

が立つ、羨ましい」といった感情が語られるようになった。思いが表出されるようになると、

親の症状や対応に関する疑問も出されたが、医療者が持つ情報を返していくことで、いつで

も聞ける安心感につながっていった。受容され、安全な場と認識することで感情表出ができ

るようになるなど、集いには場の安全性が必要とされていた。 

 集いでは他者とのやり取りを通じて「私だけじゃなかったんだ」と安心する一方で、同じ

境遇でも状況や感じ方に違いがあることを知り、違いを受け入れ、親の存在を違う視点から

眺めたり、病気の親に対する複雑な気持ちや病気を持つ親から離れられない依存など自己
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への気づきにもなっていた。こうしたやり取りは、常に人に合わせる行動をしてきた子ども

たちにとって、「違いがあってもいいんだ」とありのままの自分を受け入れる一歩となり、

自信の回復に繋がっていった。しかし、自分の家庭の状況と比較して落ち込む姿もみられ、

違いを認める過程にはつらさを伴うことを理解しフォローしていく支援が求められた。こ

のサポート・グループでの経験をもとに、オープンな形式へと発展させたのが、三重子ども

の集い・交流会である。 

                                   （土田幸子） 

 

（２）子どもの集いの展開 

 三重子どもの集いは子どもの立場の方が安心して本音を語れるように、参加者を『精神疾

患を持つ親と暮らした経験のある子どもの立場の方』に限定した。病名を特定することで

「孤立感」を助長させないように、また未受診で診断がついていなくても参加が可能なよう

に、親の診断名は限定していない。年齢も限定していないが、自力で集いが行われる会場に

くることを前提としたため、学生の参加は少なく、ほぼ成人された方が参加している。グル

ープを開始した当初は、各参加者の子どもの頃の困りごとが話題に出されることが多かっ

た。参加者はそうした過去の体験を一通り話し終えると、「みんな同じようなことに困って

いた」ことが実感でき、「自身の感じ方が特別ではなかった」という認識に変化していた。

その後、過去の話から現在の困りごとや将来の不安へと話題が広がる、というような発展を

見せたという。 

 2013 年に東京で開催した「全国版子どもの集い・交流会」に参加した 50 人の子どもの立

場の方へ行った子どもの集いについてのアンケート調査（宮越ら, 2014）によると、集い

の参加動機としては「他の人の話を聞く（50）」、「同じ境遇の人に会う（46）」、「自分を見つ

める（42）」、「何かが変わる期待（33）」、「親との接し方を考える（33）」、「自分の体験を役

立てる（23）」、「社会に訴える（21）」という回答であった。 

2015 年からは東京で「こどもぴあ」が活動を開始し、日本各地で同様の集いの場を立ち

上げるグループが増えてきた。その結果、子どもの立場の方自らが積極的にメディア等で発

信するようになった。全国に広がる同様の集いを概観すると、いずれも安心感、仲間づくり

などを基盤に、グループとそのグループに属する個人がエンパワメントされ、社会へアクシ

ョンを起こしていくように、と展開していた。また、多くの集いには、集いにおけるルール

の設定や、集いへの参加がかえって子どもの立場の方の傷つき体験にならないよう、参加者

個々へのかかわりを同時に行う専門家の関与がみられた。 

                                   （牛塲裕治） 

 

（３）子どもの集いでの体験 

土田（2019）は語りの場の効果を「自分の人生を肯定する体験をする場」、「他者との違い

を自然に受け入れられるようになる場」、「親や自分の認識を肯定的に変化させる場」、「仲間
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作りの場」、「新たな社会に踏み出そうとする勇気につながる場」などの効果を挙げている。 

澤井・赤津（2019）は同様の精神疾患の親をもつ子どものサポートグループ（以下、SG

と記載）の参加者に行った調査にて、集いの場で得られる体験は「緩和された孤独感」、「安

心して過ごせる居場所」、「過去の出来事や感情と向き合う」、「体験的知恵の獲得」、「エンパ

ワメント」、「グループメンバーとしての充実感」、「生きる意義の発見」、「SG による安心感」、

「専門家のコミュニケーションによる安心感」の 9 つであるとしている。 

 澤井・赤津（2019）によると「過去の出来事や感情と向き合う」という体験において、対

象者の内部では過去の出来事や感情と相互作用していた。それは、過去の出来事に対する当

時の認知的枠組みを現時点から観察したり、SG で話をきいている時に思いついた考えと過

去の枠組みとを対話させることだと理解された。内的会話を行うことは、想起するのが苦痛

であった過去の出来事に対して新しい枠組みを得られたり、異なった感情が生じる機会に

繋がる可能性があると考えられた。この SG には、話したくなければパスができるという

ルールがあり、無理して話さなくてもいいという文脈が流れていると推察された。その文脈

が参加者に適度な間を生じさせ、心に浮かび上がってきた自身の声をじっくり聞くことが

できるため、SG 運営者にはそうした文脈を壊さないコミュニケーションの在り方が求めら

れると考えられたと報告している。 

 精神疾患の親をもつ子どもは、大人になってからも生きづらさを抱えており、子どもの集

いでのサポートはもちろん、個別の支援も求められている。 

                             （牛塲裕治・田野中恭子） 
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Ⅳ．学校から見た精神疾患のある親と暮らす子どもの体験 

１. 学校における子どもの SOS の受け止め方 

（１）「チームとしての学校」であるための学校組織 

 筆者が教員であった 1982 年から 2013 年までの間、「精神疾患の親の元で暮らす子ども」

のことが文部科学省からの通知を含め、話題になったことはなかったと記憶している。しか

しながら、図 1 に示したように、学校現場が、自己完結型の鍋ぶた型から現在の型を経て、

「チームとしての学校」組織が動いていることは確かである。それだけ、子どもたちを取り

巻く環境の変化が大きく、従来型では対応が困難であるのであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について 1) 

 

 チームとしての学校の在り方と今後の改善方策として、①多様な専門人材が責任を伴っ

て学校に参画し、教員はより、教育指導や生徒指導に注力できる②学校のマネジメントが

積極的に行われる体制③チームとして学校と地域の連携の強化をねらい、取り組まれてい

る。 

ここでは、個々の子どもたちを把握しやすい教室の一つとして保健室を取り上げる。「学

校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、
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保健室を設けるものとする。（学校保健安全法第 7 条）」とされ、子どもたちの保健センター

的役割として養護教諭による保健室経営がなされている。 

平成 28 年度「保健室利用状況に関する調査報告書」2) によると、保健室の児童生徒の利

用状況は、一日平均、小学校では、22.0 名、中学校で 19.0 名、高等学校 19.8 名である。教

職員の保健室利用の理由は、すべての学校種で、「情報交換」が も多く、一日平均 10 名前

後である。さらに、保護者への対応も求められ、小学校では 81.7％。中学校では 64.3％、

高等学校では 55.2％の保護者が保健室を利用している（児童生徒数 500 名以上）。また、養

護教諭が心身の健康問題のため健康相談等で継続支援した事例「有」の学校の割合は、小学

校 60.1％、中学校 79.2％、高等学校 91.4％と報告されている。   

 

 

 

 

 

 

 

図 2 児童生徒の情報の解決までの流れ 

 

図 2 に示したように学校生活や保健管理のなかで、また、教職員・保護者からの情報提

供・教室の様子、社会的背景から、児童生徒の健康課題をはじめ様々な情報が養護教諭に集

まることになる。たとえば、健康に関する主な事項として、「アレルギー疾患」や「性の逸脱

行動」、心の健康に関する主な事項として、「友達との人間関係」「発達障害（疑いを含む）」

「家族との人間関係」「いじめ」「虐待」に関する問題があげられる。また、文部科学省の発表

によると 3）2019 年度は、小・中・高等学校から報告のあった自殺した児童生徒は 317 人であ

り、2 年連続 300 人を超えており、児童生徒の危機対応も急務である。こうした児童生徒の

健康課題及び問題行動等の背景には、児童生徒の心身の問題とともに家庭、友人関係、児童

生徒が置かれている様々な環境の問題が複雑に絡み合っていることがうかがえる。従来は

個人が原因とみられがちだった暴力やいじめ等の問題行動にも個々の背景や環境等との関

連を無視できないものが珍しくない。また、子どもたちの背景に様々な事情があることから

子ども本人に対する働きかけだけでは問題の解決が難しいことも考えられる。そのため、子

どもとその家族を支援する方法を子どもの意向を尊重しながら進めることが必要である。

こうした周囲への働きかけや必要な課題の解決には、学校内の力だけでなく、外部の人材資

源の活用や関係諸機関との連携が重要であり、それぞれの職責を果たす役割を担っている。 

（２）学校教職員の役割 

 子どもたちの心身の健康に関する情報収集においては健康観察や保健室利用状況から
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医学的要因（病気、障がい等の有無）の把握をし、ほかにも心理社会的要因・環境要因（友

人関係や家族関係）の把握に努めることが不可欠となる。その結果を踏まえ、校内組織（保

健部、保健委員会、教育相談部など）で検討する 4）。該当する子どもの支援活動として、

支援方針の検討、支援計画の作成、支援にかかわる教職員等の役割分担を行う。教職員の

他にも以下のような職種が役割を果たしている。 

 ①学校医・学校歯科医・学校薬剤師 

  学校医・学校歯科医・学校薬剤師は、専門的見地から、子どもたちの健康課題の対応

への役割を果たしてきた。中央教育審議会答申 5）（平成 20 年 1 月）では、従来の役割

に加えて、メンタルヘルスやアレルギー性疾患などの子どもの現代的な健康課題につ

いても学校と地域の専門的医療機関とのつなぎ役になるなど積極的な働きかけが求め

られている。 

 ②スクールカウンセラー（以下、SC）  

心理の専門家として児童生徒へのカウンセリングや困難・ストレスへの対処方法に

資する教育プログラムの実施を行うとともに、児童生徒への対応について教職員、保護

者への専門的な助言や援助、教職員のカウンセリング能力等の向上を図る研修を行う

専門職である。 

 ③スクールソーシャルワーカー（以下、SSW） 

 福祉の専門家として、問題を抱える児童生徒等が置かれた環境への働きかけや関係

機関等とのネットワークの構築、連携・調整、学校内におけるチーム体制の構築・支援

などの役割を果たしている。 

 

２. メンタルヘルス面での課題を抱えた親の元で暮らす児童生徒の実態と支

援ニーズに関するアンケート 結果まとめ 6）7） 養護教諭の視点から 

 

長沼が中心となり、研究を進めている精神障がいのある親と暮らす子どもへのチーム学

校を基盤とした支援モデルの開発研究会「TEAM KIDs LIFE FUTURE：TKLF（チームク

リフ）」では、学校から見た精神疾患のある親と暮らす子どもの体験を明らかにするため、

さきほどのべたように情報が集まる養護教諭を対象とし、調査を実施し、報告している。 

（2018.8.9 開催）資料より抜粋 

調査の概要 

対象：⾸都圏 A 県の全公⽴⼩中学校の養護教諭（※全⼩学校 814 校、中学校 419 校のうち 2016

年 4 ⽉ 1 ⽇時点で休校中の⼩学校 3 校、中学校１校を除く、計 1229 校に調査票を送付）468 校
から回収（回収率 38.1％）。 
時期：2016 年 10 ⽉〜11 ⽉、⽅法：無記名式⾃⼰記⼊式質問紙調査（郵送回収法） 
科学研究費補助⾦（基盤研究（C）研究課題番号 16K04149）にて、⾸都⼤学東京研究安全倫理
審査委員会による承認（承認番号 H29-28）を受けて実施 
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（１）精神障がいのある親と暮らす子どもの数 

 

精神障がいのある親と暮らす子どもの数はどれくらいなのか、以下の二つの場合につい

て養護教諭に把握している人数を尋ねた。 

 

（1） 保護者や児童生徒本人、また関係機関等から親に精神障がいがあると伝えられた

ケース 

（2） 児童生徒本人の日常的な話や担任教諭や他の保護者等から寄せられる情報から、

親のメンタルヘルス上の課題が懸念されるケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 はっきり把握している人数 6）         図 4 状況から推察した人数 6） 

 

 

過半数の学校で、精神障がいのある親と暮らしているとはっきり把握している児童生徒

や気にかけている生徒がいた。（1）も（2）も合わせて全く「いない」と回答した学校は 12％

だけだった。（1）と（2）を合計した学校ごとの気になる児童生徒総数は、最大で 45 人、

平均で 5.4 人（標準偏差 6.3 人）だった。 

養護教諭をはじめとする教員に子ども達が家庭の事情を何もかも話したり、保護者から

も全て打ち明けてくれたりするわけではない。特に精神障がいのことを恥ずかしく思って

いる場合には、ますます相談できないかもしれない。そのためこの数字も氷山の一角の可能

性がある。 
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図 5 精神障がいのある親と暮らしていると推計される合計児童生徒（割合）6） 

 

図 5 は、精神障がいのある親と暮らしていると推計される児童生徒が、全校生徒数に占

める割合を示したものである。小中学校で差はないが、大規模校より小規模校で多くなって

いることが分かる。つまり、小規模校の方が養護教諭の目も行き届きやすかったり、地域の

情報が入ってきやすかったりして、きめ細やかな対応がしやすくなるのかもしれない。 

四角く囲ってある部分が 75％の回答が集中している範囲であり、箱からのびた線が回答

の範囲を示している。つまり、小規模校では最大で約 15％と答えている。この数字は、海

外の先行研究等からも推計される範囲である。しかし大規模校では最大でも 6％弱に過ぎ

ず、これらのことから、実は数字以上に多くの子ども達が精神障がいのある大人と暮らし

ているけれども、学校では情報を把握しきれていないということがあるのかもしれない。 
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（２）精神障がいのある親と暮らす子どもに養護教諭はどう向き合うか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 養護教諭の支援観 できること 6） 

 

これらの子ども達への支援に関して、養護教諭はどう感じているのか、全体的な対応可能

感についてみた。「ややそう思う」「とてもそう思う」という回答を合わせた結果を図 6 に

示す。養護教諭の立場で、工夫できることはそれなりにある、と感じている人が多い。ただ

し「メンタルヘルスについて学ぶ機会がある」という方は 4 割にとどまった。 
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図 7 養護教諭の支援観 難しいこと 6） 

 

難しいと思うことについて「ややそう思う」「とてもそう思う」という回答をまとめた結

果を図 7 に示す。「家族が変わらない」「応じてくれない場合どう対応したら良いか分から

ない」「どう関われば良いか分からない」「保護者のメンタルヘルスの問題について理解す

るのは難しい」という回答が 8 割以上に達し、一方で「学校から介入すると子どもや家族が

地域から孤立してしまう気がして介入しづらい」が 17.6％にとどまり、「学校内での方針

がまとまらず、支援が後手に回ることがある」も 46.5％であって、過半数の学校では何と

か介入しようと工夫している姿が浮かび上がる。 

総じて、難しくて本当にこれでよいのかと迷いながら、できることを着実にやっていこう

というのが養護教諭の精神障がいのある保護者やその子どもとの向き合い方なのだろう。 
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（３）養護教諭の行っている支援 

養護教諭の立場で行っている支援について、自由に回答を求めた。その結果を内容ごとに

まとめて図 8 にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 養護教諭の行っている支援 6） 8） 

 

子どもへの対応としては、まず子どもの話を聴き、信頼関係を築き、保健室等子どもを受

け入れる場所を提供する。その上で、直接的なケアを提供したり、体調不良に対応したり、

生活面での支援をしたり、友人関係を支えたり、継続的な登校に向けた支援をした。障がい

のある親との暮らしの中で「普通」のやり方や価値観を知らない子どもに対するモデル提示

の重要性を指摘する意見もあった。また家族への対応としては親との関係づくりや親のケ

ア（話を聴くこと）に加えて、メンタルヘルスの問題のない親族との関係構築も挙げられて

いた。親の障がいについて情報を得て子どもに説明することもあった。 

学内での動きに関連しては、担任を支え、管理職や SC、SSW、生徒指導部や教育相談部

の教員らと連携して子どもや家族への支援にあたっていた。さらに学外の児童相談所や市

町村、民生委員、医療機関との連携を担当することもあった。これらの校内連携や学外連携

に際しては、ケース会議に参加し、関係者との連絡調整を行い、個人情報の管理に配慮した

情報の共有を進める等、有機的な連携の要を養護教諭が担っていることが示唆された。 
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（４）今後の課題・必要とされる支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 今後の課題・必要とされる支援 6） 

 

家族全体を見据えた支援と子どもへの支援には重なり合うところがあるが、様々な具体的

なサービスが挙げられている。また親に関しても学ぶ機会などの支援が望まれていた。それ

らの資源が地域で充実することに加えて、学校内でもより適切に十分に対応できるような

体制づくりのため、多機関連携を促進するための支援や人員加配、校内研修などが求められ

ていた。 
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（５）子どもたちの様子 

続いて、実際に精神障がいのある親の元で暮らす子どもの生活実態について集計した結果

のまとめであり、これは実際に支援している養護教諭の方から最大 4 人まで事例をあげた

ものである（事例数 752 例）。 

どのような精神障がいの

親と暮らしているのだろう

か。父親が同居している場

合の父親の診断、母親が同

居している場合の母親の診

断について図 10 にまとめ

た。父親と母親を比べると

母親のグラフが高いことが

分かる。両親とも「うつ病」

が最多だが、母親のうつは

31.8％と多くなっている。

また、母親の躁うつ病も

13.1％と多く、統合失調症

が 9.0％と続く。父親は「う

つ病」が 6.4％で最も多い

が、続いてアルコールや薬

物の依存が 4.8％と多くな

っている。 

家庭に関して教職員が気

にかけている困りごとを挙

げてもらった結果を図 11 

にまとめた。ひとり親家庭であることや経済的に困窮していること、電話などの連絡が取り

づらいことが 3 割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 同居する親の診断 6） 

図 11 家族の支援ニーズ 6） 
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図 12 児童生徒の支援ニーズ 6） 

 

児童の支援ニーズについて尋ねた結果を図 12 にまとめた。「欠席日数の多さ」「遅刻が

多い」「友人関係でトラブルが多い」「不登校・長欠」「頭痛や腹痛の訴え」「家で十分な

食事をとっていない」が 2 割を超えている。家庭状況の厳しさが、子どもの心身の不調に繋

がったり、子どもが親をケアするがゆえに生活状況が整わなくなってしまっているのかも

しれない。一方で学校では適応できている子どもも 1 割みられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 連携している機関 6） 

 

連携している機関としてもっとも多かったのは市町村の子ども支援担当課で、次いで教

育相談機関であった。児童相談所や医療機関との連携も 2 割ほどみられた。親や子どもの

ケア負担の軽減につながると考えられるような子育て支援機関や障害福祉サービス事業所

との連携はあまりみられず、支援体制が整っているのか懸念される。 
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 上原は、学校から見た精神疾患のある親と暮らす子どもの体験を明らかにするため、長沼

らの調査研究の養護教諭の視点からケアを担う子どもたちの家庭内の役割と学校生活の影

響に関する自由記述を、分析言語データを定量的に分析するテキストマイニングを用いて

今回改めて分析した。養護教諭による自由記述欄①精神疾患のある親と暮らす子どもの気

がかりな点や支援提供の実態の自由記述を複写し、データとした。使用したソフトは、 KH 

Coder（Ver. 200 f）9）であり、どのことばが多く出現していたのかを頻度表から見ることが

でき、一緒に出現することが多いことばのグループや同じことばを含む文書のグループを

見ることで、データ中に含まれるコンセプトを探索できる。本調査研究では、468校中ケア

を担っていることが気になる児童生徒の事例から557の自由記述が得られた。KH 

Coder(Ver．200f )を用いて前処理実行し、文章の単純集計を行った。文章の単純集計の結

果、1,652の文が確認された。総抽出語数（分析対象に含まれているすべての語の延べ数）

は、30,955で、異なる語数（何種類の語が含まれているかを示す数）は、2,544であった。

そのうち、助詞や助動詞などのどの文章にでもあらわれる一般的な語が除外され、分析に使

用される語として最終的に1,199語が抽出された。抽出された子どもの気がかりな点や支援

提供の実態に頻出語のうち上位20語を表1に示す。 

次に、子どもの気がかりな点共起ネットワークを示した（図14）。共起とは、一文（改

行や「。」などで区切られた各文の中に単語のセット）が同時に出現するという意味であ

る。一緒に出てくる単語を線で結んだものを「共起ネットワーク」と呼んでいる。 

 

表1 子どもの気がかりな点の頻出語10） 

 

 

 

 

 

 

 

1 学校 名詞 225 11 トラブル 名詞 56

2 本人 名詞 196 12 自分 名詞 53

3 母親 名詞 194 13 言う 動詞 51

4 多い 形容詞 112 14 思う 動詞 47

5 児童 名詞 89 15 来る 動詞 45

6 家庭 名詞 88 16 精神 名詞 42

7 様子 名詞 67 17 保健 名詞 41

8 生徒 名詞 60 18 行く 動詞 40

9 子ども 名詞 59 19 受ける 動詞 40

10 父親 名詞 58 20 聞く 動詞 39
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図14 子どもの気がかりな点や支援提供（共起ネットワーク）10） 

 

表1を参考にしながら、図14を概観すると、出現後の多い語として「学校、母親、本人」

「家庭、様子」「友達、友人、トラブル」のかたまりがあることがわかる。14の語でつなが

っている「激しい、感情、大人、感じ、気持ち、感じる、母子、チーム、コミュニケーショ

ン、周り、言動、ヒステリー、死ぬ」などのかたまりがある。 

 次に、それぞれのまとまりを概観する。これらの語には、「学校や家庭本人のことが気が

かりであること」、その内容として、体調不良を繰り返すこと、食事の面での栄養、医療機

関への受診、お金の使い方、昼夜の乱れ、基本的な習慣の確立などが気がかりであることが

推察される。また、児童生徒からの訴えとして、頭痛の訴え、自己肯定感が低い、アルコー

ルの摂取、高校進学などが気がかりとなっている。支援として期待は、祖父母、スクールカ

ウンセラー、医療機関、民生委員など外部との連携も含め、受け入れたり連携を取り合った
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りしている。困難なこととしては、「激しい感情、としてヒステリーになったり死ぬと言っ

たりする大人への対応」ではないかと推察できる。 

 考察として、子どもへの対応としては、子どもの話を聴き、信頼関係を築き、保健室等、

子どもを受け入れる場所の提供が不可欠である。その上で、直接的なケアを提供したり、体

調不良に対応したり、生活面での支援をしたり、友人関係を支えたり、継続的な登校に向け

た支援が不可欠となるであろう。ケアが必要な親などとの暮らしの中で「普通」のやり方や

価値観を知らない子どもに対するモデル提示も必要となる。さらに学外の児童相談所や市

町村、民生委員、医療機関との連携を担当することもある。これらの校内連携や学外連携に

際しては、ケース会議に参加し、関係者との連絡調整を行い、個人情報の管理に配慮した情

報の共有を進める等、有機的な連携の要を養護教諭が担っていることが示唆された。 

養護教諭を対象とした調査結果として、精神障がいのある親と暮らしている学齢期の子

ども達は少なくないことが明らかになった。養護教諭は、それぞれの置かれた状況の中で

様々な取り組みをしている。子どもの話をよく聴き、受け入れる場所を作り、子どもの状況

に合わせて関連機関と連携したり、必要なケアを行ったりと細やかな工夫をしている。気が

かりな家族の生活課題を抱えていたり、十分な世話を受けていなかったり出欠に関連した

課題がある子ども達も一定程度いること示唆された。今後、より支援体制を充実させていく

必要がある。 

 

３. ヤングケアラーという観点からの調査報告 

（１）南魚沼市・藤沢市でのヤングケアラー調査結果の概要 

 2015 年に南魚沼市 11）、そして 2017 年に藤沢市 12）で、ヤングケアラー（家族にケアを要

する人がいる場合に大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情

面のサポートなどを行っている、18 歳未満の子どものこと）についての教員調査が行われ

て入れている。本調査は、一般社団法人 日本ケアラー連盟がヤングケアラープロジェクト

の取り組みとして実施し、ケアを担う子どもは、学校という教育現場で、ヤングケアラーが

どのように認識されているかその実態を明らかにし、それぞれの地域にあった支援体制を

構築するための基礎資料とすることが調査の目的である。 
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表 2 南魚沼市・藤沢市でのヤングケアラー調査結果比較 

 新潟県南魚沼市（2015 年） 神奈川県藤沢市（2017 年） 

対象 小学校（19 校） 277 人 

中学校（6 校）130 人 

特別支援学校（1 校）39 人 

小学校（35 校）1,069 人 

中学校（19 校）659 人 

特別支援学校（1 校）84 人 

回答者 小学校 211 人 

中学校 60 人  回答率 60.8％ 

小学校 647 人 

中学校 406 人 

特別支援学校 38 人 回答率 60.6％

ヤングケアラーな

どの言葉を聞いた

ことがあるか 

ある 69 人（25.5％） 

ない 200 人（73.3％） 

未記入 2 人（0.7％） 

ある 448 人（40.8％） 

ない 634 人（57.7％） 

未記入 16 人（1.6％） 

今年度かかわって

いる児童生徒のな

かで、家族のケア

をしているのでは

と感じる児童生徒

はいるか 

自分が担任している 自分が担任してい

ない 

自分が担任して

いる 

自分が担任していな

い 

いた 12 人 

いない 146 人 

わからない 52 人 

担任をしていない

60 人 

未記入１人 

いた 17 人 

いない 112 人 

わからない 133 人

未記入等 9 人 

いた 122 人 

いない 500 人 

わからない 116

人 

未記入 8 人 

無回答１人 

いた 185 人 

いない 236 人 

わからない 506 人

未記入 71 人 

2015 年に南魚沼市 11）、2017 年に藤沢市 12）の調査結果より作成 

 

 ヤングケアラーなどの言葉を聞いたことがあるかでは、「ある」との回答は 25.5％から

40.8％であった。 

南魚沼市では、今年度自分のクラスに家族のケアをしているのではないかと感じた児童

生徒が「いる」との回答は 12 人であった。担任をしていないクラスの中にも 17 人がいる

と感じていた。 

また藤沢市では今年度自分のクラスに家族のケアをしているのではないかと感じた児童

生徒が「いる」との回答は 122 人であり、担任をしていないクラスの中にも 185 人がいる

と感じていた。 

これまでに教員としてかかわった児童生徒のなかで、家族のケアをしているのではない

かと感じたと回答した人に、最も印象に残った一人について具体的に聞いたところ、南魚沼

市、藤沢市とも小学校の高学年のころから、家族のケアを担っており、ともに女子が 6 割を

しめていた。また、両市とも子どもがケアをしている相手は、きょうだいの世話と母親の世

話が多くなっていた。子どもがケアをしていることにどのように気づいたかの問いには、子

ども本人の話、遅刻や早退、欠席をしたり、その理由から知ったりしていた。 

南魚沼市では、学校生活への影響と子どもがしているケアの内容と子どもがケアをして
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いる相手、子どもがケアをしている内容に関連がみられた 10）。子どもがケアをしている相

手が母親やきょうだいである場合が多くみられ、そのため、ケア内容が「家事」や「きょう

だいの世話」のケアを行うことから、遅刻や欠席、忘れもの、学力など学校生活の基本とな

るものへの影響がみられた。 

 藤沢市では、学校生活への影響としては「欠席」「学力がふるわない」「遅刻」が多くみら

れた。特に中学では、「欠席」が多くなっており、「部活動ができない」「早退」は主として

中学生でみられている。衛生面や栄養面、友達関係、忘れ物、宿題への影響はむしろ、小学

生の場合に多くを占めていた。「影響なし」の回答も 53 あった。 

 対応例も多く報告されている。 

南魚沼市調査では以下の項目が挙げられた。 

 本人の話をきいた 

 声掛けした 

 本人のしていることに評価を与えた（頑張りをねぎらった） 

 学校内で対策会議を開いた 

 保護者と話し合った 

 家庭訪問をした 

 保健室登校や別室登校をした 

 民生委員・児童委員と相談・連携 

 児童相談所と連携 

 市や関係機関と連携 

 親戚に連絡して支援を要請した 

 特に対応しなかった（特に問題として認めていなかった） 

 

 藤沢市調査では、以下のようにまとめられていた。 

 子どもの見守り・相談・助言（話を聞く・相談にのる・見守る・声をかける・支持的に

接する） 

 課題・問題に対する直接的な支援（学習面のサポート、生活能力習得のサポート、家事

のサポート、体調の配慮） 

 クラス・友人へのアプローチ（クラスの雰囲気づくり、友人の協力、助けを得る） 

 親（保護者）へのアプローチ（親との面談、指導、要請、助言、家庭訪問） 

 学校内での連携（管理職と相談、学校内での情報の共有、養護教諭と担任の連携、SSW、

SC との連携） 

 学校外との連携（児童相談所、子ども家庭課、民生委員との連携、市政・市・公的機関

へつなぐ、ケース会議の開催、医療・福祉サービスとの連携、病院との連携、外部機関

との連携） 
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藤沢市調査では、対応していないケースも報告されている。内訳は主に二つに分けられ、

家庭への介入の困難さ、連絡先がわからない、対応方法がわからないなどの理由で対応がで

きなかった場合と、支障がなかったなどの理由で特に対応が必要とは思われなかった場合

であった。 

（２）埼玉県のヤングケアラーを支援する条例及び実態調査 

埼玉県では、通学や仕事をしながら家族を介護する子ども「ヤングケアラー」の支援を含

む埼玉県ケアラー支援条例が県議会で可決・成立した。無償で身近な人の介護・看護・世話

をするケアラーについて、介護、障害者支援、医療、教育、児童福祉の県関係機関が連携し

て支援する。特に 18 歳未満のヤングケアラーは人格形成の重要な時期にあたるため、県内

の学校などに実態の把握を求める。ヤングケアラーを支援する条例制定は全国で初めてと

なる。条例は、ケアラーを社会全体で支える基本理念を明記している。ヤングケアラーには

教育の機会の確保や心身の健やかな成長、発達、自立が図られるよう支援を行う必要性を示

した。 

また埼玉県内国公私立高校 2 年生（55,772 人）につき,令和 2 年 7 月～9 月にかけて、学

校を通じて調査を実施した。回収率：86.5％（回収数：48,261 人）であった。公表された埼

玉県ヤングケアラー調査の結果概要 13）は以下のとおりである。 

①「ヤングケアラーである・過去にヤングケアラーであった」とする者 ケアの相手が「幼

い（未就学・小学生）」という理由のみでケアしている者を除くと、4.1％（1,969 人）であ

る。  

②ヤングケアラー本人の性別 「女性」が 58.9％で約 6 割を占めている。

③ケアをしている相手、状況、相手は、「祖父母・曾祖父母」36.9％、状況としては「病

気」28.6％が最も高い。

④ケアの内容（複数回答）、頻度、1 日当たりの時間 内容は「家の中の家事」58.0％、

⑤頻度は「毎日」35.3％が最も高い。また、時間は学校のある平日については「1 時間未

満」40.4％、休日については「1 時間未満」26.8％が最も高い。一方、時間について「2 時

間以上」とする者は、平日 25.1％、 休日 41.4％と、休日はさらにケアが長時間化する傾向

がみられる。  

⑥ケアを担っている理由（複数回答） 「親が仕事で忙しいため」29.7％が最も高い。

⑦ケアによる生活への影響（複数回答） 「特に影響はない」41.9％で最も高いが、一方

「ケアについて話せる人がいなくて、孤独を感じる」19.1％、「ストレスを感じている」17.4％、

「勉強の時間が充分に取れない」10.2％等と様々な影響を受けている者がいる。

 以上のことが明らかになった。 
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４. 学校でできる対応 

（１）子どもの SOS（サイン）に気づく周囲の大人の存在の重要性 

一般的に、小学校では、主として学級担任がクラスの子どもたちの様子を把握している。

中学校では、教科担任制のため、学級担任、教科担任、部活動顧問などが子どもたちの背景

の把握や情報を多く持っている。また、先ほど述べたように、養護教諭や保健センターとし

ての保健室には子どもたちの様子や状況に関する情報が集まる仕組みができている。その

情報を個人情報管理に留意しながら蓄積していくと、その後の対応につながることもある。

また、保護者に関しては、国内外の先行研究から、虐待をする親の 30～70％に精神疾患が

見られる 14）という報告もある。また、子どもたちは親の精神疾患の説明を十分に聞いてい

なかったり、その親のことを隠したり、自分の親に十分に世話をされないことは自分が悪い

と考えている 15）との報告もされている。 

しなしながら、澁谷 16）は、家族のケアをしたという現実はあり、その時しんどさを感じ

たことも事実だが、ヤングケアラーの経験はそれでは終わらない。若い時にケアを担ったこ

とは、現在の自分を作っている大事な部分になっており、自分のその後の人生を選ぶときの

様々な選択に繋がっているという。 

だからこそ、子どもたちが一日の中で多くの時間を共有する教職員は、子どもの発するわ

ずかなサインに気づく目や感性を磨くことが重要である。子どもによっては、「気づいてほ

しい」「気づいても見守っていてほしい」「だれにも気づかれないように頑張る」など様々な

思いがあるであろう。子どもが「だれにも気づかれないように頑張る」と思っていることに、

教職員が気づいているのであれば、あえて問題について子どもと話をしなくても子どもと

の接し方には配慮が反映されるであろうし、ケア負担に疲弊している子どもの様子に早め

に気づいてより適切な対応を取ることにつながる。周囲にいる大人が子どもの現状に気づ

いているか、気づいていないかが、大きな差につながる可能性は高いのだ。さきに述べたよ

うに、「チームとしての学校」として、子どもたちが発するサインを受け取った教職員がス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど学校内外の関係者や関係機関と綿

密な連携を図り職責を果たすことにより、精神疾患のある親の元で困難さを感じている子

どもの声にも気づくことも期待できるだろう。もちろん、外部の資源にも目を向けることも

不可欠である。地域社会の主な関係機関として、教育センター、教育委員会所管の機関、児

童相談所、児童相談センター、児童家庭支援センター、精神保健福祉センター、保健所、保

健センターなどの関係機関とつながることも可能である。 

 

（２）「SOS の出し方に関する教育」の活用 

なお、教職員の気づきを高めるためにも役立ちそうな施策がある。それは「SOS の出し

方に関する教育」プログラムを活用することである。 

「SOS の出し方に関する教育」とは文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から出され

た平成 30 年 1 月 23 日付の通知 17）で示されたもので、児童生徒の自殺予防に向けた困難な
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事態、強い心理的負担を受けた場合などにおける対処の仕方を身につける等のための教育

のことである。SOS の出し方に関する教育については、「子供に伝えたい自殺予防（学校に

おける自殺予防教育導入の手引）」（平成 26 年 7 月文部科学省、 以下「手引」という。）に

おいても、自殺予防教育の柱の一つとして位置づけられており、これまでも、例えば、道徳

や保健体育等において、各教科等の特性に応じて実施されているが、今後は、各学校や地域

の実情を踏まえつつ、各教科等の授業等の一環として、SOS の出し方に関する教育を少な

くとも年 1 回実施するなど積極的に推進することが学校現場に課されている。これは、自

殺予防を主として取り上げているが、必ずしも児童生徒からの「SOS」は自殺に関するもの

ばかりではない。 

上記通知には、以下のような留意事項も含まれている。 

まず、実施体制である。手引において、子どもの も身近な存在である担任教師主体でな

されることが望ましいことや、養護教諭、スクールカウンセラー等がチームティーチングと

いう形でクラスに入ることのメリット等が記載されているが、SOS の出し方に関する教育

を実施するに当たっては、以下の観点から、保健師、社会福祉士、民生委員等を活用するこ

とも有効であると考える。 

すなわち、市町村、地域包括支援センター、市町村社会福祉協議会等に所属する保健師、

社会福祉士等の専門職が SOS の出し方に関する教育に参画することにより、児童生徒に対

して自らが必要に応じて相談相手として直接伝えられることや、児童生徒の保護者も含め

た世帯単位での支援が可能となること、学校と地域の専門家との間での協力・連携関係の構

築につながることが期待され、地域生活課題の解決に資することも期待できる。 

SOS の出し方に関する教育とは、大綱にあるとおり、命や暮らしの危機に直面したとき、

誰にどうやって助けを求めればよいか具体的かつ実践的な方法を学ぶ教育である。このこ

とを踏まえ、当該教育を実施する際は、児童生徒からの悩みや相談（SOS）を広く受け止め

ることができるよう、「24 時間子供 SOS ダイヤル」や「チャイルドライン」などの相談窓

口の周知を行うことが望ましいこと。SOS の出し方に関する教育の実施に当たっては、児

童生徒の発達段階に応じた内容とすることが重要であることを踏まえ、例えば、手引を参照

するとともに、健康問題について総合的に解説した啓発教材を必要に応じて活用するなど、

各学校の実情に合わせて教材や授業方法を工夫することが考えられる。 

この「SOS の出し方に関する教育」の推進のため、都道府県教育委員会及び政令市教育

委員会等では今後マニュアルや冊子等が作成され、学校現場で活用実践されることであろ

う。この「SOS の出し方に関する教育」の実践を通じて、自殺予防はもとより、子どもた

ちがそれぞれの「SOS」を教職員に対しても出すことができる機会となることを期待した

い。 

 

（上原美子・長沼葉月） 
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Ⅴ．精神疾患のある親と共に暮らす子どもの世帯に対する支援の実態 
 

１．調査目的 

精神疾患のある親と共に暮らす子どもの生活実態については、元「子ども」の立場であり、

現在成人した人々に対する調査結果が少しずつ報告されるようになってきた。多くの調査

では協力者の年齢が 20 歳代から 50 歳代以上と幅広く分布しており、回答者が育った時代

の社会情勢や福祉制度を反映した体験が語られていると考えられる。例えば蔭山ら（2021）

による調査報告では、調査時点で 30 歳代以下は 40 歳代以上に比べて、小学生と高校生の

頃、学校で相談したことのある人が有意に多いことを明らかにした。この点について「昔よ

りも学校で相談した経験のある子が増えていることが窺え、学校における相談体制の強化

が功を奏していると考えられた」と考察している。1990 年度以降、大学における教職課程

に「生徒指導及び教育相談に関する科目」2 単位が必修化された。また 1995 年度にはスク

ールカウンセラー調査研究事業が始まり、2001 年度からはスクールカウンセラー活用事業

化したことで、公立中学校を中心としたカウンセラーの配置が進んだ（今井 2008）。さらに

2008 年からはスクールソーシャルワーカー活用事業も始まった。このようにカウンセリン

グマインドを持った教員の養成や相談スキルを持った専門職を配置したことは、子どもに

とっての相談しやすさにつながったのだろう。つまり、子どもの体験の質は、単に家庭の状

況だけで決まるのではなく、周囲から支援を受けられるかどうかにも大きく影響を受ける

と考えられる。精神障害者の地域生活支援については、平成 17 年の障害者自立支援法の成

立によって、身体障害や知的障害と同様の体系でサービス提供がなされるようになり、徐々

に拡充されてきた。つまり、かつて子どもであった方々の体験から、子どもへの支援を考え

るだけではなく、現在の制度下における「子ども」の生活にも注目して、支援を検討するこ

とも重要であると考えている。 

精神疾患のある親と暮らす「子ども」の 近の状況について、いくつかの情報源がある。

一つは、筆者らの研究会が行った首都圏 A 県の公立小中学校の養護教諭を対象とした自己

記入式質問紙法を用いた悉皆調査である。これについては第Ⅳ章内にて上原が取りまとめ

て報告している。また全国規模の調査については 2 つ挙げることができる。一つは、厚生労

働科学研究費補助金令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業によって行われた「ヤ

ングケアラーへの早期対応に関する研究」である。ここでは、ヤングケアラーへの対応に関

して全国の要保護児童対策地域協議会（以下要対協）を対象に調査が行われている。ヤング

ケアラーとは「本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話などを日常的に行っ

ている子ども」と定義されており、その中には精神疾患のある親の看病をしたり、代わりに

家事や弟妹の育児を担っている子どもも含まれている。この調査では要対協で把握してい

る『「ヤングケアラー」と思われる子どもへの対応事例（取組み）』についての情報が収集さ

れ、図にまとめられて複数の事例が紹介されているが、精神疾患のある親と暮らす子どもの

事例が多く含まれている。 
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もう一つは、文部科学省スクールソーシャルワーカー実践活動事例集である。スクールソ

ーシャルワーカー活用事業は平成 20 年度より始まった比較的新しい施策であるため、『教

育委員会や学校がスクールソーシャルワーカー（以下 SSW）に対して適切な理解や認識を

持って、SSW を効果的に活用できるようにするとともに、SSW が、自ら有する専門性を教

育現場で十分に発揮し、子どもたちへのより一層の支援に資するよう』1にほぼ毎年実践活

動事例集が文部科学省によって編纂され、ウェブサイトにて公開されている。この事例集で

は、各都道府県・指定都市・中核市の取組として、（1）スクールソーシャルワーカーの推進

体制について、（2）スクールソーシャルワーカーの資質向上に向けた研修体制について、（3）

スクールソーシャルワーカーの活用事例、（4）成果と今後の課題のそれぞれ 4 項目につい

て報告されている。この（3）の活用事例については、平成 30 年度版では①貧困対策（家庭

環境の問題、福祉機関との連携等）、② 児童虐待（未然防止、早期対応、関係機関との連携

等）、③ いじめ、④ 不登校、⑤ 暴力行為、⑥ 非行・不良行為、⑦ その他（発達障害等に

関する問題、心身の健康・保健に関する問題等）、⑧ 性的な被害、⑨ ヤングケアラーの分

類で整理されている。つまり、学齢期のヤングケアラーへの支援の実態を把握できるほか、

その他の子ども時代の逆境体験に関わる項目も含まれている。 

本報告においては、特に「平成 30 年度スクールソーシャルワーカー実践活動事例集」に

掲載された事例を読み込み、SSW による支援事例の検討から特に学齢期の子どもに対する

支援の実態について検討することを目的とする。 

 

２．調査方法 

まず、文部科学省のウェブサイトに公開された平成 30 年度スクールソーシャルワーカー

実践事例集の PDF ファイルをすべてダウンロードし、記載された事例を読み込み、親のメ

ンタルヘルスの問題について示唆された事例をすべて抽出した。抽出された事例について、

事例の分類カテゴリ、親の状況、子どもの課題、関わった支援機関を整理した。 

 

３．結果 

該当する事例は 46 事例あった。事例の記載全文と、事例作成者による「分類」を記載す

るとともに、親の状態に関する記述、家族の生活課題、介入ポイントについて分けて要約し

た。結果を表 1 に示す。結果の概要については次節にて考察と合わせて記載する。 

 

 
1 文部科学省（2008）「スクールソーシャルワーカー実践活動事例集」の「はじめに」におけ

る趣旨説明より。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2009/04/13/1246334_
1.pdf 



－65－ 

 

 

表
1 

平
成

30
年

度
ス

クー
ル

ソ
ー

シ
ャル

ワ
ー

カー
実

践
事

例
集

に
掲

載
され

た
、親

に
メン

タル
ヘ

ル
ス

上
の

問
題

が
⽰

唆
され

る
事

例
⼀

覧
 

 
 

 
 

 
地

域
 

事
例

本
⽂

（
原

⽂
マ

マ
）

 
分

類
 

親
の

状
態

 
⽣

活
課

題
 

介
⼊

ポ
イ

ン
ト

 
宮

城
県

教
育

委
員

会
 

⺟
親

の
メン

タル
不

調
及

び
失

業
に

よ
り不

登
校

が
⾒

られ
た

児
童

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
①

貧
困

対
策

④
不

登
校

）
・⺟

親
と

本
児

の
⼆

⼈
暮

らし
で

，
新

学
期

早
々

⽋
席

が
続

き
，

⺟
親

は
職

場
の

問
題

に
よ

り休
職

して
お

り，
⺟

⼦
とも

に
精

神
的

に
不

安
定

で
あ

る
とし

て
，

事
態

の
改

善
に

向
け

，
Ｓ

Ｓ
Ｗ

の
派

遣
要

請
が

あ
った

も
の

。・
Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
学

校
訪

問
を

し，
校

⻑
，

教
頭

，
担

任
か

ら話
を

聞
き

，
ア

セ
ス

メン
トを

⾏
った

上
で

今
後

の
⺟

⼦
⽀

援
に

つ
い

て
話

し合
った

。・
Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
⽉

に
⼀

度
の

⺟
親

との
⾯

接
を

実
施

し，
復

職
⽀

援
及

び
経

済
⾯

で
の

⻑
期

的
安

定
を

テ
ー

マ
に

話
合

い
を

⾏
った

。・
⺟

親
は

本
児

が
幼

い
頃

か
ら転

居
を

繰
り返

して
お

り，
地

域
に

安
⼼

して
相

談
で

き
る

知
⼈

も
い

な
い

様
⼦

で
あ

った
。Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
ま

ず
⺟

親
とラ

ポ
ー

ル
を

形
成

し，
各

種
相

談
機

関
（

ハ
ロー

ワ
ー

クや
⼥

性
相

談
セ

ン
ター

等
）

へ
繋

い
で

い
け

る
よ

う⽀
援

を
⾏

った
。・

⺟
親

との
⾯

接
が

始
ま

って
か

らす
ぐに

本
児

は
学

校
に

登
校

す
る

よ
うに

な
った

が
，

⺟
親

の
メン

タル
不

調
は

改
善

され
な

い
ま

ま
本

児
へ

の
関

わ
りに

問
題

が
⾒

られ
た

た
め

，
児

童
相

談
所

及
び

⼦
育

て
⽀

援
課

と連
携

を図
って

い
る

。・
Ｓ

Ｓ
Ｗ

と⺟
親

の
⾯

接
は

継
続

して
お

り，
⺟

親
の

内
⾯

の
混

乱
を整

理
し，

安
⼼

して
外

部
機

関
に

相
談

して
い

け
るよ

う背
中

を後
押

しす
るよ

うな
働

き掛
け

を続
け

て
い

る。
 

①
貧

困
対

策
、

④
不

登
校

 

⺟
親

の
メ

ン
タ

ル
不

調
 

頻
回

な
転

居
、相

談
で

き
る

知
⼈

が
い

な
い

、⼦
ども

の
⽋

席
が

多
い

。 

SS
W

か
ら⺟

親
へ

の
継

続
⾯

談
、ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
や

⼥
性

相
談

セ
ン

ター
の

紹
介

、児
童

相
談

所
や

市
役

所
⼦

育
て

⽀
援

課
との

連
携

 

⼭
形

県
教

育
委

員
会

【事
例

2】
 

不
登

校
改

善
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

④
不

登
校

）
⽣

徒
Ｂ

の
⽗

親
は

単
⾝

赴
任

で
⽉

に
数

回
しか

帰
宅

で
き

ず
、Ｂ

は
⺟

親
と

⽣
活

して
い

た
。⺟

親
は

精
神

疾
患

（
当

時
は

通
院

、服
薬

を
中

断
して

い
た

）
に

よ
り感

情
の

起
伏

が
激

しく
、Ｂ

は
⺟

親
に

影
響

され
て

精
神

的
に

不
安

定
で

、ほ
とん

ど登
校

す
る

こと
が

で
き

な
か

った
。担

任
や

学
年

主
任

が
家

庭
訪

問
を

繰
り返

した
が

、⺟
親

は
学

校
に

否
定

的
で

信
頼

関
係

を
築

け
ず

、次
第

に
家

庭
訪

問
を

拒
否

され
る

こと
が

多
くな

り、
Ｂ

と直
接

会
うこ

とが
で

き
な

く
な

った
。校

⻑
か

ら相
談

を
受

け
た

ス
クー

ル
ソ

ー
シ

ャル
ワ

ー
カー

は
、学

校
、福

祉
部

局
、児

童
相

談
所

に
よ

る
ケ

ー
ス

会
議

を
開

催
し、

⽗
親

が
戻

って
くる

週
末

に
は

⽗
親

を
交

え
て

対
応

を
検

討
した

。⽗
親

が
在

宅
の

時
に

ス
クー

ル
ソ

ー
シ

ャル
ワ

ー
カー

が
家

庭
訪

問
して

⺟
親

の
状

況
を

詳
しく

把
握

す
る

とと
も

に
、福

祉
部

局
、⺠

⽣
委

員
か

らの
協

⼒
を

得
て

家
庭

へ
の

⽀
援

体
制

を
構

築
した

。ま
た

、ス
クー

ル
カウ

ン
セ

ラー
と連

携
して

Ｂ
が

登
校

した
時

の
⽀

援
体

制
を

整
え

た
。ス

クー
ル

ソ
ー

シ
ャル

ワ
ー

カー
が

病
院

に
付

き
添

うこ
とで

⺟
親

の
通

院
、服

薬
が

再
開

され
た

。⺟
親

の
病

状
が

安
定

して
き

た
こと

に
よ

り、
Ｂ

は
少

しず
つ

登
校

で
き

る
よ

うに
な

って
き

て
い

る
。 

④
不

登
校

 
⺟

の
精

神
疾

患
（

通
院

・服
薬

中
断

中
）

で
感

情
の

起
伏

が
激

し
い

／
⽗

は
単

⾝
赴

任
中

 

⽣
徒

の
不

登
校

 
⽗

を
交

え
た

ケ
ー

ス
会

議
、⽗

在
宅

時
の

家
庭

訪
問

。⽣
徒

登
校

時
は

SC
に

よ
る

⽀
援

、
SS

W
は

⺟
の

通
院

に
付

き
添

い
、

通
院

や
服

薬
が

再
開

さ
れ

、病
状

が
安

定
し

て
き

た
こと

で
登

校
⽇

が
増

加
した

。 

栃
⽊

県
教

委
【事

例
２

】 

発
達

障
害

が
あ

り家
庭

内
暴

⼒
を

起
こす

⽣
徒

［
以

下
Ｃ

］
と精

神
疾

患
を

も
つ

⺟
親

［
以

下
Ｄ

］
へ

の
⽀

援
（

⑤
暴

⼒
⾏

為
、⑦

そ
の

他
）

Ｃ
に

は
発

達
障

害
が

あ
り、

家
庭

内
で

の
暴

⾔
、暴

⼒
及

び
器

物
損

壊
を

繰
り返

して
い

た
。ま

た
、Ｄ

は
精

神
疾

患
の

診
断

を
受

け
て

い
て

家
庭

内
が

落
ち

着
か

な
い

状
態

で
あ

った
。Ｄ

か
ら福

祉
部

局
に

相
談

が
あ

り、
福

祉
部

局
か

らＳ
Ｓ

Ｗ
へ

⽀
援

の
依

頼
が

あ
った

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

家
庭

訪
問

等
を

通
じて

Ｄ
との

信
頼

関
係

を
構

築
し、

福
祉

部
局

が
実

施
して

い
る

⽀
援

を
Ｃ

が
受

け
る

よ
うに

な
った

。そ
の

結
果

、医
療

機
関

、学
校

、Ｓ
Ｓ

Ｗ
等

が
連

携
し、

Ｃ
に

対
す

る
就

労
等

を
視

野
に

⼊
れ

た
⻑

期
的

な
⽀

援
を

開
始

す
る

こと
が

で
き

た
。ま

た
、Ｄ

は
Ｓ

Ｓ
Ｗ

と⾯
談

を
す

る
こと

で
精

神
的

に
安

定
して

き
た

。Ｃ
は

専
⾨

病
院

を
受

診
し服

薬
を

始
め

、学
校

で
は

、担
任

等
か

らの
学

習
⽀

援
等

を
受

け
、成

績
が

向
上

し、
級

友
との

交
流

も
増

え
る

な
ど学

校
⽣

活
に

適
応

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
な

った
。ま

た
、家

庭
で

の
暴

⼒
的

な
発

⾔
や

⾏
為

も
無

くな
って

き
た

。 

⑤
暴

⼒
⾏

為
、

⑦
そ

の
他

 

⺟
親

に
精

神
疾

患
の

診
断

あ
り 

発
達

障
害

の
あ

る
⼦

に
よ

る
家

庭
内

暴
⼒

 

SS
W

が
⺟

親
と⾯

談
を

重
ね

て
信

頼
関

係
を

築
き

、⾯
談

を
重

ね
る

こと
で

安
定

した
。⽣

徒
は

専
⾨

医
療

機
関

の
受

診
に

つ
な

が
り服

薬
開

始
、学

校
で

の
学

習
⽀

援
で

成
績

向
上

、
就

労
を

視
野

に
⼊

れ
た

⻑
期

的
⽀

援
に

つ
な

が
った

。 
東

京
都

教
育

委
員

会
【事

例
１

】 

不
登

校
改

善
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

④
不

登
校

と②
児

童
虐

待
の

混
在

ケ
ー

ス
）

登
校

す
る

こと
に

強
い

緊
張

を
感

じて
い

る
⼩

学
校

低
学

年
の

児
童

に
、ス

クー
ル

ソ
ー

シ
ャル

ワ
ー

カー
が

登
校

⽀
援

を
重

ね
た

。も
とも

と⺟
親

が
精

神
的

に
不

安
定

で
、保

育
園

の
頃

に
は

定
期

的
な

登
園

を
させ

る
こと

が
で

き
ず

、園
か

ら先
⽣

が
迎

え
に

来
て

い
た

とい
う状

況
で

あ
り、

児
童

に
対

す
る

⺟
親

の
関

わ
りが

薄
く、

⼦
ども

家
庭

⽀
援

セ
ン

ター
も

関
わ

って
い

る
家

庭
で

あ
る

。学
校

、家
庭

、関
係

機
関

そ
れ

ぞ
れ

と連
携

し良
好

な
関

係
を

維
持

し、
特

に
児

童
の

緊
張

を
緩

め
る

こと
に

焦
点

を
当

て
な

が
ら関

わ
った

こと
で

、登
校

へ
の

抵
抗

感
が

低
くな

り、
⾃

⼒
で

登
校

で
き

る
回

数
が

増
え

て
い

った
。 

②
児

童
虐

待
、

④
不

登
校

 

⺟
親

が
精

神
的

に
不

安
定

 
児

童
に

対
す

る
⺟

親
の

関
わ

りが
薄

い
。

⼦
ど

も
も

登
校

に
強

い
緊

張
を

感
じて

い
る

。 

（
元

々
の

連
携

先
を

継
続

。
⼦

ども
家

庭
⽀

援
セ

ン
ター

）
SS

W
は

児
童

の
緊

張
を

緩
め

る
こと

に
焦

点
を

当
て

て
関

わ
り

登
校

へ
の

抵
抗

感
が

低
くな

っ
た

。 
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都
⽴

学
校

【事
例

1】
 

障
害

を
有

す
る

不
登

校
⽣

徒
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

①
貧

困
対

策
、④

不
登

校
、⑦

そ
の

他
）

当
該

⽣
徒

は
、⺟

の
ア

ル
コー

ル
依

存
及

び
若

年
認

知
症

に
よ

り、
家

庭
環

境
が

不
安

定
な

状
態

に
あ

り、
地

域
の

⽀
援

機
関

の
⽀

援
が

必
要

とな
って

い
た

。ま
た

、⽣
徒

本
⼈

に
も

特
別

⽀
援

学
校

に
通

うこ
とへ

の
ジ

レ
ン

マ
が

あ
り、

障
害

受
容

の
⾯

で
課

題
が

あ
った

。こ
れ

らの
状

況
か

ら、
複

雑
な

課
題

の
整

理
、地

域
の

⽀
援

機
関

との
ネ

ット
ワ

ー
ク形

成
、⽣

徒
本

⼈
の

障
害

受
容

や
進

路
⽀

援
の

た
め

、Ｙ
Ｓ

Ｗ
に

依
頼

が
あ

った
。Ｙ

Ｓ
Ｗ

は
、⼦

ども
家

庭
⽀

援
セ

ン
ター

、若
年

者
認

知
症

総
合

⽀
援

セ
ン

ター
、Ｙ

Ｓ
Ｗ

、学
校

で
定

期
的

に
ケ

ー
ス

会
議

を
開

き
、地

域
で

の
ネ

ット
ワ

ー
ク形

成
に

取
り組

ん
だ

。ま
た

、定
期

的
に

家
庭

訪
問

を
⾏

い
、⽣

徒
本

⼈
の

気
持

ち
や

将
来

に
つ

い
て

寄
り添

い
な

が
ら傾

聴
を

⾏
った

。そ
の

結
果

、⺟
は

要
介

護
認

定
を

受
け

デ
イサ

ー
ビス

に
つ

な
が

り、
本

⼈
も

障
害

受
容

を
⾼

め
、愛

の
⼿

帳
を

取
得

す
る

こと
が

で
き

た
。地

域
の

⽀
援

機
関

に
つ

な
が

る
こと

で
、⺟

の
障

害
年

⾦
や

本
⼈

の
育

成
⼿

当
及

び
特

別
児

童
扶

養
⼿

当
を

受
給

す
る

こと
が

で
き

、家
庭

も
安

定
した

。本
⼈

は
卒

業
後

の
進

路
とし

て
、N

PO
法

⼈
が

実
施

す
る

就
労

⽀
援

を
受

け
る

こと
が

決
ま

った
。 

注
）

YS
W

は
東

京
都

の
独

⾃
の

呼
称

で
あ

る
ユ

ー
ス

ソ
ー

シ
ャル

ワ
ー

カー
の

略
で

あ
る

。⾼
等

学
校

等
へ

派
遣

され
て

い
る

。 

①
貧

困
対

策
、

④
不

登
校

、
⑦

その
他

 

⺟
親

の
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

及
び

若
年

認
知

症
 

家
庭

環
境

の
不

安
定

、
⽣

徒
本

⼈
の

特
別

⽀
援

学
校

通
学

へ
の

ジ
レ

ン
マ

、
障

害
受

容
の

課
題

 

⼦
ども

家
庭

⽀
援

セ
ン

タ
ー

、
若

年
性

認
知

症
総

合
⽀

援
セ

ンタ
ー

、Y
SW

と学
校

で
定

期
的

な
ケ

ー
ス

会
議

。⺟
の

要
介

護
認

定
、デ

イ
サ

ー
ビ

ス
の

通
所

。
本

⼈
の

療
育

⼿
帳

取
得

。⺟
の

障
害

年
⾦

、本
⼈

の
育

成
⼿

当
及

び
特

別
児

童
扶

養
⼿

当
で

⽣
活

も
安

定
。本

⼈
の

卒
業

後
の

就
労

⽀
援

機
関

とも
つ

な
が

る
。 

都
⽴

学
校

【事
例

2】
 

家
庭

環
境

に
課

題
を

抱
え

る
⽣

徒
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

②
児

童
虐

待
）

当
該

⽣
徒

は
、⺟

親
の

精
神

状
態

が
不

安
定

で
暴

⾔
等

を
家

族
に

対
して

⾏
う、

⺟
親

に
精

神
科

受
診

を
勧

め
る

も
か

え
って

逆
上

を
す

る
とい

う相
談

を
ス

クー
ル

カウ
ン

セ
ラー

に
して

い
た

。学
校

は
地

域
の

福
祉

関
係

機
関

や
児

童
相

談
所

へ
の

相
談

を
進

め
て

き
た

が
、外

部
機

関
の

介
⼊

に
対

し本
⼈

や
⽗

親
が

消
極

的
で

あ
った

。そ
の

よ
うな

状
況

の
中

で
、本

⼈
か

ら、
介

⼊
よ

りも
⺟

親
に

対
す

る
接

し⽅
に

つ
い

て
の

助
⾔

が
ほ

しい
との

希
望

が
あ

った
た

め
、Ｙ

Ｓ
Ｗ

が
本

⼈
に

対
す

る
⽀

援
を

開
始

した
。Ｙ

Ｓ
Ｗ

は
担

任
や

ス
クー

ル
カウ

ン
セ

ラー
等

の
学

校
関

係
者

か
ら

詳
しい

事
情

を
聴

き
とり

、定
期

的
に

⽣
徒

と⾯
接

を
実

施
した

。⾯
接

の
中

で
⽣

徒
に

対
し、

⺟
親

との
関

係
を

振
り返

り、
距

離
の

取
り⽅

や
、必

要
で

あ
れ

ば
外

部
機

関
や

医
療

機
関

との
連

携
も

必
要

な
こと

等
、ア

ドバ
イス

を
⾏

った
。そ

の
後

、⾯
接

を
続

け
る

中
で

徐
々

に
⽣

徒
の

状
態

が
安

定
し、

学
習

⾯
で

の
取

り組
み

や
成

績
に

問
題

は
な

く、
学

校
⽣

活
は

落
ち

着
い

た
。家

庭
環

境
も

安
定

が
⾒

られ
た

。ま
た

、担
任

や
ス

クー
ル

カウ
ン

セ
ラー

へ
の

相
談

等
、校

内
に

お
い

て
も

⼗
分

相
談

体
制

が
整

って
い

る
こと

を
確

認
で

き
た

。 

②
児

童
虐

待
 

⺟
親

の
精

神
状

態
が

不
安

定
で

暴
⾔

を
吐

く。
 

⽣
徒

が
⺟

に
受

診
を

勧
め

る
と逆

上
され

る
。 

（
⺟

へ
の

外
部

機
関

の
介

⼊
に

つ
い

て
は

⽣
徒

や
⽗

が
消

極
的

）
。Y

SW
が

定
期

的
な

⾯
接

で
⺟

親
に

対
す

る
接

し
⽅

や
必

要
な

時
の

外
部

機
関

の
利

⽤
に

つ
い

て
話

し
合

うう
ち

に
⺟

の
状

態
が

落
ち

着
く。

 

都
⽴

学
校

【事
例

3】
 

ヤ
ン

グ
ケ

ア
ラー

の
⽣

徒
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

①
貧

困
対

策
、⑨

ヤ
ン

グ
ケ

ア
ラー

）
当

該
⽣

徒
は

、⺟
⼦

家
庭

で
あ

る
が

⺟
が

精
神

障
害

の
治

療
中

で
あ

る
た

め
、⺟

と別
居

し、
⺟

⽅
祖

⺟
宅

に
祖

⺟
、叔

⽗
、本

⼈
の

3
⼈

で
住

ん
で

い
た

。3
年

前
に

祖
⺟

が
半

⾝
不

随
に

な
り、

本
⼈

が
主

に
祖

⺟
の

介
護

を
して

い
た

。ま
た

、経
済

的
に

は
⺟

親
の

収
⼊

で
2

家
庭

の
家

計
を

や
りく

りし
て

お
り、

⽣
活

が
困

窮
して

い
る

状
況

で
あ

った
。本

⼈
は

介
護

疲
れ

の
た

め
に

学
校

⽣
活

を
続

け
る

こと
に

負
担

を
感

じて
い

た
た

め
、

ユ
ー

ス
ソ

ー
シ

ャル
ワ

ー
カー

（
YS

W
）

の
⽀

援
に

つ
な

が
った

。Ｙ
Ｓ

Ｗ
は

、本
⼈

との
⾯

談
や

担
任

との
情

報
共

有
を

定
期

的
に

⾏
うこ

とで
本

⼈
の

意
思

を
確

認
し、

本
⼈

を
区

の
福

祉
機

関
に

つ
な

げ
た

。福
祉

機
関

と学
校

関
係

者
は

、本
⼈

の
卒

業
を

最
優

先
に

考
え

⽀
援

を
⾏

うこ
とを

決
定

した
。そ

の
結

果
、訪

問
看

護
を

⾏
う等

、祖
⺟

の
介

護
を

地
域

の
機

関
で

⾏
う体

制
を

作
る

こ
とが

で
き

た
。⺟

も
福

祉
機

関
との

⾯
談

に
つ

な
が

り、
⽣

活
保

護
を

受
給

す
る

こと
が

決
ま

った
。学

校
で

は
Ｙ

Ｓ
Ｗ

と担
任

が
⾯

談
等

に
よ

り本
⼈

の
学

校
⽣

活
の

サ
ポ

ー
トを

続
け

、本
⼈

は
無

事
学

校
を

卒
業

した
。 

①
貧

困
対

策
、

⑨
ヤ

ン
グ

ケ
ア

ラー

⺟
⼦

世
帯

⺟
が

精
神

障
害

の
治

療
中

の
た

め
別

居
。⺟

⽅
祖

⽗
⺟

と同
居

。
3

年
前

に
祖

⺟
が

半
⾝

不
随

に
な

り⽣
徒

本
⼈

が
介

護
。 

半
⾝

不
随

の
同

居
祖

⺟
の

介
護

、
⺟

の
収

⼊
で

2
世

帯
の

⽣
計

を
⽴

て
て

お
り困

窮
。 

YS
W

が
本

⼈
と⾯

談
し

、地
域

の
福

祉
機

関
に

つ
な

い
だ

。
⺟

は
⽣

活
保

護
、

祖
⺟

に
は

訪
問

介
護

等
で

、本
⼈

の
ケ

ア
負

担
軽

減
。 
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新
潟

県
教

委
【事

例
１

】 

発
達

障
害

、養
育

環
境

に
起

因
す

る
暴

⼒
、集

団
不

適
応

へ
の

活
⽤

事
例

（
⑤

暴
⼒

⾏
為

、⑦
そ

の
他

）
（

１
）

具
体

的
な

Ｓ
Ｓ

Ｗ
の

対
応

⺟
⼦

家
庭

の
⼩

３
男

⼦
の

Ａ
は

、反
抗

挑
戦

性
障

害
の

様
相

を
呈

して
お

り、
パ

ニ
ック

時
に

叩
く、

蹴
る

、噛
み

つ
く、

物
を

壊
す

等
の

⾏
動

が
あ

る
。普

段
も

乱
暴

な
⾔

動
が

多
く、

何
で

も
⾃

分
の

思
い

通
りに

しよ
うと

す
る

。Ａ
の

⺟
親

に
も

精
神

障
害

が
疑

わ
れ

る
⾔

動
が

あ
り、

連
携

が
取

れ
な

い
こと

か
ら、

Ｓ
Ｓ

Ｗ
を

要
請

。学
校

に
イン

テ
ー

ク後
に

対
応

。①
Ａ

と⺟
親

へ
の

⽀
援

に
つ

い
て

、関
係

機
関

との
連

携
を

機
能

させ
る

た
め

の
役

割
分

担
等

の
調

整
②

集
団

不
適

応
や

暴
⼒

⾏
為

の
深

刻
化

の
抑

⽌
や

適
切

な
順

応
の

た
め

の
体

制
を

構
築

す
る

ケ
ー

ス
会

議
の

主
催

（
２

）
成

果
特

別
⽀

援
学

校
の

地
域

⽀
援

制
度

を
活

⽤
す

る
こと

に
よ

り学
校

⽀
援

を
⾏

うと
とも

に
、別

居
中

の
⽗

親
と、

⺟
親

との
⾯

談
を

通
して

、⽗
⺟

の
ニー

ズ
を

確
認

し、
関

係
機

関
との

処
遇

会
議

を
実

施
し対

応
を

⾒
直

した
。ケ

ー
ス

会
議

に
医

療
機

関
の

介
⼊

を
促

し、
受

診
に

Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

同
⾏

。お
試

し⼊
院

を
通

して
、隣

接
す

る
特

別
⽀

援
学

校
に

転
校

し、
服

薬
治

療
や

専
⾨

的
な

個
別

⽀
援

に
よ

り以
前

よ
り落

ち
着

い
た

⽣
活

を
送

る
時

間
が

⻑
くな

った
。 

⑤
暴

⼒
⾏

為
、

⑦
そ

の
他

 

⺟
⼦

世
帯

、⺟
に

精
神

障
害

が
疑

わ
れ

る
⾔

動
が

あ
る

。 

児
童

本
⼈

の
反

抗
挑

戦
性

障
害

の
よ

う
な

暴
⼒

、
器

物
損

壊
⾏

動
。 

ケ
ー

ス
会

議
の

開
催

、別
居

中
の

⽗
や

⺟
と

の
⾯

談
を

重
ね

た
。

医
療

機
関

へ
の

受
診

に
SS

W
が

同
⾏

。⼊
院

、特
別

⽀
援

学
校

へ
の

転
校

、服
薬

や
専

⾨
的

⽀
援

に
よ

り本
⼈

が
落

ち
着

い
た

時
間

を
過

ご
せ

る
こと

が
増

え
た

。 

岐
⾩

県
教

委
【事

例
２

】 

Ｂ
（

⼩
6

⼥
児

）
とＣ

（
⼩

4
男

児
）

の
兄

弟
は

、⺟
親

が
気

分
障

害
の

た
め

不
安

定
で

、時
々

「死
に

た
い

」と
⾔

った
り、

家
の

中
が

⾮
常

に
乱

雑
に

な
って

い
た

り、
⼦

ども
た

ち
か

ら体
臭

が
す

る
な

ど、
問

題
が

あ
った

。そ
の

うち
、毎

⽇
⺟

親
が

起
床

す
る

時
間

が
ま

ち
ま

ち
で

あ
る

た
め

、遅
刻

も
増

え
て

き
た

。そ
こで

学
校

で
は

、Ｓ
Ｓ

Ｗ
も

交
え

た
ケ

ー
ス

会
議

を
開

い
た

。状
況

を
整

理
した

Ｓ
Ｓ

Ｗ
か

ら、
⺟

親
が

⼦
ども

た
ち

に
「死

に
た

い
」と

い
うの

は
⼼

理
的

虐
待

、体
臭

が
す

る
の

は
ネ

グ
レ

クト
で

あ
る

と説
明

され
た

こ
とか

ら、
この

ケ
ー

ス
が

「兄
弟

双
⽅

に
対

す
る

実
⺟

に
よ

る
虐

待
ケ

ー
ス

」と
ア

セ
ス

メン
トす

る
こと

が
で

き
た

。そ
の

た
め

、Ｂ
が

ま
も

な
く中

学
⽣

に
な

りＣ
と同

じ学
校

に
通

わ
な

くな
る

こと
か

ら、
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
で

継
続

的
に

関
わ

って
い

くこ
とと

し
た

。要
対

協
の

個
別

ケ
ー

ス
検

討
会

議
に

は
、⼦

ども
た

ち
の

地
域

で
の

様
⼦

を
聞

くた
め

に
、⺠

⽣
児

童
委

員
も

出
席

して
も

らっ
た

。そ
の

とき
に

⺟
親

が
⼿

芸
を

得
意

とし
て

い
る

こと
が

分
か

った
の

で
、⺠

⽣
児

童
委

員
が

公
⺠

館
で

Ｂ
とＣ

の
⺟

親
を

講
師

とし
て

⼿
芸

教
室

を
開

くよ
うに

した
。こ

の
こと

が
き

っか
け

で
、⺟

親
は

外
に

関
⼼

を
持

つ
こと

が
で

き
る

よ
うに

な
り、

後
に

パ
ー

トが
で

き
る

ま
で

に
な

った
。ま

た
「死

に
た

い
」と

い
う⺟

親
を

置
い

て
登

校
す

る
こと

が
⼼

配
で

、学
校

に
来

る
こと

が
で

き
な

い
とＢ

は
話

して
い

た
が

、修
学

旅
⾏

や
運

動
会

な
どに

も
参

加
で

き
る

よ
うに

な
った

。 

②
児

童
虐

待
、

④
不

登
校

、
⑦

その
他

 

⺟
親

の
気

分
障

害
 

⺟
親

の
希

死
念

慮
、室

内
の

散
ら

か
り、

⼦
ども

た
ち

の
体

臭
、遅

刻
増

加
。 

要
対

協
ケ

ー
ス

とし
て

フォ
ロ

ー
し

た
。⺠

⽣
委

員
が

⺟
親

を
講

師
とす

る
⼿

芸
教

室
を

開
催

、
⺟

が
パ

ー
ト

に
出

られ
る

よ
うに

な
った

。児
童

も
⺟

を
お

い
て

⾏
事

に
参

加
で

き
る

よ
う

に
な

っ
た

。 

静
岡

県
教

委
【事

例
１

】 

被
虐

待
児

の
中

学
卒

業
後

を
⾒

据
え

た
⽀

援
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

①
貧

困
対

策
、②

児
童

虐
待

）
中

学
⽣

男
⼦

（
Ａ

男
）

の
⺟

親
よ

り「
Ａ

男
が

⺟
親

の
財

布
か

ら数
万

円
を

盗
ん

で
ゲ

ー
ム

⽤
カー

ドを
買

って
お

り、
そ

れ
を

責
め

た
とこ

ろ
暴

⼒
を

振
る

わ
れ

た
」と

担
任

に
相

談
が

あ
った

。た
だ

ち
に

ケ
ー

ス
会

議
を

開
き

、情
報

を
共

有
した

とこ
ろ

、⺟
⼦

家
庭

で
、頼

れ
る

親
族

も
い

な
い

こと
や

、⻑
年

親
戚

の
トラ

ブ
ル

に
巻

き
込

ま
れ

て
お

り、
⺟

親
に

は
精

神
的

に
不

安
定

な
とこ

ろ
が

あ
る

こと
が

わ
か

った
。そ

こで
、

Ａ
男

に
対

して
は

担
任

と学
年

主
任

が
事

情
の

聞
き

取
りと

⽣
活

指
導

を
⾏

い
、⺟

親
に

対
して

は
Ｓ

Ｃ
が

⾯
談

を
⾏

うこ
とと

な
っ

た
。そ

の
中

で
、⺟

親
が

Ａ
男

に
しつ

け
と称

して
暴

⼒
を

振
る

い
続

け
て

い
た

こと
や

、こ
れ

ま
で

⼩
遣

い
を

⼀
切

与
え

て
い

な
か

った
こ

とが
わ

か
った

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
は

、Ｓ
Ｃ

の
助

⾔
を

基
に

⺟
親

を
医

療
機

関
に

つ
な

い
だ

が
、そ

の
後

再
び

Ａ
男

に
よ

る
⺟

へ
の

暴
⼒

が
起

こっ
た

た
め

、警
察

か
ら児

童
相

談
所

に
通

告
、⼀

時
保

護
とな

った
。⺟

親
と離

れ
て

暮
らす

中
で

、Ａ
男

は
安

定
した

⽣
活

を
取

り戻
し、

受
験

勉
強

に
も

集
中

して
取

り組
め

る
よ

うに
な

った
。⺟

親
は

医
療

機
関

で
継

続
的

に
服

薬
、カ

ウン
セ

リン
グ

を
受

け
て

い
る

。Ａ
男

が
⺟

親
との

適
度

な
距

離
を

確
保

で
き

る
よ

う、
児

童
相

談
所

や
教

育
委

員
会

と連
携

しな
が

ら、
環

境
を

整
え

て
い

る
。 

①
貧

困
対

策
、

②
児

童
虐

待
 

⺟
⼦

家
庭

、⺟
親

が
精

神
的

に
不

安
定

 

⽣
徒

が
⺟

の
財

布
か

ら
盗

み
、

⺟
へ

暴
⼒

。⺟
は

⼩
遣

い
を

与
え

ず
、

し
つ

け
とし

て
⼦

ど
も

へ
暴

⼒
。 

SS
W

が
⺟

親
を

医
療

機
関

に
つ

な
ぎ

、継
続

的
な

服
薬

や
カ

ウ
ン

セ
リン

グ
受

療
。本

⼈
は

⼀
度

⺟
へ

の
暴

⼒
で

警
察

を
介

し
て

⼀
時

保
護

され
、そ

の
後

児
童

相
談

所
を

挟
ん

で
⺟

⼦
の

適
度

な
距

離
の

確
保

を
調

整
した

。 
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三
重

県
教

委
【事

例
１

】 

家
庭

の
貧

困
問

題
対

応
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

①
貧

困
対

策
、⑤

暴
⼒

⾏
為

）
（

状
況

）
⺟

と本
⼈

（
⾼

校
⽣

）
の

２
⼈

家
族

。経
済

的
だ

け
で

な
く、

⺟
は

飲
酒

等
に

よ
り精

神
的

に
も

不
安

定
で

あ
る

家
庭

環
境

で
あ

った
。⽣

活
保

護
費

は
、ほ

とん
ど、

⺟
が

飲
酒

や
夜

に
出

か
け

て
使

って
しま

って
い

た
。ま

た
本

⼈
は

、友
⼈

とカ
ラオ

ケ
に

⾏
った

際
に

、体
を

無
理

や
り触

られ
、警

察
に

相
談

す
る

こと
も

あ
り、

精
神

的
に

不
安

定
に

な
った

。さ
らに

、⺟
が

⾃
動

⾞
に

乗
って

い
る

こと
が

分
か

り、
⽣

活
保

護
解

除
とな

っ
た

。そ
の

後
、⺟

は
⾞

とお
⾦

を
持

って
家

を
出

て
⾏

⽅
不

明
に

な
る

が
、し

ば
らく

して
戻

って
き

た
。（

対
応

）
学

校
に

お
い

て
、教

頭
、担

任
、養

護
教

諭
、Ｓ

Ｃ
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

と⽀
援

に
つ

い
て

検
討

し、
市

の
⽣

活
⽀

援
課

、警
察

（
⺟

の
飲

酒
運

転
）

に
相

談
、

また
、市

の
社

協
の

フー
ドバ

ンク
な

どの
⽀

援
を助

⾔
し、

Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

家
庭

訪
問

等
を

⾏
い

、本
⼈

・⺟
との

関
係

性
も

構
築

して
い

く。
（

結
果

）
本

⼈
に

は
Ｓ

Ｃ
が

⾯
談

を
繰

り返
し、

精
神

的
に

⽀
え

た
。⺟

とも
⾯

談
し、

⺟
が

運
送

関
係

の
仕

事
で

働
き

出
す

とと
も

に
、少

し飲
酒

の
量

も
減

りだ
した

。し
か

し、
時

折
、飲

酒
で

働
け

な
い

上
に

暴
れ

て
、警

察
沙

汰
に

な
る

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
は

市
の

障
害

福
祉

室
や

警
察

に
も

相
談

をし
た

。⺟
が

⾃
宅

に
帰

らな
い

状
態

で
あ

る
が

、本
⼈

は
アル

バ
イト

をし
、⺟

と距
離

を置
くこ

とに
した

。⽣
活

保
護

受
給

は
難

しい
状

況
で

あ
るが

、社
会

福
祉

協
議

会
の

⽣
活

福
祉

資
⾦

等
も

紹
介

し、
本

⼈
は

精
神

的
に

も安
定

をし
た

。 

①
貧

困
対

策
、

⑤
暴

⼒
⾏

為
 

⺟
⼦

世
帯

、⺟
の

飲
酒

等
精

神
的

不
安

定
 

⽣
活

保
護

解
除

に
よ

る
困

窮
、

⺟
の

飲
酒

運
転

、⽣
徒

の
性

被
害

、⺟
親

の
⼀

時
家

出
 

⽣
徒

本
⼈

に
は

SC
の

⾯
談

。
SS

W
は

⺟
と⾯

談
。障

害
福

祉
課

や
警

察
とも

情
報

共
有

し、
本

⼈
は

ア
ル

バ
イト

や
⽣

活
福

祉
資

⾦
の

利
⽤

で
対

処
。 

⼤
阪

府
教

委
【事

例
１

】 

不
登

校
⽀

援
・児

童
虐

待
防

⽌
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

②
児

童
虐

待
、④

不
登

校
、⑦

そ
の

他
（

発
達

障
が

い
に

関
す

る
問

題
）

）
不

登
校

の
⼩

２
男

児
。発

達
に

課
題

が
あ

り⽀
援

学
級

在
籍

、⽗
、⺟

、弟
の

４
⼈

暮
らし

で
あ

る
。⽗

は
数

年
前

に
発

達
障

が
い

の
診

断
を

受
け

て
定

期
的

に
受

診
を

し
て

い
る

が
、仕

事
が

多
忙

で
、家

庭
の

こと
は

⺟
に

任
せ

き
りに

な
って

い
た

。⺟
は

、⽗
や

⼦
ども

の
発

達
課

題
に

つ
い

て
よ

く理
解

して
い

た
が

、経
済

的
な

こと
や

⼦
ども

た
ち

の
養

育
に

よ
る

ス
トレ

ス
が

重
な

り、
う

つ
状

態
とな

った
。家

庭
の

状
況

の
悪

化
を

学
校

か
ら聞

い
た

Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

、要
対

協
に

つ
な

ぎ
、連

携
個

別
ケ

ー
ス

検
討

会
議

を
実

施
す

る
こと

とな
った

。会
議

で
は

、Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

中
⼼

とな
り、

家
族

の
中

で
キ

ー
パ

ー
ソ

ンと
な

って
い

る
⺟

親
の

負
担

を
軽

減
す

る
こと

が
、⼦

ども
た

ち
の

安
定

に
つ

な
が

る
とい

うア
セ

ス
メン

トを
し、

家
事

負
担

の
軽

減
の

た
め

に
で

き
る

⽀
援

とし
て

、ヘ
ル

パ
ー

派
遣

と
Ｃ

Ｓ
Ｗ

注
）
が

定
期

的
な

訪
問

を
⾏

うこ
とに

な
った

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
は

、当
該

児
童

に
対

し、
登

校
⽀

援
を

含
め

た
学

校
⽣

活
に

か
か

わ
る

直
接

的
な

⽀
援

を
実

施
。加

え
て

、保
護

者
を

含
め

た
校

内
ケ

ー
ス

会
議

を
コー

デ
ィネ

ー
トす

る
とと

も
に

、保
護

者
との

個
別

⾯
談

を
通

じて
、家

庭
⽀

援
の

現
状

に
つ

い
て

その
都

度
を

確
認

した
。現

在
は

、要
対

協
を

介
し学

校
・諸

機
関

が
連

携
し、

⽀
援

を
継

続
して

い
る

。ま
た

、家
庭

養
育

訪
問

事
業

、ヘ
ル

パ
ー

派
遣

、⾃
治

体
福

祉
課

の
⽣

活
困

窮
担

当
者

に
よ

る
家

計
相

談
も

実
施

して
い

る
。家

庭
の

状
況

が
安

定
して

き
た

こと
、家

族
の

理
解

が
深

ま
った

こと
で

、当
該

児
童

の
登

校
も

増
え

て
き

て
い

る
。 

注
）

ここ
で

の
記

載
に

お
け

る
CS

W
とは

、お
そら

く
co

m
m

un
ity

 s
oc

ia
l w

or
ke

r.
コミ

ュニ
テ

ィソ
ー

シ
ャル

ワ
ー

カー
で

あ
り、

市
町

村
社

会
福

祉
協

議
会

に
配

置
され

地
域

住
⺠

の
くら

しの
相

談
に

応
じる

ソ
ー

シ
ャル

ワ
ー

カー
を

指
す

と考
え

られ
る

。 

②
児

童
虐

待
、

④
不

登
校

、
⑦

そ
の

他
（

発
達

障
が

い
に

関
す

問
題

）

4
⼈

家
族

、⽗
に

発
達

障
害

の
診

断
あ

り、
⺟

が
う

つ
状

態
に

な
った

。 

経
済

的
負

担
、

発
達

障
害

の
⽗

及
び

⼦
ど

も
へ

の
対

応
に

疲
弊

し
た

⺟
が

うつ
状

態
に

な
り家

庭
状

況
が

悪
化

 

SS
W

が
要

対
協

に
つ

な
ぎ

つ
つ

、保
護

者
との

個
別

⾯
談

を
重

ね
る

。家
庭

養
育

訪
問

事
業

、ヘ
ル

パ
ー

派
遣

、⽣
活

困
窮

者
⾃

⽴
⽀

援
制

度
の

家
計

相
談

の
活

⽤
で

、当
該

児
童

の
登

校
増

加
。 

岡
⼭

県
教

委
【事

例
２

】 

親
権

者
不

在
とな

った
⾼

校
２

年
⽣

の
⽣

活
基

盤
の

確
保

及
び

在
学

継
続

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
①

貧
困

対
策

、②
児

童
虐

待
、⑦

発
達

障
害

等
に

関
す

る
問

題
、養

⼦
縁

組
解

消
）

実
⽗

（
⾏

⽅
不

明
）

・実
⺟

（
他

県
出

⾝
、重

篤
な

精
神

疾
患

で
他

県
に

て
⽣

保
受

給
、⻑

期
⼊

院
）

は
離

婚
し、

実
⺟

と再
婚

相
⼿

（
養

⽗
）

に
⼀

⼦
。本

⼈
は

養
⽗

と養
⼦

縁
組

し、
養

⽗
家

族
と同

居
。本

⼈
は

養
⽗

家
族

との
折

り合
い

が
悪

く、
２

年
進

級
時

、養
⼦

縁
組

解
消

。⽣
活

拠
点

・経
済

的
基

盤
を

失
い

、取
り急

ぎ
、学

校
の

寮
に

⼊
寮

。他
の

親
戚

縁
者

の
⽀

援
も

困
難

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
は

、本
⼈

の
養

⽗
の

所
在

地
及

び
⾼

校
所

在
地

の
各

⾏
政

窓
⼝

・児
相

担
当

者
と情

報
共

有
しつ

つ
、法

テ
ラス

に
学

校
を

つ
な

い
だ

。学
校

⽣
活

を
含

む
⽣

活
全

般
に

つ
い

て
の

⽀
援

とし
て

は
、弁

護
⼠

の
助

⾔
に

基
づ

き
⼿

続
き

を
進

め
、⽣

保
受

給
、⾼

校
へ

の
在

学
継

続
、未

成
年

後
⾒

⼈
制

度
の

利
⽤

、卒
業

後
の

⽅
向

性
や

⾏
政

の
⽀

援
先

等
を

確
認

し、
学

校
内

の
対

応
に

つ
い

て
は

、管
理

職
、担

任
、舎

監
等

関
係

教
職

員
で

の
連

携
した

⽀
援

に
つ

い
て

確
認

した
。 

①
貧

困
対

策
、

②
児

童
虐

待
、

⑦
発

達
障

害
等

に
関

す
る

問
題

、
養

⼦
縁

組
解

消

実
⽗

は
⾏

⽅
不

明
、実

⺟
は

精
神

疾
患

で
⻑

期
⼊

院
中

。
実

⺟
の

再
婚

相
⼿

と養
親

組
して

お
り、

養
⽗

家
族

と同
居

し
て

い
た

が
折

り
合

い
が

悪
く養

⼦
縁

組
解

消
と

な
った

。 

実
⺟

は
⽣

活
保

護
受

給
し

⻑
期

⼊
院

中
の

た
め

、
養

⼦
縁

組
解

消
に

よ
り

⽣
活

拠
点

・経
済

的
基

盤
を

喪
失

した
。 

法
テ

ラス
、⽣

活
保

護
受

給
、

未
成

年
後

⾒
制

度
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⾹
川

県
教

委
【事

例
１

】 

進
路

保
障

、⾃
⽴

を
⽬

指
した

活
⽤

事
例

（
①

貧
困

対
策

）
⾃

傷
⾏

為
を

⾏
う中

学
⽣

⼥
⼦

⽣
徒

へ
の

対
応

を
教

職
員

が
⾏

って
い

た
中

で
、⽣

徒
の

悩
み

の
中

に
経

済
的

な
課

題
が

うか
が

え
た

た
め

、学
校

か
らＳ

Ｓ
Ｗ

に
相

談
が

あ
った

。⽣
活

保
護

受
給

家
庭

で
あ

り、
⺟

親
が

メン
タル

⾯
の

課
題

も
抱

え
て

い
た

た
め

、Ｓ
Ｓ

Ｗ
と共

に
ケ

ー
ス

会
議

を
開

催
し、

進
路

保
障

と⾃
傷

⾏
為

へ
の

対
応

を
並

⾏
して

進
め

て
い

くこ
とを

決
め

た
。ま

ず
、学

校
が

両
親

と共
に

、⽣
徒

の
進

路
の

⽅
向

性
を

確
認

し、
進

学
に

向
け

た
準

備
を

進
め

て
い

くこ
とを

共
通

理
解

す
る

こと
が

で
き

た
。ま

た
、進

学
に

向
け

て
の

社
会

福
祉

制
度

等
の

確
認

を
家

庭
と学

校
が

共
に

⾏
って

い
くこ

とと
な

った
。そ

して
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

の
両

親
の

了
解

を
取

り、
⽣

活
保

護
担

当
者

と学
校

が
関

係
者

会
議

を
⾏

い
、家

庭
へ

の
⽀

援
内

容
や

進
学

に
向

け
て

の
準

備
を

具
体

的
に

確
認

し、
⽣

徒
本

⼈
も

交
え

て
社

会
福

祉
制

度
も

含
め

た
説

明
を

⾏
い

、進
路

に
関

して
、⽣

徒
⾃

⾝
も

⾒
通

しを
も

って
取

り組
め

る
よ

うに
な

った
。家

庭
も

進
路

に
向

け
て

積
極

的
に

関
わ

りを
も

って
くれ

る
よ

うに
な

り、
⽣

徒
の

⾃
傷

⾏
為

の
回

数
も

減
って

き
た

。 

①
貧

困
対

策
 

⺟
親

が
メ

ン
タ

ル
⾯

で
の

課
題

本
⼈

の
⾃

傷
⾏

為
、

経
済

的
問

題
（

⽣
活

保
護

受
給

）
、進

路
の

悩
み

 

本
⼈

の
進

学
希

望
を

共
有

、
⽣

活
保

護
担

当
者

も
交

え
た

会
議

で
利

⽤
で

き
る

福
祉

制
度

の
に

つ
い

て
知

り、
進

路
の

⾒
通

し
が

⽴
った

。家
族

の
⽀

え
も

得
られ

て
⾃

傷
⾏

為
も

減
少

。 

愛
媛

県
教

委
【事

例
１

】 

不
登

校
傾

向
に

あ
る

児
童

本
⼈

お
よ

び
家

族
⽀

援
の

活
⽤

事
例

（
①

貧
困

対
策

、④
不

登
校

）
 

⼩
６

⼥
⼦

児
童

は
不

登
校

傾
向

に
あ

り、
登

校
して

も
保

健
室

で
過

ご
す

こと
が

多
い

。⽗
親

は
出

張
が

多
く家

族
との

関
わ

りは
少

な
い

が
、本

児
の

⽀
援

や
理

解
は

⺟
親

よ
りも

冷
静

に
で

き
る

。⺟
親

は
精

神
的

に
不

安
定

で
本

児
へ

の
関

わ
りが

極
め

て
少

な
く、

学
校

に
対

して
拒

否
反

応
が

強
い

た
め

、連
絡

は
⽗

親
とと

って
い

る
。本

児
へ

の
対

応
は

、Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

⽗
親

と⾯
談

し、
本

児
の

状
況

や
⽀

援
に

つ
い

て
話

し合
い

を
⾏

った
。本

児
は

⽣
活

リズ
ム

が
乱

れ
、昼

夜
逆

転
⽣

活
を

送
って

い
る

こと
か

ら、
ま

ず
、⽣

活
リ

ズ
ム

を
取

り戻
す

こと
を

最
優

先
とし

、適
応

指
導

教
室

へ
の

通
室

を
助

⾔
した

とこ
ろ

、通
室

で
き

る
よ

うに
な

った
。そ

の
後

も
引

き
続

き
、両

親
、本

児
へ

の
⽀

援
を

継
続

す
る

とと
も

に
、学

校
、学

級
担

任
を

は
じめ

、関
係

者
と連

携
・協

⼒
しな

が
ら粘

り強
く⽀

援
を

⾏
った

。ま
た

、⽗
親

との
⾯

談
時

に
、⽗

親
の

精
神

的
負

担
、⺟

親
の

精
神

的
不

安
定

、本
児

の
性

格
的

特
徴

な
どを

鑑
み

、医
療

機
関

へ
の

受
診

に
つ

い
て

説
明

した
とこ

ろ
理

解
を

得
る

こと
が

で
き

、医
療

機
関

の
受

診
に

つ
な

げ
る

こと
が

で
き

た
。 

①
貧

困
対

策
、

④
不

登
校

 

⽗
親

は
出

張
が

多
く家

族
と

の
か

か
わ

り
は

少
な

い
。⺟

親
は

精
神

的
に

不
安

定
で

本
児

へ
の

関
わ

りが
極

め
て

少
な

く学
校

に
拒

否
反

応
が

強
い

。 

不
登

校
、

保
健

室
登

校
。

昼
夜

逆
転

⽣
活

。 

適
応

指
導

教
室

を
紹

介
し

通
室

が
で

き
る

よ
うに

な
った

。ま
た

（
本

児
の

︖
）

医
療

機
関

の
受

診
に

つ
な

げ
る

こ
と

が
で

き
た

。 

福
岡

県
教

委
【事

例
３

】 

（
１

）
対

応
ケ

ー
ス

の
概

要
・両

親
の

離
婚

に
よ

り、
⽣

活
が

不
安

定
とな

った
。経

済
⾯

の
不

安
や

⽗
親

か
らの

Ｄ
Ｖ

か
ら⺟

親
が

精
神

的
に

不
安

定
とな

った
。相

談
相

⼿
に

な
って

い
た

次
男

は
⺟

親
が

⼼
配

で
登

校
で

き
ず

、三
男

は
家

の
中

の
様

⼦
を

⾒
て

精
神

的
に

不
安

定
とな

り登
校

で
き

な
い

。（
２

）
取

組
経

過
≪学

校
の

取
り組

み
≫・

⼩
中

合
同

で
、関

係
機

関
・専

⾨
ス

タッ
フ

を
含

め
ケ

ー
ス

会
議

を
実

施
した

。（
警

察
Ｏ

Ｂ
で

あ
る

⽣
徒

指
導

⽀
援

ス
タッ

フが
⽗

親
の

Ｄ
Ｖ

に
つ

い
て

の
対

応
、⺟

親
と次

男
は

病
院

を
受

診
、三

男
は

Ｓ
Ｃ

が
⾯

談
し病

院
の

受
診

を
促

す
）

≪Ｓ
Ｓ

Ｗ
の

取
り組

み
≫・

⺟
親

と関
係

機
関

を
繋

ぎ
、⽣

活
保

護
が

受
給

で
き

る
よ

うに
な

った
。（

３
）

効
果

的
だ

った
と思

わ
れ

る
⽀

援
の

ポ
イン

ト・
⼩

中
合

同
で

ケ
ー

ス
会

議
を

⾏
った

こと
で

、情
報

共
有

か
ら役

割
分

担
が

で
き

、⽀
援

の
⽅

向
を

確
認

す
る

こと
が

で
き

た
。（

４
）

成
果

と課
題

≪成
果

≫・
実

務
者

会
議

や
専

⾨
ス

タッ
フミ

ー
テ

ィン
グ

を
定

期
的

に
⾏

い
、⽀

援
状

況
に

変
化

が
⾒

られ
た

とき
に

、容
易

に
連

携
が

で
き

た
。≪

課
題

≫・
⻑

男
も

⼀
時

通
学

が
難

しく
な

った
た

め
、⻑

男
が

通
う⾼

校
との

連
携

が
必

要
で

あ
る

。 

⑨
ヤ

ン
グ

ケ
ア

ラー
両

親
の

離
婚

、
⽗

か
ら

の
D

V
か

ら
⺟

親
が

精
神

的
に

不
安

定
に

な
った

。 

次
男

は
⺟

親
が

⼼
配

で
登

校
で

き
な

い
、三

男
も

精
神

的
に

不
安

定
に

な
り登

校
で

き
な

い
。 

⼩
中

合
同

で
ケ

ー
ス

会
議

を
実

施
し

、⺟
と次

男
は

病
院

を
受

診
、三

男
に

も
SC

か
ら受

診
を

促
し

た
。世

帯
は

⽣
活

保
護

受
給

。 

佐
賀

県
教

委
【事

例
１

】 

家
庭

環
境

改
善

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
①

貧
困

対
策

、②
児

童
虐

待
）

⼩
学

校
⼊

学
時

よ
り忘

れ
物

が
多

か
った

り、
遅

刻
を

繰
り返

した
りし

て
い

た
。ま

た
、⺟

親
は

登
校

時
間

帯
に

寝
て

い
る

こと
が

多
く、

朝
ご

は
ん

を
⾷

べ
て

こな
い

た
め

顔
⾊

が
悪

い
。児

童
が

養
護

教
諭

に
「⺟

親
に

叩
か

れ
た

。」
と訴

え
た

の
で

、⺟
親

に
事

情
を

確
認

した
とこ

ろ
、⺟

親
は

「⽣
活

に
⾏

き
詰

ま
り、

か
っと

な
って

しま
った

。」
と話

を
した

。学
校

、Ｓ
Ｓ

Ｗ
、児

童
相

談
所

職
員

、福
祉

課
担

当
者

で
、⽀

援
会

議
を

⾏
った

とこ
ろ

、以
前

か
ら福

祉
課

が
⽀

援
を

して
い

た
家

庭
で

あ
る

こと
が

分
か

った
。学

校
を

介
して

Ｓ
Ｓ

Ｗ
を

⺟
親

に
紹

介
し⾯

談
を

⾏
った

とこ
ろ

、
精

神
科

へ
の

通
院

歴
が

あ
った

こと
が

分
か

り、
⺟

親
の

精
神

的
な

安
定

を
図

る
た

め
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

が
定

期
的

に
⾯

談
を

す
る

⽅
針

を
と

る
こと

に
した

。ま
た

、家
庭

の
都

合
で

転
学

を
す

る
こと

が
決

ま
って

い
た

が
、⺟

親
の

精
神

状
態

が
不

安
定

で
あ

った
た

め
、転

学
先

の
学

校
へ

現
在

の
家

庭
状

況
を

説
明

した
り、

転
居

先
の

福
祉

課
へ

引
き

継
ぐた

め
の

準
備

を
進

め
た

りす
る

⽀
援

を
⾏

った
結

果
、

児
童

は
、転

学
先

の
学

校
で

落
ち

着
い

た
学

校
⽣

活
を

送
る

こと
が

で
き

て
い

る
。 

①
貧

困
対

策
、

②
児

童
虐

待
 

⺟
に

精
神

科
通

院
歴

が
あ

り、
精

神
的

に
不

安
定

 

⺟
が

登
校

時
間

帯
に

寝
て

お
り

、
児

童
は

朝
⾷

⽋
⾷

、遅
刻

、忘
れ

物
が

多
か

っ
た

。
児

童
へ

の
体

罰
あ

り。
 

学
校

、
相

談
所

、
SS

W
、

福
祉

課
（

⽣
活

保
護

︖
）

で
会

議
。S

SW
が

⺟
と定

期
⾯

談
し

⺟
の

安
定

を
図

る
。転

学
予

定
で

あ
った

の
で

、
転

学
先

に
適

切
に

引
き

継
ぎ

し
、児

童
は

落
ち

着
い

た
⽣

活
を

送
った

。 



－70－ 

 

 

札
幌

市
教

委
【事

例
１

】 

保
護

者
の

エ
ン

パ
ワ

メン
トと

医
療

と学
校

に
よ

る
連

携
展

開
の

活
⽤

事
例

（
①

家
庭

環
境

の
問

題
、⑦

発
達

障
が

い
）

本
児

は
⼩

学
校

5
年

⽣
。発

達
障

が
い

を
も

ち
強

い
衝

動
性

を
⽰

す
た

め
特

別
⽀

援
級

に
通

学
して

い
る

。ま
た

定
期

的
に

通
院

を
続

け
て

い
る

。⺟
親

は
Ｄ

Ｖ
が

原
因

で
数

年
前

に
離

婚
し、

現
在

⽣
活

保
護

を
受

給
し本

児
と⼆

⼈
暮

らし
で

あ
る

。本
児

の
登

校
時

刻
は

ま
ち

ま
ち

で
そ

れ
に

合
わ

せ
て

⺟
親

が
同

伴
して

き
た

。⺟
親

に
ひ

どく
疲

れ
た

様
⼦

が
⾒

られ
、⼩

学
校

よ
り⺟

親
へ

の
⽀

援
を

⽬
的

に
Ｓ

Ｓ
Ｗ

派
遣

要
請

が
あ

った
。⾯

接
に

よ
り⺟

親
か

ら不
眠

、不
安

、焦
燥

感
に

苛
ま

れ
る

毎
⽇

で
あ

る
こと

が
語

られ
る

。本
児

の
将

来
に

⾒
通

しが
⽴

た
な

い
こと

で
、帰

宅
後

本
児

と激
しい

喧
嘩

とな
り⾃

⼰
嫌

悪
に

陥
って

い
る

こと
が

明
らか

とな
った

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
は

⺟
親

に
メン

タル
クリ

ニ
ック

の
受

診
を

勧
め

、本
児

の
通

院
先

の
精

神
保

健
福

祉
⼠

に
も

相
談

した
結

果
、ペ

ア
レ

ン
トメ

ン
ター

の
活

⽤
に

⾄
った

。⺟
親

は
そ

れ
らの

活
⽤

に
よ

って
徐

々
に

元
気

を
回

復
し、

本
児

の
⾏

動
に

冷
静

な
対

応
が

出
来

る
よ

うに
な

り始
め

る
。Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
定

期
的

に
⺟

親
と⽀

持
的

⾯
談

を
繰

り返
した

。⺟
親

の
了

承
の

下
、医

療
的

協
⼒

に
よ

り徐
々

に
元

気
を

取
り戻

して
い

る
こと

を
学

校
側

に
伝

え
、学

校
の

意
⾒

も
医

療
側

に
伝

達
した

。⾯
談

を
繰

り返
す

中
で

⺟
親

は
学

校
に

対
して

も
要

望
が

あ
る

こと
が

判
明

す
る

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
同

席
の

うえ
で

教
員

と⾯
談

。本
児

単
独

で
の

通
学

に
よ

り⺟
親

が
余

裕
を

持
って

クリ
ニ

ック
に

受
診

し
た

い
こと

、い
つ

か
は

通
常

級
を

希
望

し
て

い
る

等
の

話
が

出
され

た
。Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
これ

らを
医

療
機

関
に

情
報

提
供

し、
医

療
、教

育
の

そ
れ

ぞ
れ

の
考

え
⽅

が
理

解
され

つ
つ

あ
る

。⺟
親

は
更

に
⼒

を
取

り戻
して

き
て

お
り、

20
19

年
度

は
⺟

親
・

本
児

を
含

む
他

職
種

に
よ

る
今

後
の

本
児

へ
の

⽀
援

会
議

が
検

討
され

る
こと

とな
って

い
る

。 

①
家

庭
環

境
の

問
題

、
⑦

発
達

障
が

い
 

D
V

が
原

因
で

離
婚

し
⽣

活
保

護
受

給
中

、
不

眠
・不

安
・

焦
燥

感
 

本
児

が
発

達
障

害
を

も
ち

強
い

衝
動

性
を

⽰
す

た
め

に
特

別
⽀

援
級

に
通

級
中

、⺟
が

登
校

時
付

き
添

い
。

将
来

の
⾒

通
し

が
⽴

た
ず

不
安

。 

SS
W

が
⺟

と⾯
談

、⺟
の

クリ
ニ

ック
受

診
を

勧
め

、
本

児
の

通
院

先
の

ペ
ア

レ
ン

ト
メン

ター
を

活
⽤

。学
校

に
も

本
児

単
独

で
の

通
学

や
通

常
級

へ
の

転
籍

に
つ

い
て

の
希

望
を

表
明

で
き

る
よ

うに
な

った
。 

さい
た

ま
市

教
委

【事
例

１
】 

不
登

校
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

④
不

登
校

、⑦
そ

の
他

）
Ａ

は
⼩

学
⽣

で
、不

安
障

害
と診

断
され

て
お

り不
登

校
。他

の
兄

弟
も

登
校

しぶ
りや

不
登

校
状

態
。⺟

⼦
家

庭
で

、⺟
は

精
神

疾
患

が
あ

り、
ほ

とん
どの

家
事

を
担

うこ
とが

で
き

ず
、⼦

ども
た

ち
が

⾷
事

を
作

る
こと

も
あ

った
。不

登
校

の
理

由
は

不
明

だ
が

、集
団

が
苦

⼿
で

忘
れ

物
が

多
い

様
⼦

だ
った

。Ａ
は

兄
弟

と喧
嘩

を
して

、
⾃

分
の

⾸
を

絞
め

る
⾏

動
も

あ
った

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

訪
問

⽀
援

を
開

始
し、

⺟
や

Ａ
と会

え
る

よ
うに

な
り関

係
性

を
構

築
。⺟

に
⾷

材
宅

配
サ

ー
ビス

を
紹

介
した

り、
Ａ

の
受

診
す

る
病

院
とも

情
報

の
共

有
を

図
った

りし
た

。集
団

が
苦

⼿
と話

す
Ａ

の
た

め
に

Ｓ
Ｓ

Ｗ
は

教
育

相
談

室
を

紹
介

し、
Ａ

は
週

１
回

程
度

来
室

が
で

き
る

よ
うに

な
った

。ま
た

、他
の

兄
弟

に
関

して
も

学
習

⽀
援

の
⺠

間
団

体
を

紹
介

し、
訪

問
⽀

援
を

して
も

らえ
る

よ
うに

な
り、

⽀
援

体
制

を
構

築
した

。 

④
不

登
校

、
⑦

その
他

 

⺟
⼦

世
帯

、精
神

疾
患

が
あ

る
。 

⺟
は

家
事

を
担

え
ず

⼦
ど

も
た

ち
が

⾷
事

を
作

る
。本

児
も

不
登

校
、不

安
障

害
。集

団
が

苦
⼿

で
忘

れ
物

が
多

い
。 

SS
W

が
家

庭
訪

問
⽀

援
を

⾏
い

、⾷
材

宅
配

サ
ー

ビ
ス

の
紹

介
、A

の
受

診
先

との
情

報
共

有
。A

は
教

育
相

談
室

に
週

1
回

程
度

通
所

開
始

。き
ょう

だ
い

へ
は

学
習

⽀
援

団
体

の
訪

問
⽀

援
体

制
を

構
築

。 
千

葉
市

教
委

【事
例

１
】 

家
庭

環
境

改
善

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
①

貧
困

対
策

、②
児

童
虐

待
）

(1
)家

庭
環

境
及

び
本

⼈
・家

族
の

状
況

中
学

の
妹

と⾼
校

の
兄

、⺟
親

の
３

⼈
家

庭
。ア

パ
ー

トの
廊

下
ま

で
あ

ふ
れ

る
ほ

ど、
家

が
ご

み
屋

敷
状

態
に

な
って

お
り、

流
しや

⾵
呂

が
使

⽤
で

き
な

い
。妹

は
ス

ポ
ー

ツ
クラ

ブ
に

⼊
会

し、
クラ

ブ
で

⼊
浴

。兄
は

⾼
校

の
部

室
に

あ
る

シ
ャワ

ー
で

⼊
浴

し帰
宅

して
い

る
。⾷

事
に

関
して

は
⺟

親
が

調
理

した
⾷

事
を

⾷
べ

る
こと

が
な

い
。妹

は
⾼

校
受

験
を

控
え

て
い

る
が

、⾃
宅

で
は

学
習

が
で

き
な

い
た

め
、ス

ー
パ

ー
の

イー
トイ

ンス
ペ

ー
ス

を
利

⽤
して

学
習

して
い

る
。⺟

親
は

精
神

疾
患

が
あ

る
が

、継
続

的
な

受
診

が
で

き
ず

、就
労

に
つ

い
て

も
意

欲
が

あ
ま

りな
い

。ゴ
ミ屋

敷
に

つ
い

て
、気

に
は

して
い

る
が

、ど
うし

て
い

い
か

わ
か

らな
い

と⾔
って

、具
体

的
な

⾏
動

が
とれ

な
い

。(
2)

Ｓ
Ｓ

Ｗ
の

⽀
援

（
ケ

ー
ス

会
議

の
も

と、
⻑

期
⽬

標
・短

期
⽬

標
・関

係
機

関
の

役
割

分
担

を
確

認
）

・兄
妹

の
学

習
と⽣

活
の

場
所

を
⾒

つ
け

紹
介

で
き

る
よ

うに
す

る
。進

学
に

向
け

て
の

学
習

⽀
援

と経
済

的
⽀

援
の

確
認

。・
⺟

親
の

精
神

的
な

安
定

の
た

め
、継

続
的

な
受

診
が

で
き

る
よ

うな
⼿

⽴
て

を
検

討
す

る
。・

ゴ
ミ屋

敷
の

解
消

の
た

め
、関

係
機

関
に

働
き

か
け

る
。(

3)
経

過
・Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
⼈

の
⽀

援
で

、⺟
親

の
医

療
機

関
の

受
診

が
⾏

わ
れ

る
よ

うに
な

り、
精

神
的

に
安

定
す

る
よ

うに
な

っ
た

。・
⽣

活
⽀

援
サ

ー
ビス

に
依

頼
し、

徐
々

に
ゴ

ミを
撤

去
し⽣

活
環

境
も

少
しず

つ
改

善
され

た
。 

①
貧

困
対

策
、

②
児

童
虐

待
 

⺟
⼦

世
帯

、⺟
に

精
神

疾
患

あ
る

が
継

続
受

診
が

で
き

な
い

。 

家
が

ゴ
ミ屋

敷
で

⾃
宅

⼊
浴

が
で

き
な

い
、

調
理

が
で

き
な

い
。 

SS
W

が
関

係
機

関
と連

絡
調

整
、N

PO
法

⼈
の

⽀
援

を
活

⽤
し、

⺟
の

医
療

機
関

の
受

診
に

つ
な

が
り精

神
的

に
安

定
。

⽣
活

⽀
援

サ
ー

ビ
ス

を
利

⽤
し

、徐
々

に
ご

み
の

撤
去

、⽣
活

環
境

の
改

善
に

つ
な

が
っ

た
。 
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川
崎

市
教

委
【事

例
１

】 

家
庭

環
境

の
調

整
が

必
要

な
児

童
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

②
児

童
虐

待
、④

不
登

校
）

両
親

とも
に

病
気

が
ち

で
、⽋

席
や

遅
刻

が
多

い
低

学
年

児
童

。⺟
は

うつ
症

状
、⽗

は
脳

梗
塞

の
後

遺
症

が
あ

り、
児

童
の

世
話

や
登

校
刺

激
が

⼗
分

に
で

き
な

い
家

庭
で

あ
る

。⺟
は

体
調

が
悪

い
と朝

起
き

られ
ず

、本
児

の
登

校
も

困
難

に
な

りが
ち

だ
った

。ス
クー

ル
ソ

ー
シ

ャル
ワ

ー
カー

は
学

校
に

調
整

し
て

も
らい

家
庭

訪
問

を
重

ね
、本

児
や

保
護

者
の

困
り感

を
聞

き
な

が
ら、

関
係

を
作

って
い

くと
ころ

か
ら始

め
た

。そ
の

後
、学

校
、関

係
機

関
と連

携
して

役
割

分
担

を
⾏

い
、送

迎
ボ

ラン
テ

ィア
な

ど社
会

資
源

に
つ

な
げ

⽣
活

環
境

を
調

整
した

。ま
た

、⺟
を

⽀
援

し、
労

を
ね

ぎ
らい

つ
つ

⼦
ども

へ
の

関
わ

り⽅
に

つ
い

て
ア

ドバ
イス

を
⾏

うと
とも

に
、医

療
的

な
相

談
が

で
き

る
よ

う専
⾨

機
関

に
つ

な
い

だ
。 

②
児

童
虐

待
、

④
不

登
校

 

⺟
は

うつ
症

状
⽗

は
脳

梗
塞

の
後

遺
症

あ
り

⺟
が

朝
起

き
ら

れ
ず

登
校

刺
激

が
与

え
られ

な
い

。 

送
迎

ボ
ラン

テ
ィア

、⺟
へ

の
医

療
機

関
 

新
潟

市
教

委
【事

例
１

】 

不
適

切
な

養
育

環
境

に
置

か
れ

た
，

発
達

に
課

題
が

あ
る

⽣
徒

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
①

貧
困

対
策

，
②

児
童

虐
待

，
④

不
登

校
，

⑤
暴

⼒
⾏

為
）

（
１

）
家

庭
環

境
及

び
本

⼈
・保

護
者

の
状

況
・⺟

，
兄

（
中

２
）

，
妹

（
中

１
）

の
３

⼈
家

族
。⽗

の
Ｄ

Ｖ
が

原
因

で
⽗

⺟
は

離
婚

。３
⼈

で
の

⽣
活

が
始

ま
った

頃
か

ら，
兄

妹
とも

登
校

しぶ
りが

⽬
⽴

つ
よ

うに
な

る
。⺟

は
精

神
疾

患
が

あ
り，

仕
事

も
⻑

く続
か

ず
，

収
⼊

が
不

安
定

で
あ

る
。ま

た
，

家
計

管
理

能
⼒

に
も

乏
しく

，
養

育
能

⼒
も

不
⼗

分
で

あ
る

。兄
は

Ａ
Ｄ

Ｈ
Ｄ

と診
断

され
，

受
診

中
。⺟

親
に

対
して

暴
⼒

を
ふ

る
うこ

とが
あ

る
。妹

も
Ａ

Ｄ
Ｈ

Ｄ
と診

断
され

て
い

る
。⾃

宅
は

⾐
服

や
ご

み
が

散
乱

して
い

て
，

⾜
の

踏
み

場
も

な
い

。テ
ー

ブ
ル

の
上

に
は

⾷
べ

掛
け

や
腐

った
⾷

品
が

残
って

い
る

。兄
弟

の
⾝

な
りも

不
衛

⽣
で

あ
る

。（
２

）
⽀

援
内

容
・⺟

，
兄

，
妹

とそ
れ

ぞ
れ

⾯
談

を
重

ね
，

家
庭

⽣
活

や
学

校
で

困
っ

て
い

る
こと

な
どを

確
認

。必
要

に
応

じて
，

兄
妹

の
学

級
担

任
や

児
童

相
談

所
職

員
とと

も
に

家
庭

訪
問

を
⾏

う。
・学

校
，

児
童

相
談

所
，

市
の

児
童

福
祉

及
び

障
害

福
祉

担
当

課
，

パ
ー

ソ
ナ

ル
サ

ポ
ー

トセ
ンタ

ー
等

と定
期

的
に

関
係

者
会

議
を

⾏
い

，
役

割
分

担
を

確
認

す
る

。必
要

な
時

に
素

早
く必

要
な

⽀
援

が
で

き
る

よ
うな

体
制

を
整

え
る

。・
兄

妹
が

通
院

す
る

医
療

機
関

と連
携

し，
医

学
的

所
⾒

を
関

係
者

間
で

共
有

す
る

。（
３

）
⽀

援
後

の
経

過
・ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

を
活

⽤
す

る
こと

で
，

家
庭

の
衛

⽣
⾯

に
改

善
が

⾒
られ

た
。ま

た
，

⺟
親

の
負

担
軽

減
に

つ
な

が
り，

仕
事

を
⻑

く続
け

られ
る

よ
うに

な
った

。・
兄

，
妹

とも
登

校
で

き
る

⽇
が

増
え

，
進

路
に

つ
い

て
も

考
え

られ
る

よ
うに

な
った

。 

①
貧

困
対

策
、

②
児

童
虐

待
、

④
不

登
校

、
⑤

暴
⼒

⾏
為

 

精
神

疾
患

あ
り

⺟
⼦

世
帯

 
収

⼊
不

安
定

、
家

計
管

理
能

⼒
が

乏
し

い
、ゴ

ミ屋
敷

、
⾝

辺
不

衛
⽣

、兄
の

家
庭

内
暴

⼒
 

学
級

担
任

や
児

童
相

談
所

職
員

に
よ

る
家

庭
訪

問
。⼦

ども
の

医
療

機
関

と連
携

。
障

害
福

祉
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

を
利

⽤
し、

衛
⽣

状
況

改
善

、⺟
の

負
担

軽
減

し仕
事

が
安

定
。 

静
岡

市
教

委
【事

例
１

】 

学
校

⽣
活

に
不

適
合

状
態

を
⽰

す
⽣

徒
とそ

の
家

族
へ

の
ア

ウト
リー

チ
⽀

援
（

①
貧

困
、④

不
登

校
、⑥

⾮
⾏

）
中

学
⽣

の
本

⼈
、⼩

学
⽣

の
弟

、⺟
の

⽣
活

保
護

家
庭

。精
神

疾
患

を
患

う⺟
の

不
安

定
な

⾔
動

、養
育

環
境

の
不

⼗
分

さに
よ

り、
本

⼈
は

施
設

⼊
所

体
験

が
あ

り、
家

庭
引

き
取

り後
も

社
会

的
逸

脱
⾏

動
や

不
登

校
。弟

も
登

校
しぶ

りで
、と

も
に

学
校

⽣
活

に
不

適
合

状
態

。⺟
は

学
校

に
対

して
批

判
的

で
、家

庭
と学

校
との

関
係

が
悪

化
し、

関
係

機
関

の
介

⼊
も

停
滞

して
い

た
た

め
、学

校
よ

りＳ
Ｓ

Ｗ
に

家
族

⽀
援

の
依

頼
が

あ
った

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
は

夏
季

休
業

中
を

含
め

て
家

庭
訪

問
を

随
時

実
施

し、
⺟

⼦
との

関
係

構
築

に
努

め
た

。緊
急

時
も

含
め

、不
安

定
に

な
った

⺟
か

らの
相

談
を

昼
夜

・休
祭

⽇
も

受
け

た
。ま

た
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
学

校
、児

童
相

談
所

、⽣
活

⽀
援

課
、県

警
少

年
サ

ポ
ー

トセ
ン

ター
静

岡
市

教
育

委
員

会
等

と本
家

庭
との

仲
介

調
整

を
⾏

うと
とも

に
、福

祉
総

務
課

の
学

習
意

欲
向

上
事

業
を

活
⽤

した
⺠

間
の

地
域

資
源

との
連

携
に

よ
る

⽀
援

を
本

⼈
に

勧
め

た
。学

校
に

対
して

は
、

本
⼈

と家
族

の
有

す
る

特
性

を
理

解
した

上
で

、登
校

時
の

個
別

⽀
援

、保
護

者
へ

の
連

絡
等

、真
摯

な
働

き
か

け
を

お
願

い
し、

指
導

の
⽅

向
性

の
共

通
認

識
を

図
った

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
に

よ
る

徹
底

的
な

ア
ウ

トリ
ー

チ
型

の
⽀

援
に

よ
り、

⺟
⼦

との
関

係
が

構
築

さ
れ

、家
族

全
体

の
ア

セ
ス

メン
トと

⾒
守

り⽀
援

が
拡

充
し、

⺟
の

⽣
活

態
度

と意
識

が
改

善
した

。ま
た

、本
⼈

と⺟
の

思
い

を
学

校
や

関
係

機
関

に
代

弁
・仲

介
した

こと
に

よ
り、

学
校

の
本

家
族

に
対

す
る

指
導

上
の

不
全

感
を

軽
減

で
き

、関
係

機
関

との
連

携
も

柔
軟

化
で

き
た

。 

①
貧

困
、

④
不

登
校

、
⑥

⾮
⾏

 

⺟
の

精
神

疾
患

 
⽣

活
保

護
受

給
中

。
⼦

ど
も

に
施

設
⼊

所
体

験
あ

り、
家

庭
復

帰
後

も
⾮

⾏
あ

り。
⼦

ど
も

達
不

登
校

。 

SS
W

の
⾯

談
、学

校
・児

童
相

談
所

・⽣
活

⽀
援

課
・県

警
・教

育
委

員
会

との
調

整
、

学
習

意
欲

向
上

事
業

。S
SW

と⺟
⼦

との
関

係
構

築
に

よ
り

状
況

改
善

、
連

携
も

柔
軟

化
。 
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名
古

屋
市

教
委

２
【事

例
１

】 

不
登

校
及

び
貧

困
対

策
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

①
、⑦

）
⽗

⼦
家

庭
に

お
い

て
、⽗

親
が

⼼
⾝

の
不

調
、家

事
の

負
担

感
、経

済
的

事
情

、⼦
ども

へ
の

接
し⽅

に
つ

い
て

の
不

安
を

抱
え

、⼦
ども

は
中

学
３

年
⽣

で
進

路
の

選
択

が
控

え
て

い
た

。ス
クー

ル
カウ

ン
セ

ラー
及

び
ス

クー
ル

ソ
ー

シ
ャル

ワ
ー

カー
に

よ
る

⽀
援

に
よ

り、
⽗

親
の

⼼
理

⾯
、家

庭
状

況
は

安
定

し、
⼦

ども
は

進
路

に
向

け
た

意
欲

を
持

て
る

よ
うに

な
り進

学
した

。な
ご

や
⼦

ども
応

援
委

員
会

の
職

員
が

進
学

の
た

め
の

「⼊
学

準
備

⾦
等

の
説

明
会

」を
実

施
した

際
に

相
談

の
依

頼
が

あ
った

も
の

。ス
クー

ル
カウ

ンセ
ラー

が
⽗

⼦
の

⼼
配

や
悩

み
に

つ
い

て
、特

に
⼦

ども
の

進
路

に
対

す
る

思
い

に
つ

い
て

⼼
理

⾯
か

らの
サ

ポ
ー

トを
実

施
した

。⽗
の

⼼
⾝

の
状

況
や

家
庭

環
境

に
は

ス
クー

ル
ソ

ー
シ

ャル
ワ

ー
カー

が
受

診
の

同
⾏

、福
祉

サ
ー

ビス
や

進
学

費
⽤

の
補

助
制

度
の

提
案

を
実

施
した

。 

①
貧

困
、

⑦
その

他
 

⽗
⼦

家
庭

の
⽗

親
の

⼼
⾝

の
不

調
 

⽗
の

家
事

の
負

担
感

、
経

済
的

困
窮

、進
路

の
不

安
 

受
診

同
⾏

、進
学

費
⽤

の
補

助
制

度
の

紹
介

 

堺
市

教
委

【事
例

２
】 

児
童

虐
待

、不
登

校
の

改
善

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
②

児
童

虐
待

、④
不

登
校

）
〇

担
任

が
家

庭
訪

問
した

とこ
ろ

、⽗
親

か
らア

ル
コー

ル
の

臭
い

が
す

る
、本

児
の

⾐
服

が
汚

れ
て

い
る

、家
の

中
が

乱
雑

で
あ

る
とい

った
状

況
が

把
握

され
、本

児
の

家
庭

⽣
活

が
⼼

配
で

あ
る

とＳ
Ｓ

Ｗ
に

相
談

した
。〇

担
任

か
ら相

談
を

受
け

、情
報

を
整

理
し、

学
校

の
対

応
を

検
討

す
る

場
が

必
要

で
あ

る
と判

断
した

。管
理

職
や

学
年

の
教

員
、関

係
教

員
が

集
ま

って
、早

急
に

ケ
ー

ス
会

議
の

準
備

を
す

す
め

た
。〇

１
０

⽉
、管

理
職

、担
任

、学
年

の
教

員
、養

護
教

諭
が

、第
１

回
ケ

ー
ス

会
議

を
実

施
し、

現
在

の
状

況
を

共
有

し、
今

後
の

⽀
援

に
つ

い
て

検
討

した
。〇

虐
待

通
告

に
向

け
て

、家
庭

児
童

相
談

員
と事

前
に

相
談

し、
通

告
前

、通
告

後
の

プ
ロセ

ス
を

確
認

した
。家

庭
児

童
相

談
室

と学
校

が
ス

ム
ー

ズ
に

連
携

で
き

る
よ

う準
備

した
。〇

家
庭

児
童

相
談

員
と密

に
連

携
し、

本
⼈

の
思

い
や

⽣
活

の
状

況
、祖

⺟
の

関
わ

りな
どを

伝
え

た
。⽗

親
の

⼊
院

後
は

、保
健

セ
ン

ター
の

Ｐ
Ｓ

Ｗ
（

精
神

保
健

福
祉

相
談

員
）

とも
つ

な
が

り、
本

児
の

こと
も

検
討

して
も

らえ
る

よ
う働

き
か

け
た

。併
せ

て
、本

児
の

関
わ

りや
⽀

援
に

つ
い

て
も

精
神

保
健

の
⾯

か
ら助

⾔
を

も
らい

、学
校

と⽀
援

を
検

討
、実

施
した

。〇
学

校
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

、家
庭

児
童

相
談

員
、⼦

ども
相

談
所

、病
院

、保
健

セ
ンタ

ー
の

Ｐ
Ｓ

Ｗ
、⽣

活
保

護
ケ

ー
ス

ワ
ー

カー
を

、第
２

回
ケ

ー
ス

会
議

を
実

施
し、

今
後

の
⽣

活
に

必
要

な
⽀

援
を

検
討

した
。〇

聞
き

取
りの

内
容

を
学

年
の

教
員

と検
討

す
る

。そ
れ

を
祖

⺟
や

関
係

機
関

に
伝

え
た

。〈
効

果
〉・

祖
⺟

が
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
で

あ
る

と着
⽬

し、
祖

⺟
を

⽀
援

す
る

こと
で

、⽗
親

や
本

児
の

⽣
活

が
改

善
され

た
。・

本
児

の
⽋

席
か

ら、
発

信
の

な
い

Ｓ
Ｏ

Ｓ
を

キ
ャッ

チ
し、

背
景

に
あ

る
⽣

活
問

題
の

解
決

に
向

け
Ｓ

Ｓ
Ｗ

に
つ

な
ぐ体

制
が

で
き

た
。・

拠
点

校
の

メリ
ット

を
⽣

か
し早

期
に

Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

対
応

で
き

た
こと

で
ア

セ
ス

メン
トに

基
づ

い
た

プ
ラン

の
実

⾏
が

叶
った

。・
学

校
と他

機
関

の
チ

ー
ム

対
応

を
促

進
した

。・
学

校
と関

係
機

関
が

本
児

の
思

い
や

希
望

を
⼤

切
に

して
、家

庭
全

体
の

⽀
援

を
検

討
す

る
こと

が
で

き
た

。・
本

児
が

少
しず

つ
⾃

分
の

思
い

を
話

す
よ

うに
な

り、
⾃

分
の

気
持

ち
に

⽬
を

向
け

られ
る

よ
うに

な
った

。 

②
児

童
虐

待
、

④
不

登
校

 

⽗
の

ア
ル

コ
ー

ル
問

題
 

児
童

の
⾐

服
の

汚
れ

、家
の

散
ら

か
り、

⽗
の

⼊
院

 

学
校

、S
SW

、家
庭

児
童

相
談

員
、

⼦
ど

も
相

談
所

、
病

院
、保

健
セ

ン
ター

の
PS

W
、

⽣
活

保
護

ケ
ー

ス
ワ

ー
カ

ー
。

祖
⺟

を
⽀

え
る

。 

広
島

市
教

委
【事

例
２

】 

不
登

校
の

改
善

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
④

不
登

校
⑦

そ
の

他
）

○
本

児
の

状
況

︓
⼩

学
⽣

男
⼦

（
特

別
⽀

援
学

級
）

。基
本

的
な

⽣
活

習
慣

が
整

わ
ず

、ほ
とん

ど登
校

で
き

て
い

な
い

。○
家

庭
の

状
況

︓
祖

⺟
、⺟

、本
児

の
３

⼈
家

族
。祖

⺟
、⺟

共
に

精
神

疾
患

を
患

って
い

る
。○

関
係

機
関

︓
放

課
後

等
デ

イサ
ー

ビス
、こ

ども
・家

庭
⽀

援
課

○
具

体
的

な
⽀

援
・学

校
は

、
本

児
が

保
育

園
に

ほ
とん

ど登
園

せ
ず

、⼩
学

校
⼊

学
後

も
登

校
しな

か
った

た
め

、関
係

機
関

と連
携

した
⽀

援
が

必
要

と考
え

、
Ｓ

Ｓ
Ｗ

の
派

遣
を

要
請

す
る

。・
Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
、放

課
後

等
デ

イサ
ー

ビス
、こ

ども
・家

庭
⽀

援
課

、⽣
活

課
を

交
え

た
ケ

ー
ス

会
議

を
開

催
し、

各
機

関
が

次
の

よ
うな

⽀
援

を
⾏

う。
・学

校
は

、本
児

が
登

校
しな

か
った

場
合

、家
庭

訪
問

し、
登

校
を

促
す

。・
こど

も
・家

庭
⽀

援
課

は
、⺟

に
精

神
疾

患
の

治
療

に
専

念
す

る
よ

う促
す

。・
Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
、本

児
の

通
院

に
同

⾏
した

り、
家

庭
訪

問
し

て
⺟

に
本

児
の

服
薬

状
況

を
確

認
し

た
りす

る
な

どの
⽀

援
を

⾏
う。

・本
児

は
、週

３
⽇

程
度

は
、登

校
で

き
る

よ
うに

な
り、

⺟
は

、本
児

の
服

薬
管

理
が

出
来

る
よ

うに
な

った
。 

④
不

登
校

、
⑦

その
他

 

同
居

の
祖

⺟
、

⺟
の

精
神

疾
患

、
⼦

ど
も

も
特

別
⽀

援
級

 

基
本

的
⽣

活
習

慣
が

整
わ

ず
ほ

と
ん

ど
登

校
で

き
て

い
な

い
。 

放
課

後
等

デ
イサ

ー
ビス

、⼦
ど

も
家

庭
⽀

援
課

（
⺟

の
治

療
専

念
を

助
⾔

）
、⼦

ども
の

医
療

機
関

。S
SW

が
⼦

ども
の

通
院

同
⾏

。⺟
に

本
児

の
服

薬
管

理
を

促
す

。 
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北
九

州
市

教
委

【事
例

１
】 

派
遣

型
Ｓ

Ｓ
Ｗ

の
取

り組
み

（
②

児
童

虐
待

）
【対

象
⽣

徒
】中

学
⽣

【ケ
ー

ス
の

概
要

】・
⺟

親
、本

⼈
、弟

（
⼩

学
⽣

）
の

３
⼈

世
帯

。・
本

⼈
に

元
気

が
な

か
った

た
め

担
任

が
聴

き
とり

を
⾏

った
とこ

ろ
、⽇

常
的

に
⺟

親
か

ら暴
⾔

を
受

け
て

い
る

こと
が

わ
か

った
。・

学
校

は
児

童
虐

待
と認

識
し、

児
童

相
談

所
に

通
告

。・
児

童
相

談
所

が
本

⼈
に

聴
き

取
りを

実
施

した
が

、本
⼈

は
⼀

時
保

護
され

る
こと

を
強

く拒
否

した
。【

ケ
ー

ス
の

課
題

】・
児

童
虐

待
が

あ
る

と分
か

った
も

の
の

経
過

観
察

しか
⽅

法
が

な
く不

安
が

残
って

い
る

。・
家

庭
の

状
況

が
不

明
瞭

。【
⽀

援
展

開
】①

コン
サ

ル
テ

ー
シ

ョン
・管

理
職

、担
任

、養
護

教
諭

に
本

⼈
へ

の
⾒

守
り⽅

法
に

つ
い

て
助

⾔
を

⾏
う。

・家
庭

の
状

況
に

つ
い

て
よ

り詳
しく

本
⼈

に
聴

き
取

りを
す

る
こと

を
提

案
す

る
。②

ケ
ー

ス
会

議
（

Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

学
校

に
提

案
）

・中
学

校
、⼩

学
校

の
関

係
教

員
、祖

⽗
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

が
同

席
の

会
議

を
実

施
す

る
。・

本
⼈

か
らの

話
で

、⺟
親

は
妄

想
して

い
る

か
の

よ
うな

独
り⾔

が
多

く、
家

具
を

家
の

外
に

投
げ

出
す

等
異

常
な

⾏
動

が
あ

る
こと

が
分

か
った

。
本

⼈
は

⺟
親

の
⾔

動
に

困
惑

して
い

る
が

、⽀
え

た
い

と思
って

い
る

。・
⺟

親
に

受
診

の
必

要
が

あ
る

と判
断

し、
祖

⽗
に

受
診

前
後

の
⼿

順
を

情
報

提
供

した
。学

校
も

本
⼈

らを
⽀

え
る

⽅
針

で
あ

る
こと

を
祖

⽗
に

伝
え

、協
働

体
制

を
整

備
した

。③
⺟

親
へ

医
療

の
確

保
・⺟

親
は

精
神

疾
患

の
診

断
とな

り、
医

療
保

護
⼊

院
に

⾄
る

。・
本

⼈
と弟

は
⺟

親
が

⼊
院

中
の

間
、祖

⽗
が

⾯
倒

を
み

る
こと

とな
った

。【
⽀

援
結

果
】・

⺟
親

に
必

要
な

医
療

が
確

保
され

た
。・

安
⼼

して
⽣

活
で

き
る

場
所

が
確

保
され

、本
⼈

の
表

情
は

明
る

くな
った

。 

②
児

童
虐

待
 

⺟
⼦

家
庭

、⺟
に

妄
想

の
よ

う
な

独
語

、異
常

⾏
動

あ
り 

⺟
か

ら⼦
ども

へ
の

⼼
理

的
虐

待
（

暴
⾔

）
が

あ
る

が
本

児
が

⼀
時

保
護

を
拒

否
 

⼦
ども

の
学

校
、祖

⽗
、S

SW
の

会
議

で
、祖

⽗
に

受
診

に
つ

い
て

情
報

提
供

。
⺟

が
医

療
保

護
⼊

院
、児

童
は

祖
⽗

宅
で

保
護

。 

熊
本

市
教

委
【事

例
３

】 

精
神

疾
患

の
あ

る
⺟

を
⼼

配
して

不
登

校
状

態
に

陥
って

い
る

⽣
徒

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
⑨

ヤ
ン

グ
ケ

ア
ラー

）
中

学
三

年
⽣

男
⼦

と⾼
校

⽣
の

兄
、⺟

の
三

⼈
暮

らし
。⺟

は
⾃

殺
企

図
歴

が
あ

り、
Ｓ

Ｓ
Ｗ

が
介

⼊
した

当
時

も
包

丁
を

持
ち

出
す

な
ど、

不
安

定
な

精
神

状
態

が
続

い
て

い
た

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
は

この
家

庭
の

リス
クが

⾮
常

に
⾼

い
と判

断
し

、早
急

に
ケ

ー
ス

会
議

開
催

（
学

校
、児

童
相

談
所

、⽣
活

保
護

課
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

）
を

⾏
った

。そ
の

上
で

家
庭

訪
問

を
繰

り返
し、

⺟
と⾯

談
を

重
ね

た
。そ

の
中

で
、

⺟
は

これ
ま

で
の

状
況

を
涙

な
が

らに
話

し、
改

善
した

い
とい

う強
い

意
思

が
感

じら
れ

た
。ま

た
、⽣

徒
は

、家
事

に
加

え
、⺟

の
⼤

量
服

薬
に

つ
い

て
服

薬
管

理
を

した
り、

⺟
の

⾝
辺

⾃
⽴

の
為

の
介

助
を

⾏
った

りし
て

い
る

こと
が

判
明

した
。⾃

殺
企

図
を

⾯
前

で
経

験
した

⽣
徒

は
、⺟

を
⼼

配
す

る
強

い
思

い
と、

⾃
らが

⽀
え

る
役

割
で

あ
る

とい
う責

任
感

を
も

って
い

る
よ

うに
感

じら
れ

た
。

⺟
の

精
神

的
安

定
が

⽣
徒

の
安

⼼
安

全
に

つ
な

が
る

こと
か

ら、
Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
、⺟

の
精

神
科

病
院

受
診

と服
薬

調
整

に
つ

い
て

病
院

と連
携

し⾏
った

。ま
た

、こ
れ

ま
で

の
学

校
との

関
係

不
和

に
つ

い
て

は
学

校
へ

⽣
徒

の
思

い
を

代
弁

し、
学

校
と家

庭
の

調
整

も
⾏

った
。そ

の
後

、⺟
は

精
神

保
健

福
祉

⼿
帳

を
取

得
し福

祉
サ

ー
ビス

が
導

⼊
され

た
こと

で
家

庭
環

境
が

改
善

し、
⽣

徒
は

安
⼼

して
登

校
で

き
る

よ
うに

な
った

 

⑨
ヤ

ン
グ

ケ
ア

ラー
精

神
疾

患
の

あ
る

⺟
、⾃

殺
企

図
歴

あ
り 

⺟
が

包
丁

を
持

ち
出

し
た

り⼤
量

服
薬

を
す

る
。

服
薬

管
理

や
家

事
、⺟

の
介

助
を

⽣
徒

が
担

当
。

不
登

校
状

態
 

SS
W

が
⺟

の
精

神
科

受
診

と
服

薬
調

整
を

病
院

と統
制

、
学

校
と⺟

の
関

係
調

整
。⺟

の
精

神
保

健
福

祉
⼿

帳
の

取
得

、福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
導

⼊
で

家
庭

環
境

の
改

善
→

登
校

状
況

改
善

 

⼋
⼾

市
教

委
【事

例
２

】 

不
登

校
対

策
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

①
貧

困
対

策
④

不
登

校
）

⼩
学

⽣
の

Ｂ
男

は
、⺟

⼦
家

庭
の

⽣
活

保
護

世
帯

で
あ

る
。

⺟
親

は
、⼩

・中
学

校
で

不
登

校
状

態
で

あ
った

。ま
た

、複
数

の
疾

患
を

抱
え

、精
神

的
に

も
不

安
定

な
状

態
で

家
の

中
に

引
き

こも
り、

通
院

も
で

き
な

い
状

態
で

あ
った

。Ｂ
男

が
住

む
家

が
⽼

朽
化

の
た

め
夏

休
み

期
間

を
利

⽤
して

引
っ越

す
必

要
が

⽣
じ、

⼀
時

的
に

⺟
親

の
実

家
に

同
居

す
る

こと
とな

った
。そ

の
後

、学
校

に
近

い
新

居
が

決
ま

り、
引

っ越
す

こと
に

な
った

が
、⺟

親
は

引
っ越

しす
る

こと
が

で
き

ず
に

い
た

た
め

、Ｂ
男

の
不

登
校

状
態

が
⻑

く続
くこ

とに
な

った
。そ

こで
、⽣

活
福

祉
課

Ｃ
Ｗ

と学
校

とＳ
Ｓ

Ｗ
が

出
席

して
、ケ

ー
ス

会
議

を
開

催
。⽣

活
福

祉
課

Ｃ
Ｗ

が
、健

康
づ

くり
推

進
課

等
と連

携
して

⺟
親

の
通

院
の

計
画

を
⽴

て
て

⽀
援

し、
実

⺟
が

付
き

添
い

通
院

で
き

る
よ

うに
な

った
。家

庭
訪

問
等

に
よ

り、
担

任
と⺟

親
との

信
頼

関
係

が
つ

くら
れ

、Ｂ
男

の
部

分
登

校
が

始
ま

った
。Ｂ

男
は

⾃
分

の
意

思
で

修
学

旅
⾏

に
参

加
し、

その
後

、遅
刻

しな
が

らも
登

校
して

い
る

。 

①
貧

困
対

策
、

④
不

登
校

 

⺟
⼦

家
庭

の
⽣

活
保

護
世

帯
、⺟

に
複

数
の

疾
患

、不
登

校
歴

、精
神

的
に

不
安

定
 

⺟
が

引
き

こも
り。

住
宅

事
情

で
実

家
に

⼀
時

⾝
を

寄
せ

て
か

ら
、

学
校

近
くに

転
宅

が
で

き
な

くな
り

不
登

校
 

⽣
活

福
祉

課
、健

康
づ

くり
推

進
課

と
SS

W
が

連
携

し⺟
の

通
院

計
画

を
⽴

て
て

⽀
援

、祖
⺟

が
付

き
添

い
通

院
。本

⼈
の

状
況

が
改

善
し登

校
率

改
善
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宇
都

宮
市

教
委

【事
例

２
】 

養
育

⾯
，

経
済

⾯
で

の
⽀

援
が

必
要

な
家

庭
の

た
め

の
活

⽤
事

例
(①

貧
困

対
策

，
②

児
童

虐
待

・Ｄ
Ｖ

，
④

不
登

校
)⺟

⼦
家

庭
で

，
⽗

親
（

内
夫

）
は

服
役

中
で

平
成

３
１

年
３

⽉
に

出
所

予
定

で
あ

る
。⺟

親
は

，
就

労
して

い
な

い
た

め
収

⼊
は

な
く，

各
種

⼿
当

で
⽣

活
して

い
る

。ま
た

，
⺟

親
は

，
⾼

⾎
圧

，
Ｂ

型
肝

炎
，

⾃
律

神
経

失
調

症
を

患
うな

ど，
健

康
⾯

に
も

不
安

が
あ

る
。当

該
児

童
は

不
登

校
傾

向
で

別
室

登
校

し，
学

⼒
が

低
い

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
は

，
⽣

活
福

祉
課

，
保

健
師

に
繋

ぐこ
とで

経
済

的
⽀

援
と健

康
⾯

の
⽀

援
を

⾏
って

き
た

。ま
た

，
出

所
後

の
内

夫
との

接
触

を
⺟

親
は

恐
れ

て
い

る
た

め
，

⼥
性

相
談

所
に

も
つ

な
ぎ

，
内

夫
が

出
所

す
る

前
に

転
居

す
る

こと
を

勧
め

，
他

市
に

転
居

す
る

こと
とな

った
。そ

の
際

，
引

っ越
し等

の
⼿

続
き

や
⽣

活
保

護
費

等
の

受
給

⼿
続

き
⽀

援
を

⾏
い

，
無

事
に

転
居

す
る

こと
が

で
き

た
。 

①
貧

困
対

策
、

②
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

、
④

不
登

校
 

⺟
⼦

家
庭

（
内

夫
服

役
中

）
、⺟

無
職

で
収

⼊
無

し
。

⾼
⾎

圧
、

肝
炎

、⾃
律

神
経

失
調

症
 

経
済

的
⽀

援
、

⺟
の

健
康

不
安

、
出

所
後

の
内

夫
と

の
接

触
の

恐
れ

 

⼥
性

相
談

所
に

つ
な

ぎ
、転

居
⽀

援
、⽣

活
保

護
受

給
⽀

援

⾼
崎

市
教

委
【事

例
１

】 

家
庭

⽀
援

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
①

貧
困

対
策

、②
児

童
虐

待
、⑦

そ
の

他
）

本
児

の
放

課
後

の
居

場
所

が
な

く、
虐

待
が

疑
わ

れ
る

家
庭

とし
て

学
校

か
らの

依
頼

に
よ

りＳ
Ｓ

Ｗ
が

介
⼊

。両
親

の
離

婚
後

、本
児

は
登

校
して

い
る

が
家

庭
状

況
が

掴
め

な
い

、親
とは

連
絡

が
取

れ
な

い
状

況
に

あ
った

。ま
ず

、本
児

と⾯
談

を
し、

両
親

は
離

婚
後

も
同

居
を

して
い

る
が

、⾷
事

や
⼊

浴
な

どま
ま

な
らな

い
こと

、⺟
か

ら感
情

的
に

責
め

られ
る

こと
、家

の
中

が
荒

れ
て

い
る

（
窓

ガ
ラス

が
割

れ
て

い
る

、ご
み

が
散

乱
して

い
る

）
こと

等
が

分
か

った
。ま

た
、本

児
⾃

⾝
に

も
発

達
障

害
が

疑
わ

れ
た

。次
に

、キ
ー

パ
ー

ソ
ンと

な
る

⺟
⽅

祖
⺟

と⾯
談

を
し、

定
年

退
職

を
した

⺟
⽅

祖
⽗

が
多

額
の

⽣
活

資
⾦

を
出

して
い

る
こと

、⺟
親

が
精

神
疾

患
の

た
め

通
院

して
い

る
こと

、両
親

か
らの

虐
待

で
本

児
の

姉
を

引
き

取
って

い
る

こと
等

が
分

か
った

。⺟
⽅

祖
⽗

⺟
も

⺟
親

との
関

係
が

良
くな

く、
援

助
⾦

額
が

⽇
々

⾼
額

に
な

って
い

くこ
とに

困
って

い
た

。そ
こで

、障
害

福
祉

課
（

相
談

⽀
援

事
業

所
、放

課
後

等
デ

イサ
ー

ビス
）

、こ
ども

発
達

⽀
援

セ
ン

ター
と連

携
し、

放
課

後
の

居
場

所
とな

り、
軽

⾷
も

取
れ

る
放

課
後

等
デ

イサ
ー

ビス
に

通
うこ

とに
な

った
。放

課
後

等
デ

イサ
ー

ビス
の

送
迎

時
に

両
親

に
会

うこ
とは

難
しく

、両
親

に
振

り回
され

る
状

態
が

続
い

て
い

た
た

め
、こ

ども
家

庭
課

と連
携

して
ケ

ー
ス

会
議

を
開

き
、⽀

援
体

制
を

整
え

た
。ま

た
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

も
⺟

親
と⾯

談
を

す
る

中
で

信
頼

関
係

を
築

い
て

い
き

、⺟
が

本
児

の
特

性
に

つ
い

て
理

解
を

⽰
して

くれ
た

た
め

通
院

す
る

こと
に

な
った

。服
薬

を
す

る
中

で
本

児
が

落
ち

着
き

、⺟
親

、祖
⺟

も
困

った
とき

に
は

相
談

を
して

くれ
る

よ
うに

な
り、

祖
⺟

宅
で

⽣
活

す
る

姉
も

含
め

て
家

族
で

過
ご

せ
る

⽇
が

持
て

る
よ

うに
な

った
。 

①
貧

困
対

策
、

②
児

童
虐

待
、

⑦
そ

の
他

 

⺟
の

精
神

疾
患

、両
親

が
離

婚
し

て
い

る
が

同
居

 

ゴ
ミ屋

敷
、⼦

ども
の

発
達

障
害

疑
い

、
⺟

が
⼦

を
感

情
的

に
責

め
る

、
⽣

活
資

⾦
の

問
題

 

障
害

福
祉

課
、相

談
⽀

援
事

業
所

、放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

、⼦
ども

発
達

⽀
援

セ
ン

ター
と連

携
。放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
の

定
期

通
所

。S
SW

の
関

与
で

⼦
ども

の
受

診
、服

薬
治

療
に

つ
な

が
り、

⺟
や

祖
⺟

と
相

談
で

き
る

関
係

が
で

き
た

。 

川
越

市
教

委
【事

例
２

】 

保
護

者
が

不
安

定
で

養
育

が
不

⼗
分

な
児

童
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

①
貧

困
対

策
④

不
登

校
）

＜
ケ

ー
ス

の
概

要
＞

＜
概

要
＞

・⼩
学

⽣
の

兄
弟

。⺟
⼦

家
庭

。⺟
が

精
神

的
に

不
安

定
で

、午
前

中
起

き
られ

な
い

。そ
の

た
め

、毎
⽇

午
後

か
ら登

校
して

い
た

。学
⼒

が
⾝

に
つ

か
ず

、⽋
席

が
増

え
て

い
る

。・
管

理
職

と⼀
緒

に
家

庭
訪

問
。福

祉
との

関
わ

りを
拒

絶
して

い
た

⺟
だ

が
、

Ｓ
Ｓ

Ｗ
の

話
に

は
応

じた
。・

定
期

的
に

家
庭

訪
問

す
る

。家
庭

訪
問

した
際

に
は

、兄
弟

を
連

れ
て

登
校

させ
る

。・
登

校
後

、兄
弟

の
学

習
⽀

援
も

⼿
伝

い
、関

係
性

を
深

め
る

。・
粘

り強
く関

係
性

を
作

った
こと

か
ら、

⺟
、兄

弟
共

に
Ｓ

Ｓ
Ｗ

を
信

⽤
す

る
よ

う
に

な
った

。兄
弟

は
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

が
来

る
と喜

ん
で

登
校

す
る

よ
うに

な
った

。⺟
も

前
向

き
に

な
り、

早
起

き
を

⼼
掛

け
る

よ
うに

な
った

。
福

祉
へ

の
つ

な
が

りの
拒

否
も

な
くな

った
。個

別
学

習
で

学
校

へ
の

抵
抗

が
な

くな
った

こと
と、

⺟
が

早
起

き
す

る
よ

うに
な

った
こと

で
、兄

弟
の

不
登

校
が

改
善

され
た

。 

①
貧

困
対

策
、

④
不

登
校

 

⺟
⼦

家
庭

、⺟
が

精
神

的
に

不
安

定
 

⺟
が

午
前

起
き

ら
れ

ず
、毎

⽇
午

後
か

ら
登

校
。学

⼒
追

い
付

か
ず

⽋
席

増
加

 

SS
W

が
家

庭
訪

問
、⺟

が
早

起
き

を
⼼

が
け

。学
校

の
学

習
⽀

援
で

不
登

校
改

善
 

越
⾕

市
教

委
【事

例
２

】 

精
神

疾
患

を
抱

え
る

⺟
親

へ
の

⽀
援

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
④

不
登

校
）

⺟
は

うつ
病

。⺟
は

経
済

的
な

不
安

や
⽣

活
の

ス
トレ

ス
か

ら症
状

が
重

篤
に

な
った

た
め

に
家

事
も

で
き

な
くな

り、
本

児
が

不
登

校
に

な
った

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

⽣
活

保
護

受
給

の
た

め
、⽣

活
福

祉
課

に
連

絡
を

取
る

とと
も

に
福

祉
サ

ー
ビス

利
⽤

の
た

め
精

神
障

害
者

⼿
帳

取
得

に
向

け
て

障
害

福
祉

課
との

仲
介

を
⾏

っ
た

。⺟
は

病
院

へ
通

うこ
とで

精
神

が
や

や
安

定
し、

養
育

態
度

に
改

善
が

⾒
られ

て
い

る
。ま

た
、介

護
保

険
の

案
内

や
、⺟

親
の

養
育

に
関

す
る

ア
ドバ

イス
を

、家
庭

訪
問

を
通

して
⾏

った
。 

④
不

登
校

 
⺟

が
うつ

病
 

⺟
が

経
済

的
不

安
や

⽣
活

ス
ト

レ
ス

に
よ

り家
事

が
で

き
な

くな
り⼦

ども
が

不
登

校
に

 

⽣
活

保
護

受
給

、精
神

障
害

者
保

健
福

祉
⼿

帳
の

取
得

の
促

し
。⺟

の
通

院
が

安
定

し
養

育
態

度
も

改
善

、介
護

保
険

の
情

報
提

供
も
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柏
市

教
委

【事
例

１
】 

不
登

校
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

①
貧

困
対

策
︔

家
庭

環
境

の
問

題
，

福
祉

機
関

との
連

携
④

不
登

校
⑦

その
他

︔
⼼

⾝
の

健
康

・保
健

に
関

す
る

問
題

）
（

１
）

概
要

中
学

３
年

⽣
の

Ａ
は

，
友

⼈
との

トラ
ブ

ル
を

き
っか

け
に

中
学

２
年

⽣
の

２
学

期
よ

り
不

登
校

とな
る

。ひ
とり

親
家

庭
で

，
⽣

活
保

護
受

給
。⺟

に
は

メン
タル

不
調

が
あ

り，
家

庭
⽣

活
が

安
定

しな
い

。児
は

，
⾃

傷
⾏

為
を

繰
り返

し，
夜

間
徘

徊
や

Ｓ
Ｎ

Ｓ
で

知
り合

った
異

性
と会

うこ
とが

あ
った

。学
習

意
欲

が
低

く，
進

路
に

つ
い

て
の

⽬
標

が
な

か
な

か
持

て
ず

に
い

た
。（

２
）

⽀
援

内
容

・校
内

で
の

居
場

所
の

確
保

，
個

別
の

学
習

⽀
援

・⽣
活

保
護

の
担

当
ケ

ー
ス

ワ
ー

カー
か

ら具
体

的
な

⾼
校

進
学

へ
向

け
た

費
⽤

等
の

提
⽰

，
⺟

の
就

労
⽀

援
・主

治
医

との
情

報
共

有
，

主
治

医
か

らの
指

導
・助

⾔
・Ｓ

Ｓ
Ｗ

に
よ

る
⾼

等
学

校
の

進
路

説
明

会
へ

の
同

⾏
（

３
）

改
善

状
況

・課
題

児
本

⼈
が

家
庭

の
経

済
状

況
に

不
安

を
抱

え
て

い
た

が
，

⽣
活

保
護

担
当

ケ
ー

ス
ワ

ー
カー

か
ら具

体
的

な
⾦

額
等

を
⽰

され
た

こと
で

，
⾼

校
へ

の
進

学
を

考
え

る
よ

うに
な

った
。ま

た
，

教
室

以
外

の
居

場
所

が
校

内
に

確
保

で
き

た
こと

で
，

登
校

⽇
数

が
増

え
，

徐
々

に
学

習
を

す
る

よ
うに

な
って

い
った

。併
せ

て
，

医
療

に
つ

な
が

った
こと

で
，

精
神

的
な

不
調

は
改

善
傾

向
に

な
った

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
との

関
係

が
作

られ
た

こと
で

，
困

った
とき

，
苦

しい
時

の
Ｓ

Ｏ
Ｓ

が
出

せ
る

よ
うに

な
り，

⾃
傷

⾏
為

は
な

くな
って

い
った

。進
路

説
明

会
を

き
っか

け
に

志
望

校
を

決
定

し，
志

望
校

へ
の

進
学

が
で

き
た

。 

①
貧

困
対

策
︓

家
庭

環
境

の
問

題
、

福
祉

機
関

と
の

連
携

、
④

不
登

校
⑦

そ
の

他
︓

⼼
⾝

の
健

康
・

保
健

に
関

す
る

問
題

 

⺟
⼦

家
庭

、⽣
活

保
護

受
給

、
⺟

に
メ

ン
タ

ル
不

調
 

⼦
供

の
⾃

傷
⾏

為
、夜

間
徘

徊
、

異
性

交
遊

、
学

習
意

欲
が

低
く進

路
定

ま
らず

 

⺟
へ

の
就

労
⽀

援
、

⽣
徒

が
医

療
に

つ
な

が
り、

主
治

医
との

情
報

共
有

、学
校

で
の

学
習

⽀
援

、⽣
活

保
護

ケ
ー

ス
ワ

ー
カー

か
ら費

⽤
の

提
⽰

。 

⼋
王

⼦
市

教
委

【事
例

2】
 

不
登

校
対

策
の

た
め

の
活

⽤
事

例
(④

不
登

校
)《

家
庭

環
境

》⺟
と本

児
の

⺟
⼦

家
庭

。⺟
に

は
精

神
疾

患
が

あ
り、

働
くこ

とが
で

き
ず

⽣
活

保
護

受
給

中
。《

本
児

の
状

況
》本

児
は

不
安

感
が

強
く⼩

学
校

⼊
学

時
か

ら登
校

しぶ
りが

あ
り、

⺟
親

が
常

に
送

迎
して

い
た

。そ
の

後
、⼩

学
校

低
学

年
で

知
的

固
定

級
に

転
籍

した
が

、そ
れ

で
も

登
校

は
年

々
難

しく
な

り、
登

校
以

外
の

外
出

も
で

き
な

くな
って

い
た

。《
⽀

援
とそ

の
結

果
》Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
担

当
者

の
変

更
が

あ
った

も
の

の
、介

⼊
し

た
⼩

４
か

ら現
在

に
⾄

る
ま

で
、本

児
が

好
き

な
ゲ

ー
ム

を
き

っか
け

とし
て

関
係

作
りを

⾏
い

、外
出

機
会

を
確

保
す

る
た

め
に

、訪
問

時
に

は
近

くの
公

園
ま

で
散

歩
す

る
こと

が
パ

ター
ン化

す
る

よ
うに

⽀
援

を
⾏

って
き

た
。し

か
し、

登
校

に
関

して
は

、中
学

校
⼊

学
後

の
環

境
の

変
化

か
ら⼀

層
難

しく
な

り、
⼊

学
時

の
⾯

談
で

⼀
度

登
校

した
き

りに
な

って
い

た
。学

年
が

上
が

り、
担

任
や

⽣
活

保
護

の
担

当
者

が
変

更
と

な
った

こと
を

機
に

、１
年

後
の

進
路

検
討

時
期

を
視

野
に

⼊
れ

た
⺟

⼦
へ

の
⽀

援
体

制
強

化
を

⽬
的

とし
、関

係
機

関
との

連
携

を
強

め
て

い
った

。担
任

とは
こま

め
に

連
絡

を
取

り合
い

、⼀
緒

に
家

庭
訪

問
を

続
け

る
こと

で
、担

任
と⺟

⼦
との

関
係

づ
くり

を
丁

寧
に

⾏
った

。ま
た

、公
的

機
関

に
苦

⼿
意

識
が

あ
り諸

⼿
続

き
が

滞
りが

ち
な

⺟
に

対
して

は
、⽣

活
保

護
担

当
者

と連
絡

を
取

り
合

い
、「

必
要

な
⼿

続
き

の
説

明
や

促
し」

は
⽣

活
保

護
担

当
者

が
、「

⺟
に

同
⾏

して
⼿

続
き

の
サ

ポ
ー

ト」
を

Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

⾏
うな

ど、
⽀

援
・役

割
を

分
担

した
。そ

の
結

果
、⾏

政
の

⼿
続

き
に

つ
い

て
の

⺟
の

不
安

感
が

徐
々

に
和

らぎ
、⺟

親
の

気
持

ち
が

本
児

の
登

校
⽀

援
に

向
くよ

うに
な

って
い

った
。こ

うし
た

中
、対

応
の

柔
らか

な
担

任
に

対
して

、⺟
⼦

とも
に

徐
々

に
⼼

を
開

い
て

い
き

、
⺟

⼦
が

感
じて

い
た

「学
校

に
は

あ
の

先
⽣

が
い

る
か

ら安
⼼

して
い

られ
る

」と
、登

校
へ

の
ハ

ー
ドル

が
低

くな
った

こと
で

、Ｓ
Ｓ

Ｗ
と

の
散

歩
の

⼀
環

で
学

校
ま

で
⾜

を
向

け
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
な

った
。そ

の
後

数
回

、学
校

ま
で

の
散

歩
を

続
け

る
うち

に
、本

児
は

教
室

で
担

任
と⾯

談
が

で
き

、そ
れ

を
き

っか
け

に
⽉

１
回

１
時

間
程

度
、授

業
に

も
参

加
で

き
る

よ
うに

な
った

。今
後

も
引

き
続

き
、担

任
や

⽣
活

保
護

担
当

者
と連

携
し、

本
児

の
中

学
校

卒
業

後
の

進
路

に
向

け
た

取
り組

み
を

⽀
援

して
い

く予
定

で
あ

る
。 

④
不

登
校

 
⺟

⼦
家

庭
、⺟

に
精

神
疾

患
あ

り
、

無
職

、
⽣

活
保

護
受

給
中

 

登
校

渋
り（

⺟
が

送
迎

）
 

⽣
活

保
護

CW
に

よ
る

⼿
続

き
の

促
し、

SS
W

に
よ

る
⼿

続
き

同
⾏

、S
SW

の
頻

回
な

家
庭

訪
問
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⾦
沢

市
教

委
【事

例
２

】 

不
登

校
解

決
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

①
貧

困
対

策
、④

不
登

校
）

中
学

３
年

⼥
⼦

○
状

況
⼩

学
⽣

よ
り⽋

席
が

多
く、

中
学

２
年

か
ら完

全
不

登
校

とな
る

。ひ
とり

親
（

⺟
⼦

）
家

庭
。⺟

親
は

精
神

的
に

不
安

定
で

通
院

して
お

り、
⽣

活
保

護
を

受
給

。
家

事
全

般
を

本
⼈

が
⾏

い
、⽣

活
リズ

ム
も

不
規

則
。前

年
度

に
⼀

時
保

護
所

へ
の

⼊
所

経
験

も
あ

った
。県

外
へ

の
引

越
しを

⽰
唆

した
こと

も
あ

り、
不

安
定

な
家

庭
環

境
だ

った
。○

⽅
針

学
校

（
校

⻑
、担

任
、教

育
相

談
）

と⽀
援

の
⽬

標
と対

応
に

つ
い

て
検

討
。①

本
⼈

との
関

わ
りを

通
し、

卒
業

後
の

進
路

に
向

け
て

の
サ

ポ
ー

ト。
②

⽣
活

リズ
ム

の
改

善
。③

⺟
親

との
⾯

談
を

継
続

し、
家

庭
状

況
を

⾒
守

りな
が

ら必
要

に
応

じた
サ

ポ
ー

トを
連

携
しな

が
ら⾏

う。
○

概
要

Ｓ
Ｓ

Ｗ
は

、週
に

１
回

午
前

中
の

家
庭

訪
問

を
開

始
。話

し相
⼿

を
求

め
て

い
た

本
⼈

と、
趣

味
等

の
雑

談
か

ら関
わ

りを
持

ち
続

け
た

。⻑
所

を
伝

え
、⽣

活
の

相
談

に
乗

りな
が

ら信
頼

関
係

を
築

く中
で

、次
第

に
進

路
に

つ
い

て
も

話
す

よ
うに

な
り、

定
時

制
⾼

校
へ

の
進

学
を

志
す

。以
降

、苦
⼿

意
識

が
強

く避
け

て
い

た
学

習
に

も
意

欲
を

⾒
せ

、学
習

⽀
援

を
開

始
。積

極
的

に
学

習
に

取
り組

む
。並

⾏
して

家
庭

訪
問

を
続

け
、本

⼈
との

関
係

が
良

好
だ

った
担

任
と連

携
。担

任
の

⼊
試

に
向

け
た

学
習

⽀
援

や
⾯

接
指

導
を

受
け

、卒
業

式
に

も
出

席
す

る
。徐

々
に

⽣
活

リズ
ム

も
改

善
し、

学
⼒

の
向

上
に

伴
い

受
験

や
⾼

校
⽣

活
へ

の
⾃

信
に

つ
な

が
って

い
った

。⼊
試

前
⽇

に
は

学
校

と連
携

し、
持

ち
物

や
交

通
⼿

段
の

確
認

等
を

サ
ポ

ー
トし

た
。学

校
と密

に
情

報
交

換
を

⾏
い

、連
携

す
る

こと
で

、タ
イミ

ン
グ

良
く本

⼈
に

合
わ

せ
た

き
め

細
や

か
な

⽀
援

を
⾏

うこ
とが

で
きた

。家
庭

環
境

に
お

い
て

は
、⺟

親
が

⾦
沢

市
の

ケ
ー

ス
ワ

ー
カー

との
⾯

談
を

継
続

す
る

中
で

、ひ
とり

親
家

庭
等

⽇
常

⽣
活

⽀
援

事
業

の
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

の
⽀

援
を

受
け

、⽣
活

が
安

定
。本

⼈
の

家
事

の
負

担
が

減
少

した
。Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
、⺟

親
の

⾯
談

も
継

続
し、

⽣
活

の
様

⼦
を

確
認

。⽣
活

の
安

定
を

⾒
守

った
。家

族
は

、児
童

相
談

所
の

定
期

的
な

訪
問

に
も

応
じ、

⾯
談

を
継

続
して

い
た

。不
登

校
の

⼼
配

が
あ

る
⼩

学
⽣

の
妹

が
、在

宅
時

に
は

声
か

け
し、

⾒
守

りサ
ポ

ー
トを

継
続

。安
定

した
登

校
に

つ
な

が
った

。本
⼈

の
進

学
の

意
志

を
受

け
、学

校
、⾦

沢
市

、Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

連
携

した
⽀

援
を

⾏
った

結
果

、希
望

の
定

時
制

⾼
校

に
合

格
。⼊

学
時

の
⽀

援
も

受
け

、⾼
校

に
進

学
す

る
こと

が
で

き
た

。 

①
貧

困
対

策
、

④
不

登
校

 

⺟
⼦

家
庭

、⺟
が

精
神

的
に

不
安

定
で

通
院

中
、⽣

活
保

護
受

給
 

家
事

全
般

を
⼦

ど
も

が
⾏

い
、

⽣
活

リズ
ム

不
規

則
、

⼀
時

保
護

経
験

あ
り 

SS
W

が
週

1
家

庭
訪

問
、担

任
に

よ
る

個
別

学
習

⽀
援

、ひ
とり

親
家

庭
等

⽇
常

⽣
活

⽀
援

事
業

の
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

、
児

童
相

談
所

、⽣
活

保
護

ケ
ー

ス
ワ

ー
カー

 

豊
橋

市
教

委
【事

例
１

】 

家
庭

⽣
活

⽀
援

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
①

家
庭

環
境

の
問

題
、福

祉
機

関
との

連
携

）
⼩

学
⽣

中
学

年
の

⼥
⼦

。⺟
は

精
神

的
に

不
安

定
で

、⼈
⽣

を
悲

観
的

に
考

え
て

、⼈
前

で
あ

って
も

突
発

的
に

危
険

な
⾏

動
を

とる
こと

が
あ

る
。そ

の
た

め
、地

域
の

要
保

護
児

童
対

策
協

議
会

で
も

取
り上

げ
られ

て
お

り、
市

関
係

機
関

の
職

員
の

訪
問

、指
導

を
受

け
て

い
る

。部
屋

は
ご

み
で

あ
ふ

れ
て

い
る

状
態

。保
護

者
が

朝
、起

き
る

こと
が

で
き

な
い

た
め

、本
⼈

も
朝

が
遅

くな
り、

遅
刻

が
多

い
が

、登
校

は
して

い
る

。＜
Ｓ

Ｓ
Ｗ

の
⽀

援
＞

本
⼈

との
関

係
づ

くり
の

た
め

に
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

が
学

校
の

休
み

時
間

に
⼀

緒
に

過
ご

す
よ

うに
して

い
る

。ま
た

、本
⼈

と
の

⾯
談

も
実

施
し、

家
で

の
様

⼦
や

気
持

ち
を

聞
き

取
って

い
る

。虐
待

の
可

能
性

も
あ

る
た

め
、担

任
や

養
護

教
諭

と連
携

し、
外

傷
が

な
い

か
を

定
期

的
に

確
認

して
い

る
。外

傷
が

あ
れ

ば
、児

童
相

談
所

や
市

関
係

機
関

に
す

ぐに
報

告
す

る
こと

に
な

って
い

る
。

ま
た

、そ
の

他
の

⾯
で

も
、担

任
と情

報
共

有
を

⾏
い

、市
関

係
機

関
に

随
時

伝
え

て
い

る
。⽀

援
継

続
中

。 

①
家

庭
環

境
の

問
題

、
福

祉
機

関
と

の
連

携
 

⺟
は

精
神

的
に

不
安

定
で

、⼈
⽣

を
悲

観
的

に
考

え
て

、
⼈

前
で

あ
っ

て
も

突
発

的
に

危
険

な
⾏

動
を

とる
こと

が
あ

る
。 

ゴ
ミで

あ
ふ

れ
た

部
屋

、
朝

起
き

ら
れ

ず
遅

刻
が

多
い

。

SS
W

が
⾯

談
継

続
中

、要
対

協
個

別
⽀

援
ケ

ー
ス
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⾼
槻

市
教

委
【事

例
２

】 

複
数

の
課

題
を

抱
え

た
家

庭
へ

の
福

祉
サ

ー
ビス

導
⼊

の
活

⽤
事

例
（

①
貧

困
対

策
③

い
じ

め
④

不
登

校
⑦

発
達

障
が

い
）

（
１

）
事

例
概

要
①

家
庭

環
境

︓
⽗

は
就

労
、⺟

は
精

神
保

健
福

祉
⼿

帳
取

得
本

児
は

中
学

１
年

。６
⼈

暮
らし

で
⾃

宅
は

不
衛

⽣
な

状
況

。②
経

緯
︓

⼩
学

校
で

も
本

児
の

に
お

い
に

よ
る

い
じめ

が
あ

った
。⺟

は
⼦

育
て

や
家

庭
で

の
しん

どさ
を

訴
え

て
い

た
。Ｓ

Ｃ
⾯

談
や

学
校

か
ら⺟

に
対

し、
福

祉
サ

ー
ビス

の
利

⽤
を

提
案

す
る

が
「費

⽤
が

か
か

る
、⽗

が
反

対
して

い
る

」等
の

理
由

に
よ

り利
⽤

に
⾄

らな
か

った
。（

２
）

Ｓ
Ｓ

Ｗ
ｅ

ｒ
の

関
りい

じめ
不

登
校

委
員

会
で

、拡
⼤

ケ
ー

ス
会

議
を

提
案

。本
児

の
⾃

⽴
⽀

援
の

た
め

に
、⺟

の
了

承
の

も
と、

学
校

・相
談

⽀
援

事
業

所
・放

課
後

等
デ

イサ
ー

ビス
と連

携
ケ

ー
ス

会
議

を
調

整
。学

校
と放

課
後

等
デ

イサ
ー

ビス
で

清
拭

や
⻭

磨
き

指
導

を
⾏

う。
家

庭
⽀

援
体

制
構

築
の

た
め

に
、⺟

を
Ｃ

Ｓ
Ｗ

注
）
に

つ
な

ぎ
、家

計
の

⾒
直

しの
⽀

援
。福

祉
サ

ー
ビス

利
⽤

の
必

要
性

と費
⽤

の
確

認
を

Ｓ
Ｓ

Ｗ
ｅ

ｒ
とＣ

Ｓ
Ｗ

で
⾏

い
、障

が
い

福
祉

課
へ

つ
な

い
だ

。⺟
を

相
談

⽀
援

事
業

所
に

つ
な

ぎ
、⽗

に
理

解
を

求
め

、福
祉

サ
ー

ビス
の

導
⼊

に
⾄

る
。Ｃ

Ｓ
Ｗ

注
）
は

姉
と兄

を
就

労
⽀

援
に

つ
な

ぎ
な

お
した

。Ｓ
Ｓ

Ｗ
ｅ

ｒ
は

本
児

の
⾃

⽴
⽀

援
の

た
め

に
と随

時
⺟

と⽅
向

性
の

確
認

を
⾏

った
。（

３
）

そ
の

後
の

経
過

訪
問

介
護

員
は

⺟
の

不
安

を
取

り除
き

な
が

ら、
家

庭
の

不
衛

⽣
な

状
況

が
少

しず
つ

改
善

され
、登

校
⽇

数
は

徐
々

に
増

え
、教

室
で

過
ご

せ
る

よ
うに

な
った

。オ
ー

プ
ン

な
⽀

援
の

連
携

は
継

続
され

、学
校

で
も

本
児

・家
庭

の
Ｓ

Ｏ
Ｓ

を
つ

か
み

や
す

くな
った

。 
注

）
お

そら
く、

コミ
ュニ

テ
ィソ

ー
シ

ャル
ワ

ー
カー

の
こと

（
p.

69
参

照
）

 

①
貧

困
対

策
、

③
い

じ
め

、
④

不
登

校
、

⑦
発

達
障

が
い

 

⺟
は

精
神

保
健

福
祉

⼿
帳

取
得

 

⾃
宅

は
不

衛
⽣

、
に

お
い

に
よ

る
い

じ
め

あ
り、

⺟
か

ら⼦
育

て
の

し
ん

どさ
の

相
談

あ
り。

⽗
の

拒
否

が
あ

りサ
ー

ビ
ス

利
⽤

に
⾄

ら
な

い
。 

学
校

、相
談

⽀
援

事
業

所
、

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

。学
校

や
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
で

清
拭

、⻭
磨

き
指

導
。コ

ミュ
ニ

テ
ィソ

ー
シ

ャル
ワ

ー
カ

ー
に

よ
り家

計
⾒

直
し⽀

援
。相

談
⽀

援
事

業
所

に
つ

な
ぎ

ヘ
ル

パ
ー

等
福

祉
サ

ー
ビ

ス
利

⽤
。姉

と
兄

は
就

労
⽀

援
に

つ
な

ぐ。
 

明
⽯

市
教

委
【事

例
3】

 

学
校

を
休

み
⺟

親
の

受
診

に
同

⾏
して

い
る

⽣
徒

へ
の

⽀
援

の
活

⽤
事

例
（

④
不

登
校

⑨
ヤ

ン
グ

ケ
ア

ラー
）

病
院

か
ら、

「⺟
親

が
受

診
の

際
に

い
つ

も
中

学
⽣

（
＝

Ｃ
）

が
同

⾏
して

い
る

」と
教

育
委

員
会

に
連

絡
が

あ
った

ケ
ー

ス
。⺟

の
パ

チ
ン

コ依
存

、ギ
ャ

ンブ
ル

が
原

因
で

両
親

は
Ｃ

が
幼

少
期

に
離

婚
。⽗

⺟
は

1
年

ほ
ど前

か
ら別

居
し、

⺟
とＣ

の
⼆

⼈
で

の
⽣

活
保

護
世

帯
。Ｃ

は
「⺟

は
精

神
的

に
不

安
定

で
、⺟

との
暮

らし
は

⼼
が

落
ち

着
か

な
い

の
で

しん
どい

」と
担

任
に

話
した

。Ｃ
も

起
⽴

性
調

節
障

害
な

どの
疾

患
に

な
り病

院
受

診
し

て
い

た
。そ

の
よ

うな
状

況
で

、⺟
の

受
診

し
て

い
る

病
院

か
ら教

育
委

員
会

に
連

絡
が

⼊
った

こと
で

、学
校

は
校

内
で

今
後

の
⽀

援
に

つ
い

て
協

議
し、

不
登

校
担

当
者

とＳ
Ｓ

Ｗ
が

⺟
の

病
院

へ
出

向
き

情
報

共
有

。学
校

、⽣
活

保
護

ケ
ー

ス
ワ

ー
カー

（
以

降
Ｃ

Ｗ
）

、障
害

福
祉

課
との

ケ
ー

ス
会

議
で

、Ｃ
Ｗ

と障
害

福
祉

課
が

家
庭

訪
問

し⺟
へ

障
害

サ
ー

ビス
を

提
案

す
る

こと
に

な
り、

何
度

か
⺟

に
伝

え
た

が
⺟

は
拒

否
。学

校
で

は
担

任
が

Ｃ
に

、「
⺟

の
病

院
受

診
に

同
⾏

しな
く

て
も

良
い

⽅
法

が
あ

る
」こ

とを
伝

え
、⽗

に
も

懇
談

に
来

て
も

らい
話

を
した

。ま
た

、Ｃ
に

⽋
席

が
多

い
こと

で
学

習
の

遅
れ

の
不

安
が

あ
った

た
め

、登
校

した
時

に
個

別
対

応
す

る
こと

で
学

校
で

の
居

場
所

感
の

強
化

を
図

った
。Ｓ

Ｓ
Ｗ

は
⺟

の
病

院
の

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カー

と情
報

共
有

を
す

る
経

緯
の

中
で

、学
校

を
⽋

席
して

同
⾏

す
る

こと
は

な
くな

り、
ま

た
別

居
して

い
た

⽗
が

⺟
の

家
に

戻
った

こと
で

、Ｃ
は

精
神

的
に

安
定

し体
調

不
良

に
よ

る
⽋

席
も

少
な

くな
った

。 

④
不

登
校

、
⑨

ヤ
ン

グ
ケ

ア
ラー

 

⽣
活

保
護

受
給

、
⺟

⼦
世

帯
、⺟

が
精

神
的

に
不

安
定

（
以

前
ギ

ャン
ブ

ル
依

存
の

問
題

あ
り）

 

⺟
の

受
診

に
い

つ
も

⽣
徒

が
同

⾏
、

本
⽣

徒
も

起
⽴

性
調

節
障

害
あ

り

障
害

福
祉

サ
ー

ビス
の

利
⽤

を
勧

め
る

が
拒

否
、離

婚
し

た
⽗

に
相

談
した

とこ
ろ

別
居

解
消

、
学

校
で

の
個

別
的

学
習

⽀
援

の
提

供
、病

院
の

SW
との

情
報

共
有
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和
歌

⼭
市

教
委

【事
例

２
】 

発
達

障
害

児
へ

の
適

切
な

⽀
援

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
⑦

そ
の

他
発

達
障

害
に

関
す

る
問

題
）

○
問

題
の

概
要

等
⼩

2
男

⼦
。精

神
的

に
不

安
定

な
⺟

と⽗
との

３
⼈

暮
らし

。幼
稚

園
の

頃
か

ら集
団

に
は

⼊
れ

ず
個

別
の

⽀
援

が
必

要
な

児
童

とし
て

名
前

が
挙

が
る

。就
学

時
健

診
で

も
不

適
応

な
こと

が
明

確
で

あ
った

が
⺟

親
の

理
解

が
得

られ
ず

普
通

学
級

に
在

籍
す

る
こと

とな
る

。連
⽇

の
トラ

ブ
ル

に
よ

り
1

年
⽣

時
の

担
任

・管
理

職
との

関
係

が
悪

化
し、

2
年

⽣
時

か
らの

⽀
援

級
⼊

級
に

つ
い

て
も

協
⼒

して
も

らえ
な

い
状

況
に

な
る

。○
ス

クー
ル

ソ
ー

シ
ャル

ワ
ー

カー
の

関
わ

り⺟
親

との
関

係
作

りか
らは

じめ
、⺟

親
へ

の
福

祉
的

な
サ

ー
ビス

を
紹

介
し、

福
祉

的
な

⽀
援

す
る

こと
で

家
事

全
般

の
負

担
を

軽
減

して
も

らえ
信

頼
関

係
が

構
築

され
る

。⽀
援

学
級

⼊
級

に
関

して
は

⽗
親

に
も

同
席

の
上

丁
寧

な
説

明
を

繰
り返

し、
⼦

供
の

た
め

とい
うこ

とで
納

得
して

も
らえ

就
学

指
導

委
員

会
で

検
討

して
も

らえ
る

こと
に

。家
庭

訪
問

で
の

聞
き

取
り時

等
、Ｓ

Ｓ
Ｗ

も
同

席
し、

⺟
親

の
不

安
を

で
き

る
限

り取
り除

き
な

が
ら、

⽀
援

学
級

⼊
級

に
つ

な
げ

る
。○

経
過

、改
善

状
況

3
年

⽣
時

か
ら⽀

援
級

⼊
級

が
決

ま
る

。⺟
親

へ
の

カウ
ンセ

リン
グ

を
継

続
し安

定
した

家
庭

環
境

に
な

りつ
つ

あ
る

。 

⑦
そ

の
他

発
達

障
害

に
関

す
る

問
題

 

⺟
が

精
神

的
に

不
安

定
。 

⼦
の

発
達

障
害

に
⺟

の
理

解
が

な
く、

学
校

と
の

連
⽇

の
トラ

ブ
ル

 

SS
W

に
よ

る
関

係
形

成
、福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

よ
る

家
事

全
般

の
負

担
の

軽
減

 

呉
市

教
委

【事
例

２
】 

不
登

校
解

決
の

た
め

の
活

⽤
事

例
（

④
不

登
校

⑦
そ

の
他

）
〈ケ

ー
ス

概
要

〉○
本

児
は

，
昨

年
度

の
終

わ
り頃

か
ら遅

刻
が

増
え

，
今

年
度

は
，

⽋
席

が
増

え
た

。ま
た

，
妹

に
対

して
⼿

が
出

た
り，

包
丁

を
持

ち
だ

して
⾃

傷
⾏

為
を

⾏
お

うと
した

りす
る

こと
が

あ
った

。保
護

者
は

，
精

神
疾

患
が

あ
る

が
，

パ
ー

トで
仕

事
に

は
出

て
い

る
。家

事
能

⼒
が

低
く，

⽚
付

け
等

が
で

き
ず

，
⾷

事
の

⽤
意

も
難

しい
状

態
で

あ
る

。〈
⽀

援
内

容
〉○

関
係

機
関

と連
携

して
，

当
該

児
童

と家
庭

の
ア

セ
ス

メン
トを

⾏
い

，
学

校
復

帰
に

向
け

て
課

題
を

整
理

した
。○

保
護

者
へ

の
⽀

援
とし

て
，

専
⾨

員
と連

携
し，

ヘ
ル

パ
ー

を
利

⽤
す

る
こと

で
，

家
庭

環
境

の
整

備
に

取
り組

ん
だ

。○
学

校
と連

携
して

定
期

的
に

家
庭

訪
問

し，
当

該
児

童
が

登
校

で
き

る
よ

うに
取

り組
ん

だ
。〈

⽀
援

経
過

〉○
保

護
者

や
家

庭
環

境
が

落
ち

着
くこ

とで
，

登
校

に
結

び
つ

くよ
うに

な
って

き
た

。○
精

神
的

に
不

安
定

に
な

りや
す

い
の

で
，

今
後

も
家

族
全

体
の

⽀
援

が
必

要
だ

と考
え

る
。 

④
不

登
校

、
⑦

その
他

 

保
護

者
は

精
神

疾
患

あ
り、

パ
ー

ト就
労

。 

⺟
の

家
事

能
⼒

が
低

く⽚
付

け
が

で
き

ず
⾷

事
の

⽤
意

も
難

し
い

。
⼦

ども
の

遅
刻

や
⽋

席
が

増
加

、き
ょう

だ
い

へ
の

暴
⼒

、
⾃

傷
。 

ヘ
ル

パ
ー

の
利

⽤
で

家
庭

環
境

の
整

理
、定

期
的

な
家

庭
訪

問
で

登
校

に
結

び
付

い
た

。 

下
関

市
教

委
【事

例
２

】 

家
庭

環
境

に
起

因
す

る
不

登
校

解
消

に
向

け
た

活
⽤

事
例

（
①

、③
、⑥

）
○

家
族

構
成

︓
本

⼈
（

Ｂ
⼦

）
、⺟

親
○

家
庭

の
状

況
︓

⺟
⼦

家
庭

。⺟
親

は
精

神
疾

患
を

患
って

お
り、

⽣
活

保
護

費
で

⽣
活

して
い

る
。⺟

親
が

精
神

状
態

が
悪

い
時

は
、

１
⽇

中
寝

て
い

る
た

め
、Ｂ

⼦
が

家
事

を
す

る
。学

校
か

らＢ
⼦

の
問

題
⾏

動
や

不
登

校
の

連
絡

が
⼊

る
と、

⺟
親

は
情

調
不

安
定

に
な

り、
パ

ニ
ック

を
起

こす
こと

も
あ

る
。以

前
、⺟

親
が

⼤
量

服
薬

で
⼊

院
した

際
、Ｂ

⼦
は

⼀
時

保
護

され
た

。○
本

⼈
の

状
況

︓
学

校
で

は
⾮

⾏
傾

向
が

あ
り、

教
室

に
⼊

らず
徘

徊
し、

対
応

す
る

教
職

員
に

対
して

暴
⾔

も
あ

る
。⺟

親
の

状
況

が
安

定
し

な
い

時
は

、登
校

しな
い

。休
⽇

も
友

⼈
と遊

ぶ
こと

は
少

な
く、

家
で

⺟
親

と過
ご

す
こと

が
多

い
。○

Ｓ
Ｓ

Ｗ
の

活
⽤

の
効

果
Ｓ

Ｓ
Ｗ

が
⺟

親
の

病
院

へ
同

⾏
し、

家
庭

の
状

況
や

Ｂ
⼦

の
学

校
で

の
様

⼦
を

主
治

医
に

話
した

。主
治

医
か

らＢ
⼦

に
、⺟

親
の

病
状

や
緊

急
時

の
対

応
つ

い
て

話
して

も
らい

、Ｂ
⼦

の
⺟

親
に

対
して

の
理

解
が

進
ん

だ
。週

に
３

⽇
、介

護
・福

祉
⽣

活
⽀

援
サ

ー
ビス

を
利

⽤
し、

ヘ
ル

パ
ー

が
⺟

親
と⾷

事
を

作
り、

掃
除

や
洗

濯
を

す
る

な
ど⽣

活
援

助
を

⾏
った

。主
治

医
の

勧
め

で
、⺟

親
は

短
時

間
の

パ
ー

トに
出

る
よ

うに
な

り、
状

態
も

安
定

して
い

る
。ま

た
、学

校
と児

童
相

談
所

が
定

期
的

に
情

報
を

共
有

し、
児

童
相

談
所

が
定

期
的

な
家

庭
訪

問
及

び
Ｂ

⼦
との

⾯
談

を
⾏

った
。Ｂ

⼦
の

家
事

の
負

担
は

軽
減

され
、不

登
校

は
回

復
に

向
か

って
い

る
。 

①
貧

困
対

策
、

③
い

じ
め

、
⑥

⾮
⾏

 

⺟
⼦

家
庭

、⺟
の

精
神

疾
患

、
⽣

活
保

護
受

給
 

⺟
の

状
態

が
悪

い
と

1
⽇

寝
て

い
る

の
で

、⼦
ども

が
家

事
。

⼦
ど

も
に

⾮
⾏

あ
り（

学
校

内
徘

徊
、教

員
へ

の
暴

⾔
）

。休
⽇

も
⺟

と過
ご

す
こと

が
多

い
。 

主
治

医
と連

携
し

、⼦
に

⺟
へ

の
対

応
を

医
師

か
ら説

明
し

て
も

らう
、週

3
⽇

ヘ
ル

パ
ー

派
遣

（
下

関
市

独
⾃

の
「介

護
・福

祉
⽣

活
⽀

援
サ

ー
ビ

ス
」で

家
事

援
助

）
、児

童
相

談
所

に
よ

る
定

期
⾯

談
 



－79－ 

 

 

⾼
松

市
教

委
【事

例
２

】 

⽣
活

困
窮

対
策

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
①

貧
困

対
策

）
１

学
期

に
⺟

か
ら「

⽗
が

精
神

疾
患

で
仕

事
が

で
き

ず
、経

済
的

に
苦

しい
」と

相
談

が
あ

った
ケ

ー
ス

。す
ぐに

就
学

援
助

の
申

請
⼿

続
き

を
⾏

って
も

らい
、ま

た
⽗

の
通

院
治

療
費

負
担

が
軽

減
され

る
制

度
や

、⾼
校

⽣
の

兄
の

奨
学

⾦
の

紹
介

を
お

こな
った

。ま
た

、定
期

的
に

フー
ドバ

ン
クを

介
した

⾷
料

⽀
援

を
し、

⺟
の

限
られ

た
収

⼊
で

の
や

りく
りを

して
も

らっ
た

。⺟
とＳ

Ｓ
Ｗ

が
定

期
的

に
⾯

接
を

重
ね

、さ
ま

ざ
ま

は
社

会
資

源
を

紹
介

す
る

な
か

で
、２

学
期

に
は

⽗
が

精
神

保
健

福
祉

⼿
帳

を
取

得
し、

障
害

者
向

け
の

就
労

⽀
援

を
利

⽤
す

る
よ

うに
な

り、
そ

の
こと

で
⽗

に
も

⼀
定

の
収

⼊
が

⼊
る

よ
うに

な
った

。兄
も

ア
ル

バ
イト

を
始

め
、世

帯
の

収
⼊

増
が

は
か

られ
た

。依
存

症
の

あ
る

⽗
との

関
わ

りに
つ

い
て

も
助

⾔
しな

が
ら、

世
帯

の
経

済
的

な
問

題
だ

け
で

は
な

く⺟
の

精
神

⾯
の

バ
ック

ア
ップ

も
で

き
た

か
と思

わ
れ

る
。 

①
貧

困
対

策
 

⽗
が

精
神

疾
患

 
⽗

が
仕

事
が

で
き

ず
経

済
的

に
困

窮
 

就
学

援
助

の
申

請
、⽗

の
⾃

⽴
⽀

援
医

療
、

兄
の

奨
学

⾦
、フ

ー
ド

バ
ン

ク
を

介
し

た
⾷

糧
⽀

援
。⽗

の
精

神
保

健
福

祉
⼿

帳
取

得
、就

労
⽀

援
に

よ
り収

⼊
が

改
善

 

⻑
崎

市
教

委
【事

例
２

】 

家
庭

環
境

改
善

の
た

め
の

活
⽤

事
例

（
①

貧
困

対
策

、⑦
そ

の
他

）
〇

状
況

⺟
が

精
神

疾
患

を
患

って
お

り、
家

事
が

⾏
え

な
く

な
る

こと
が

あ
る

。⾦
銭

管
理

が
苦

⼿
で

⽉
末

に
は

経
済

的
に

困
窮

す
る

こと
が

多
い

。〇
対

応
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

⼿
帳

や
ひ

とり
親

家
庭

家
事

⽀
援

の
申

請
、児

童
⼿

当
の

更
新

⼿
続

き
等

の
た

め
に

市
役

所
へ

の
同

⾏
⽀

援
を

⾏
った

。相
談

⽀
援

事
業

所
に

つ
な

ぎ
、家

事
ヘ

ル
パ

ー
利

⽤
の

申
請

を
⾏

った
。〇

成
果

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
⼿

帳
を

取
得

し、
相

談
⽀

援
事

業
所

を
活

⽤
で

き
る

こと
で

⽣
活

全
般

の
⽀

援
を

受
け

られ
る

よ
うに

な
った

。相
談

⽀
援

事
業

所
の

⽀
援

に
よ

り、
訪

問
看

護
や

家
事

ヘ
ル

パ
ー

の
利

⽤
が

で
き

る
よ

うに
な

った
。家

庭
環

境
が

改
善

され
る

こと
で

、⺟
親

が
授

業
参

観
を

は
じめ

とし
た

学
校

⾏
事

に
参

加
す

る
な

ど、
本

児
と向

き
合

う時
間

が
増

え
た

。 

①
貧

困
対

策
、

⑦
そ

の
他

 

⺟
が

精
神

疾
患

 
⺟

が
家

事
が

⾏
え

な
い

時
が

あ
る

。
⾦

銭
管

理
が

苦
⼿

で
⽉

末
に

経
済

的
に

困
窮

 

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
⼿

帳
の

取
得

、ひ
とり

親
家

事
⽀

援
の

申
請

、児
童

⼿
当

更
新

⼿
続

き
等

の
同

⾏
⽀

援
、相

談
⽀

援
事

業
所

に
つ

な
ぎ

、訪
問

看
護

や
障

害
福

祉
サ

ー
ビス

の
家

事
援

助
に

つ
な

げ
る

。家
庭

環
境

が
改

善
 

佐
世

保
市

教
委

【事
例

１
】 

平
成

28
年

度
よ

り不
登

校
、登

校
促

しを
す

る
と⺟

か
ら⽌

め
られ

、中
学

校
に

⼊
学

す
る

も
⻑

期
⽋

席
して

い
る

。●
⺟

は
精

神
疾

患
を

患
って

お
り、

不
安

定
な

⾯
が

あ
る

。兄
、姉

が
い

る
ひ

とり
親

家
庭

で
⽣

活
保

護
受

給
中

。【
相

談
時

の
課

題
】●

⺟
は

批
判

的
で

⼈
の

話
を

受
け

⽌
め

よ
うと

しな
い

印
象

で
学

校
や

様
々

な
機

関
へ

クレ
ー

ム
を

つ
け

て
い

た
。●

⺟
は

精
神

症
状

が
あ

り、
不

安
定

に
な

る
場

合
が

あ
る

。本
児

に
も

精
神

的
不

安
定

⾯
が

あ
る

。【
Ｓ

Ｓ
Ｗ

を
どの

よ
うに

活
⽤

した
か

】●
⺟

に
寄

り添
い

、関
係

機
関

と
SS

W
が

連
携

し、
家

族
全

体
へ

の
切

れ
⽬

の
な

い
⽀

援
を

⽬
指

し関
係

者
会

議
を

開
催

。【
チ

ー
ム

学
校

に
対

して
の

対
応

(要
対

協
)】

●
⼦

ども
⽀

援
課

…
⺟

、兄
、姉

の
養

育
や

⽣
活

状
況

、就
職

に
つ

い
て

ハ
ロー

ワ
ー

クと
連

携
しな

が
ら対

応
す

る
。●

⽣
活

福
祉

課
…

⽣
活

保
護

を
受

け
て

⼦
ども

を
⾃

⽴
させ

て
い

け
る

よ
う定

期
な

家
庭

訪
問

を
して

話
し合

って
い

く。
●

児
童

相
談

所
…

安
否

確
認

等
で

⽣
命

の
危

機
が

あ
る

場
合

⽴
ち

⼊
りを

実
施

す
る

。●
学

校
…

本
児

の
⽣

活
環

境
を

把
握

し、
学

校
、各

機
関

で
の

情
報

共
有

し対
応

⽅
法

を
共

通
理

解
す

る
。●

Ｓ
Ｓ

Ｗ
…

⺟
の

定
期

的
な

⼼
療

内
科

の
受

診
を

後
押

し。
情

報
集

約
。各

機
関

との
連

携
。【

Ｓ
Ｓ

Ｗ
が

介
⼊

した
成

果
】●

⺟
に

寄
り添

い
、不

安
を

軽
減

し定
期

的
な

⼼
療

内
科

の
受

診
に

繋
げ

た
。●

学
校

、各
々

の
関

係
機

関
と連

携
し、

家
庭

環
境

に
も

ア
プ

ロー
チ

し⺟
の

不
安

定
な

⾯
が

落
ち

着
い

て
き

た
。【

今
後

の
課

題
】●

兄
、姉

の
就

労
⽀

援
。継

続
的

な
⺟

、本
⼈

に
対

す
る

精
神

的
な

ケ
ア

、⾝
体

的
、経

済
的

⽀
援

。 

④
不

登
校

、
⑦

そ
の

他
(

保
護

者
⽀

援
）

 

⺟
は

精
神

疾
患

。
ひ

と
り

親
家

庭
で

⽣
活

保
護

受
給

中
。

⼦
ど

も
の

不
登

校
、⺟

が
クレ

ー
ム

多
い

。精
神

的
に

不
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４．考察 

親に主治医がおり、精神科通院が確認できているケースだけではなく、親にメンタルヘル

ス上の課題があると疑われるケースまで含めると、46 事例に達していた。SSW を配置して

いる自治体のほぼ全てで、メンタルヘルス上の課題のある親と暮らす子どもへの支援に際

して SSW が活用されている実態が浮かび上がった。 

事例の詳細は多種多様であったが、ここでは主に三つの論点に絞って整理していく。 

 

（１）スクールソーシャルワーカーにつながった経緯、生活課題 

まず、SSW の活用に至った経緯に注目する。各事例では、事例提供者すなわち自治体の

SSW 担当者から、事例の概要が分類されている。そこに注目すると、 も多いのが「貧困

対策」の 26 件、次いで「不登校」24 件、「その他（発達障害を含む）」が 17 件、「児童虐

待」が 15 件と続いていた。「ヤングケアラー」は 4 件しかなかった。子どもの「暴力行為」

や「非行」、「いじめ」もみられた。 

スクールソーシャルワーカー実践事例集では、特に SSW の活用が有効であった顕著な事

例を取り上げて報告していると考えられるため、特に困難なケースが選ばれているという

バイアスの影響は考慮しなければならない。それを前提としたうえで、SSW の活用に至る

ケースは「貧困」や「児童虐待」等、学校だけでは対処が困難な生活課題が見えてきた場合

や、「不登校」でありかつ家族からの積極的な動きが期待できないような場合に限られてい

るのではないだろうか。「ヤングケアラー」として選ばれた数が少ないのは、平成 30 年度調

査の時点ではまだヤングケアラーの概念が十分に知れ渡っていなかった可能性もある。い

ずれにせよ、「精神疾患のある親と暮らしている」というだけでは、SSW の活用には至らな

い可能性もある。学齢期の子ども達の支援ニーズに、教職員が気づいたとしても、「貧困」

や「虐待」、「不登校」といったより明確な問題が顕在化しない限り、コンサルテーションな

どを受けないまま、徒手空拳で対応している可能性はあるだろう。 

事例にあげられている生活課題では、親には家事ができず子どもが代行している、整理整

頓ができずに家がゴミ屋敷状態になっている、親がうつ状態で寝ていて食事が作れない、洗

濯や入浴のケアができない、といった家事に関連する課題が 19 件で挙げられていた。小学

校年代では、子ども自身の家事スキルも低いと考えられるため、このような課題は見えやす

いかもしれない。しかし筆者らの調査では、中学校年代になると子どももある程度家事スキ

ルを身に着けたり、家庭の状況をごまかしたりすることができるようになるためか、食事を

食べていないことや入浴ができていないといった家庭の状況については、教師が把握しづ

らくなることが明らかになっている。不登校で全く学校から子どもの様子が把握できなく

なり、家庭訪問して支援するようになったことでようやく家庭の困窮状態が見えるように

なった可能性もある。こうした家庭の状況を「児童虐待（ネグレクト）」と名付けて介入す

るのは、子ども達を守るために強制的な介入が必要な場合にはやむをえないこともある。し

かし、必死で子育てをしているつもりでも精神疾患の症状によりうまくできていない親に
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とっては「虐待」というラベリングが、親の自責感や抑うつ感を引き起こし、それがまた家

庭の状況を悪化させることにもつながるため、支援者がどのような言葉を使って家族と関

わるかに関しては十分な配慮が必要であろう。支援者が帰宅した後に、親の調子が悪くなる

ような状況を子どもが目の当たりにするなら、子どもにとって支援者は「家に厄介をもたら

す人」として認識されかねないからである。 

家事以外でも気がかりなものとして、「非行」と分類された事例がある。田野中（2019）

は、精神疾患のある親と暮らした経験のある成人に対する調査結果として、以下のように記

載している。 

こうした不安定な家庭環境の中で，〔親の言動による自分自身の不安定な感情と言

動〕が表出され，“誰かに 連れ去られたい”と思ったり，“非行に走った”子どももいた．

また〔家をでて親と距離をとりたい〕という思いから，家に帰りたくなく，学校から回

り道をして 帰宅したり，中学生以降は友達やアルバイト先で夜まで過ごしたり，学校

を卒業したら家から離れられるような進路を選択する子どもが半数以上いた．（田野中

2019, p.27） 

つまり「非行」とみなされる行動の背景には、メンタルヘルスの不安定な親の症状に巻き

込まれて自分自身の感情が揺さぶられてしまうため、自身の心身を守るために「家を出て親

と距離を取る」という子どもなりの生存手段があると考えられる。しかし中学生くらいまで

は子どもが夜に過ごすことができるような場所はないため、結果として「夜間徘徊」という

形になってしまう子どももいるということだ。子どもに接する周囲の大人は、表面に見える

子どもの行動だけで「問題」と断じて子どもに指導するのではなく、背景にこうした家庭の

状況があることを想定した上で子どもに関わることが重要なのではないだろうか。 

 

（２）親の状態はどのように把握されているのか 

二つ目の論点は、親の状態についての記載である。個人の健康に関する情報は要配慮個人

情報に相当しうるためか、診断名の記載はなく、状態像に関する記載もあいまいであった。

実際にはより詳しく親の病状等を知ったうえで、より適切な対応ができている可能性もあ

るが、事例提供者や教職員が、精神疾患に関する知識を十分に持たないまま対応している可

能性がある。 

蔭山ら（2021）の精神疾患のある親と暮らした経験のある子ども対象の調査では、就学

後に親が発症したと考えられる回答者が 3 割近くに達していた。つまり、乳幼児期から健

診や予防接種などの段階で母子保健担当者らが親の状態に気づく機会があるケースが大半

とはいえ、子どもが小学校就学後に発症するケースも一定数いるということである。そのよ

うなケースの場合、親自身が受診をしていなければ未受診のままになってしまう可能性は

大いにある。またかつて医療機関を受診していたとしても、何らかの事情で親が通院を中断

してしまっている場合もあるだろう。このような成人の未受診のケースは、本人がよほど困

らない限り潜在化してしまいやすい。問題が子どもにしわ寄せする形で顕在化することで、
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ようやく他者からの支援につながるチャンスが訪れるのである。学校で子どもの問題が顕

在化した時点では、教職員は親の情報がほとんど分からないまま「連絡ができない」「すぐ

怒る」「関わりが拒否的である」「トラブルが多い」といった問題面でのみ理解してしまい、

何とか指導して結果的に親や子との関係を損なってしまう可能性があるかもしれない。そ

うならないためにも、「親や子の問題」と見えるものの背景に精神疾患の影響があることを

想定しつつ、差別的・排除的にならずに適切な対応ができるように、早い段階から保健師・

養護教諭やスクールカウンセラー等のコンサルテーションを受けたり、スクールソーシャ

ルワーカーを活用したりすることが望ましいだろう。 

実際、スクールソーシャルワーカー実践事例集に掲載された事例のいくつかではそもそ

も当初は親自身が医療機関を受診していない状況であった。スクールソーシャルワーカー

が繰り返し定期訪問を続けるなど、粘り強い関与をすることによって医療機関の受診につ

ながったことが記載されている。 

精神疾患があるとしても、親自身が受診していなければ、子どもが親に受診を促すことは

難しい。適切な医療職による介入がない場合にはなおさら、子どもは生活の中で起こってい

る様々な困難をどのように理解したら良いか分からないだろう。親の精神症状に関して子

どもが理解できるように情報提供を行い、子どもの自責感を減らすことの重要性がしばし

ば指摘されている（田野中 2019、土田・宮越 2017）。親が未受診で自身の状態を把握して

いなかったり、他者に伝えたりできていない状況では、仮に周囲の大人が問題の所在を推察

したとしても、子どもに共有することはできないため、子どもの自責感の軽減などに向けた

支援は全くなされてないかもしれない。そこで、子どもに関わる周囲の大人がある程度精神

疾患に関して知識を持つとともに、機を見て親や子どもと話し合うことができることが望

ましい。第 VI 章で提示するように、子どもや家族の体験を理解するのに役立つ絵本や児童

書も増えており、またコミックエッセイ等の読みやすい当事者の手記の出版も増えている。

子どもに関わる大人はアンテナを広げて情報収集をしておくことが望ましい。 

 

（３）必要な制度・サービスとは何か 

後に、実践事例集に掲載された事例から、必要な制度やサービスについて整理しておき

たい。 

まず、SSW のように「定期的に繰り返し粘り強く家庭訪問を行って精神疾患のある親及

び子どもと関係形成ができる支援者」の機能が必要である。精神疾患のある人は、しばしば

他者との関係性を構築することが難しくなる。また精神疾患のある親と暮らした子どもも、

「心許せる人がいない」等、他者との関係形成に難しさを抱えやすいことが報告されている。

そのため問題が生じている時に数回の家庭訪問だけでは状況の改善が見込めないことが多

い。 

今日の細分化された福祉サービスの中では、「虐待」と判断されるような状況であれば児

童相談所の児童福祉司や市町村の虐待ケースへの担当者が家庭訪問の形の支援を行い、状
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況の改善を働きかけることができる。または親自身が自らの限界をわきまえ、困難が生じた

ときに適切な相談窓口を訪れることができるなら、様々な支援、サービスを紹介されるだろ

う。しかしそのどちらにも該当しない場合には、なかなか支援者とのつながりを維持するこ

とが難しい。例えば、子どもの不登校をきっかけに家族の貧困問題が明らかになるかもしれ

ない。しかし学校教員はただでさえ多忙であり、なかなか家庭訪問に十分な時間をさけない

ことがある。仮に家庭訪問をしたとしても、メンタルヘルス面で問題を抱えた親との関係形

成に心身共に消耗し、繰り返し訪問を続けることを難しく感じるかもしれない。児童相談所

では児童虐待への対応だけでも手一杯なため、虐待未満の事例については市町村に移管す

る仕組みとなっている。市町村では十分な訓練を受けた人材が豊富とは言えないため、やは

り児童虐待ケースを中心に時間的リソースを割くため、不登校と貧困が複合しているだけ

では家庭訪問による支援を継続するのが難しいかもしれない。親自身が障害を認めていな

ければ、障害福祉関連の担当者は働きかけをするのが難しい。こうした法制度の仕組みによ

る弊害で、精神疾患が疑われる未受診の親と暮らす子どもたちは、虐待レベルまで問題が顕

在化しないと支援者に繋がれないかもしれないのである。 

まずは親や子どもに対して短期的な成果を求めずにしっかり話を積み重ね、関係形成が

できる人材が必要である。SSW の配置を手厚くするか、子育て世代包括支援センターの機

能に加えるなどして、対応が検討されることが望ましい。 

次いで、家事に関する生活課題が多かったことから、家事援助・生活支援サービスの拡充

や、その利用が可能になるような経済的支援制度の拡充が望ましい。既存の家事援助・生活

支援サービスに係る諸制度は、子育て支援やひとり親支援の枠組みのものや障害福祉サー

ビスの枠組みのものなどがあるが、そもそも事業の実施率が低かったり、精神疾患のある親

と健康な配偶者が同居していたり、子どもがある程度大きくなったりすると使いづらいも

のが多い（長沼 2021）。制度の運用方法を検討したうえで、様々な世帯が活用できるように

サービスの拡充に国レベルで取り組むことが望ましい。 

また先述したように、特に思春期以降の子どもには「親と離れて過ごす自分自身の時間」

が必要である。スクールソーシャルワーカー実践事例集の中でも、学校で学習支援を行って

いたり、スクールカウンセラーとの定期的な面談の時間が確保されていたり、NPO による

放課後の学習支援や子どもの居場所活動が活用された事例が紹介されていた。生活困窮者

向けの学習支援事業を利用する子どもに対するインタビュー調査を行った松村（2020）は、

家庭の家事を担っている子ども 4 人を「ヤングケアラー」として分析しているが、学習支援

事業に参加することによって、スタッフ・ボランティアとの信頼関係が築かれ、「居場所」

だと感じ、「勉強をサポートしてくれる」ことでケアを実感しているという。世帯が貧困状

態でなくても、様々な課題を抱えた子ども達が利用できるようなこうした家庭・学校以外の

第三の居場所の充実が望ましい。                  （長沼葉月・吉岡幸子） 
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Ⅵ．親が精神疾患をかかえている子どもの体験にふれられている絵

本 
 

１．はじめに 

 

 親が精神疾患をかかえている子どもの体験にふれられている出版物のさきがけとなった

のは、統合失調症の母との日常生活を綴ったコミックエッセイ『わが家の母はビョーキです』

（中村ユキ,2008,サンマーク出版）である。その後、自叙伝などの体験記の発表の機会が

増えていく。「絵本」という媒体では、2012 年-2014 年に刊行された「家族のこころの病気

を子どもに伝える絵本シリーズ」（プルスアルハ,ゆまに書房）がある。このシリーズは後半

に解説がつき、心理教育絵本の要素が強い。海外の絵本の翻訳版も相次ぎ刊行され、2017

年、2020 年には、クラウドファンディングの手法で資金調達した翻訳出版も行われている。

親が精神疾患をかかえている子どもの支援への注目とあわせて、絵本のニーズもより顕在

化してきていると考える。子どもや家族にあわせて使える絵本の選択肢がふえている現状

は歓迎される。具体的な絵本のリストと内容は 4. に掲載する。 

 

２． 絵本の特徴と利点 

 

 絵本とまとめたが、スタイルはいくつかにわかれる。まず、物語性のあるものとないもの

がある。後者の物語性がないものでも、イラストを主体としたものと、文章が主体でイラス

トが添えられているものがある。解説や書きこめるパートがついている場合もあり、これら

の組み合わせで、それぞれの絵本独自の構成となっている。子どもが一人称で語るのか、子

どもに語りかけるスタイルなのかなど、だれがだれに語りかけるのかによっても受け手の

印象はかわる。 

 絵のもつ親しみやすさやわかりやすさに加えて、絵本は、横並びで一緒にみたり読み聞か

せたりすることができ、コミュニケーションツールとしても有用であろう。物語性のある絵

本には、物語、登場人物の世界など、読み手が自身の気持ちや経験と重ね合わせたり、想像

を膨らませながら読める良さがあり、ほかの媒体とはちがう体験となりうる特徴がある。

「だれかの物語だけれど自分の物語にどこか重なること」、あるいは、「だれかの物語だから、

少し心理的な距離をもってみられること」が利点となる場合もあると考える。必ずしもポジ

ティブな感想だけではなく、個々によって多彩な受け取り方がある。絵や装丁の好みもあろ

う。 

 いずれの絵本も、精神疾患についての知識や対処方法、相談先などの情報提供の要素が含

まれており「病気についてタブーにせずに話すこと、話し合うことを助ける」媒体となって

いる。「ひとりじゃない」「あなたのせいじゃない、だれのせいでもない」も共通して発信さ

れているメッセージである。 
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３．絵本の活用例 

 

 絵本を活用しやすい機会（親の精神疾患について子どもに情報提供を考える機会）には、

子どもが知りたいと感じているときや、親の入院、転居、離別等、子どもの生活がかわると

きがあげられる。 

 絵本を子どもと読む場合は、なるべく子どもと関係ができている大人が一緒に読み、言葉

を添えたり、フォローできる雰囲気や時間をつくっておくことが重要となる。思春期以降の

子どもには、自分のタイミングやペースで読めるようにも配慮したい。親が自身の病気につ

いて子どもに伝える準備ができていない場合もあり、親やほかの家族の意向にも配慮する。

親の抱える不安や罪悪感などについて話しあう機会をもつなど、親へのサポートもかかせ

ない。 

 絵本の対象は子どもに限定されず、親、家族、支援者、あるいは、成人した親が精神疾患

をかかえる子どもにとっても活用できるツールになりうる。支援者間で、子どもや家族の理

解と支援の方向性を共有するため、当事者会や家族会で子どもや子育てについて話題にす

るためにも活用できる。 

 図書館、学校の図書室、医療機関や支援機関の待ち合い室ほか、子どもも大人も自然に目

にして手に取れる場所に絵本が広がることを期待する。 

 

４．絵本リストと詳細 

 

 絵本の対象はおよそ小学生から。子どもだけでなく、親や家族、教員や医療機関、支援機

関など子どもと家族にかかわるすべての人が対象となる。 
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表 1  親が精神疾患をかかえている子どもの体験にふれられている絵本リスト 

 

 著者 書名 発行者,発行年 

1) 文・絵：シュリン・ホーマイヤー

訳：田野中恭子 

『悲しいけど、青空の日～親がこころ

の病気になった子どもたちへ～』 

サウザンブック

ス社 

2020 

2) 監修：肥田裕久    

文：雨こんこん 

絵：はにゅうだゆうこ 

『きょうのお母さんはマル、お母さん

はバツ 双極性障害の親をもつ子ども

におくる応援メッセージ』 

星和書店 

2017 

3) 著：リチャード・ラングセン 

絵：ニコール・ルーベル 

監修：伊波真理雄、谷口万稚 

訳：久松紀子 

『かぞくがのみすぎたら』 サウザンブック

ス社 

2017 

4) 著：トゥッティ・ソランタウス 

イラスト：アントニア・リングボ

ム 

翻訳：上野里絵  

『お母さん、お父さんどうしたのか

な？』 

関連書『子どもにどうしてあげればい

い？』 

東京大学出版会

2016 

 

5) 著：プルスアルハ（お話と絵：細

尾ちあき／解説：北野陽子） 

家族のこころの病気を子どもに伝える

絵本 ①『ボクのせいかも… ─お母さ

んがうつ病になったの─』②『お母さ

んどうしちゃったの… ─統合失調症

になったの・前編─』③『お母さんは

静養中… ─統合失調症になったの・後

編─』④『ボクのこと わすれちゃった

の？─お父さんはアルコール依存症

─』 

ゆまに書房 

2012-2014 

 

6) 著：ベス・アンドリューズ   

イラスト：ニコール・ウォング  

翻訳：上田 勢子  

『どうしてそんなにかなしいの』―親

がうつ病になったとき 

大月書店  

2007 
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（１）『悲しいけど、青空の日～親がこころの病気になった子どもたちへ～』 

  

 

B5 変形判、ソフトカバー、136 頁 

 

物語のあらすじ 

主人公は、うつ病のお母さんと二人で暮らす 9 歳の女の子モナ。「去年からお母さんはと

ても沈みこみ家事もできなくなった。この「悲しい日」にモナは怒りや悲しみの感情を抑え

て多くの責任を負い、そして「青空の日」を心の底から待ち望んでいる。ある日、モナは大

切な友達、ぬぐいるみのマックスを土に埋めるかわりに、お母さんがよくなることを神様に

お願いする…。」（サウザンブックス社）モナが、周囲からの助けをえて、子どもらしさを取

り戻す物語。学校のルイーズ先生がキーパーソンで登場。 

 

特徴 

3 章から構成される。第 1 章は主人公モナの物語（7-71 頁）、第 2 章はモナから子どもた

ちへのアドバイス（イラストや書きこみ欄あり）（73-111 頁）、第 3 章は親と身近な人たち

へのアドバイス（113-127 頁）。 

物語からつづく、主人公から同じ立場の子どもへ語りかけるパートがあり、「精神疾患っ

て何？」「誰がママやパパを助けてくれるの？」など、基本的な疑問にこたえていく。使う

人のことをイメージして丁寧に誠実に作られている。相談先など実用的な情報を掲載、書き

こめる欄あり。デザイン性が高い。全 136 頁と分量がある。 

ドイツ発、児童専門書の翻訳版で、ドイツでは、この本を活用しながら、子どもグループ

への支援が行なわれている。また絵本の内容を短く凝縮した動画[4 分 15 秒]が公開されて

いる（https://www.youtube.com/watch?v=m-JaWohaUsQ）。 

 

サウザンブックス 社 http://thousandsofbooks.jp/project/sonnige/ 
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（２）『きょうのお母さんはマル、お母さんはバツ 双極性障害の親をもつ子ど

もにおくる応援メッセージ』 

 

 

 

B5 判、ハードカバー、76 頁 

 

物語のあらすじ 

双極性障害のお母さん、お父さんと暮らす「わたし」の物語。わたしは、きょうのお母さ

んの様子を、ふつうなら○、ふつうでなかったら×と秘密のノートに毎日書いている。この

ごろ、ずーっと×の日がつづいて、悲しくなる。ずっとお母さんの顔ばかり見ているし、学

校でもお母さんのことで頭がいっぱい…。入院したお母さんのことを、お医者さんがやさし

く教えてくれた。 

 

特徴 

物語の前半（24 頁）につづく後半（28 頁）は、医師が、子どもにむけて、双極性障害に

ついてくわしく解説するスタイルとなっている。さらに、「応援団をつくる」というテーマ

で、子どものための社会資源を具体的に紹介し、困ったときには SOS を出すこと、どのよ

うにしたら支援を得ることができるかを具体的に示している。 

 

星和書店 http://www.seiwa-pb.co.jp/search/bo05/bn898.html 
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（３）『かぞくがのみすぎたら』 

 

 

 

サイズ 29.7×21cm、ハードカバー、32 頁 

 

特徴 

家族の誰かが飲み過ぎているのが通常となっている場合に見られる典型的な問題行動や、

家族に与える影響をわかりやすく説明しながら、怒りや悲しみ、憎しみなど様々な感情を持

つことは自然なことと説く。クマのファミリーが登場しイラストを全面に打ち出した構成。

ユーモラスなイラストも楽しめるデザイン性の高い絵本。アメリカ発の絵本の翻訳版。 

 

サウザンブックス 社 http://thousandsofbooks.jp/project/when/ 

 

（４）『お母さん、お父さんどうしたのかな？』（関連書『子どもにどうしてあ

げればいい？』） 

 

 

 

B5 変形判（正方形）、ハードカバー、68 頁 

 

特徴 

「なぜこころの病気になるの？」「親のためにできることはある？」など、子
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どもの疑問や心配ごとがそのまま見出しになっており、それに答える形で大人が子どもに

語りかけるスタイルとなっている。文章に線描の挿絵が入る画面構成で、ページ数は多いが

目次をみて気になるページから読める。対象は 13 歳以上が想定されており、12 歳以下は大

人と読むことが推奨されている。 

親向けの本『子どもにどうしてあげればいい？』と 2 冊セットで刊行されている。巻末

に日本の相談サポート情報あり。 

著者はフィンランドの児童精神科医で、こころの病気を抱えている親・子ども・家族への

Evidence based な支援方法において、2 冊のハンドブックが活用されている。このプログ

ラム（子育て支援 Let’s Talk! 子どものことを話そう）を日本で展開する動きもある（上野, 

2019）。 

 

東京大学出版会 http://www.utp.or.jp/book/b307180.html 

 

上野里絵,2019,「ネウボラでの子育て・家族支援 "子育て支援 Let's Talk!子どものことを

話そう" の実践」 保健師ジャーナル, 75(7), 596-601. 

 

（５） 家族のこころの病気を子どもに伝える絵本  

 

 

 

B5 判、ハードカバー 

 

特徴 

物語と解説からなる 2 部構成。物語は、主人公の子どもの視点の一人称ですすむ。ダイナ

ミックな色合いと構図のイラストが特徴的。後半の解説は、物語のページに対応した詳しい内

容で、②③④は、統合失調症、アルコール依存症の病気についての簡単な図説もついている。 

絵本の全編の朗読動画が公開されている

（https://www.youtube.com/playlist?list=PLAvu9_mZIaadSHH4Wcy3Vzus7XqLbL6-W）。 
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ゆまに書房 http://www.yumani.co.jp/np/inner/111111171 

①『ボクのせいかも… ─お母さんがうつ病になったの─』（48 頁） 

 

物語のあらすじ 

主人公、小学 2 年生のスカイは、お母さんの元気がない様子に、「どうしたらいいんだろ

う？」「ひょっとしてボクのせいかも…？」と感じている。週末は祖母の家で過ごすなど、

生活の様子が変わるのに、説明はないまま。聞いてはいけないことのように感じ、ひとりぼ

っちの気持ちでいる…。お父さんが、悲しくなっているスカイに気づいて声をかけてくれた。

「そうだったのか、お母さんは病気だったのか」 

 

②『お母さんどうしちゃったの… ─統合失調症になったの・前編─』（64 頁） 

③『お母さんは静養中… ─統合失調症になったの・後編─』（60 頁） 

 

物語のあらすじ 

主人公は、小学校低学年のホロ。統合失調症のお母さん、お父さん、お兄さんの 4 人家

族。 

前編は入院編（急性期）、後編は療養編（回復期）。 

近所の人が悪口を言ってると家にこもるお母さんの病状にまきこまれてるホロ。お母さ

んが入院して生活の様子が変わるのに説明はないままで、不安な気持ちでいる。お父さんの

「ホロのせいじゃないよ」のことばと病状の説明に、ホロは少し安心する。前編は、お母さ

んが退院して帰ってくるまでの話。後編では、家に定期的に訪ねてくるゆらお姉さんに、ホ

ロが病気のこと、疑問に思っていることを尋ねる。病気の本人、家族が病気とつき合う様子

を描きながら、まわりの大人の人ができることを考える。 

 

④『ボクのこと わすれちゃったの？─お父さんはアルコール依存症─』（68 頁） 

 

物語のあらすじ 

主人公ハルは小学校低学年。相棒はネコのココ。お父さんは最近、お酒を飲んでばかり。

キャッチボールの約束をしていてもお酒を飲んでしまう。お酒をとめようとするお母さん

とケンカになったり、ケガをして救急車で運ばれたり…。そんなお父さんが、いくつかの契

機を経て専門治療につながり、お母さんは家族会につながる。ハルにもお父さんの病気につ

いて説明し、家族全体が回復の第一歩を踏み出すまでを描く。 
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（６） 『どうしてそんなにかなしいの？―親がうつ病になったとき』 

 

 

B5 判、ハードカバー、32 頁 

 

特徴 

文と絵でうつ病について解説し、子どもが自分の気持ちを受け止められるように伝える

本。書き込みながら使える。巻末の「保護者、先生、カウンセラーのみなさんへ」（4 頁）

で、どのように子どもをサポートしたらよいかまとまった説明がある。American 

Psychological Association （APA）2003 年の絵本の翻訳版。 

 

大月書店 http://www.otsukishoten.co.jp/book/b53610.html 
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（７）関連するテーマを取り扱った絵本 

 

 最後に、親が精神疾患をかかえている子どもを直接のテーマとしてはいないが、伴うこと

のある課題などをテーマにしている絵本の一覧をまとめておく。 

 

表 2 親の精神疾患と関連するテーマを取り扱った絵本 

 

著者 書名 発行者,発行年 テーマ 

監修：川﨑二三彦 

絵：北原明日香 

『うちに帰りたくな

いときによむ本』 

 

少年写真新聞

社 

2019 

 

児童虐待の問題を抱える

子どもたちに、相談する

ことの大切さを伝える絵

本 

著 ： プ ル ス ア ル

ハ （文と絵：細尾ち

あき） 

 

『生きる冒険地図』

 

学苑社 

2019 

 

ごはんや学校の準備、大

人を見つける冒険など、

まわりの大人に頼れない

子どものサバイバルブッ

ク 

作：グロー・ダーレ 

絵：スヴァイン・ニー

フース  

共訳：大島かおり,青

木順子 

『パパと怒り鬼―話

してごらん、だれか

に』 

ひさかたチャ

イルド 

2011 

DV（ドメスティック・バ

イオレンス）を子どもの

視点からとらえたノルウ

ェーの絵本 

 

（北野陽子） 
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表１ 2020 年の児童虐待に関する書籍 （和書） 

著者・編者 書籍名 出版社 

青木智恵子（著）、溝口史剛（監修） ぎゃくたいってなあに？ 金剛出版 

青山さくら、川松亮 ジソウのお仕事——50 の物語で考える子ども虐待と児童相談所 フェミックス 

中央法規出版編集部（編） 
キーワードでわかる児童虐待防止法ガイドブック——最初に読む本 令和 2 年 4 月改

正版 
中央法規出版 

遠藤久夫、野田正人、藤間公太（監修）  

国立社会保障・人口問題研究所（編） 
児童相談所の役割と課題——ケース記録から読み解く支援・連携・協働 東京大学出版会

藤森和美 学校トラウマの実際と対応——児童・生徒への支援と理解 誠信書房 

船戸優里 結愛へ : 目黒区虐待死事件母の獄中手記 小学館 

花丘ちぐさ その生きづらさ、発達性トラウマ？——ポリヴェーガル理論で考える解放のヒント 春秋社 

原田隆之（編） 

堀口康太、田附あえか、原田隆之（著） 
子どもを虐待から守る科学——アセスメントとケアのエビデンス 金剛出版 

廣澤愛子 
被虐待体験によるこころの傷とその癒し——イメージを用いた心理療法の支援プロセ

スモデルの構築（箱庭療法学モノグラフ 第 14 巻） 
創元社 

兵庫民主教育研究所子どもの人権委員会

（編） 
子ども虐待と向きあう——兵庫・大阪の教育福祉の現場から 新版 三学出版 

伊田広行 
「DV と虐待」対策・改善提言 2020——野田市小 4 女児虐待殺人事件を契機にした、

DV 加害者更生教育の経験からの「DV と虐待」への提言レポート 
自費出版 

石井光太 育てられない母親たち 祥伝社 

亀岡智美 子ども虐待とトラウマケア——再トラウマ化を防ぐトラウマインフォームドケア 金剛出版 

金子勇 「抜け殻家族」が生む児童虐待——少子社会の病理と対策 ミネルヴァ書房 

柏女霊峰 
子ども家庭福祉における地域包括的･継続的支援の可能性 ——社会福祉のニーズと

実践から 
福村出版 

川﨑二三彦（編著） 虐待「嬰児殺」——事例と歴史的考察から考える子ども虐待死 福村出版 

栗山直子 
子ども虐待防止支援の実証分析——近代家族イデオロギーを超えて（MINERVA 社会

福祉叢書 66） 
ミネルヴァ書房 

根ケ山裕子（編著） 
子ども虐待対応 法的実務ガイドブック——児童相談所弁護士による実践的対応と書

式 
日本加除出版 

西牟田靖 子どもを連れて、逃げました。 晶文社 

大塚玲子 ルポ定形外家族 わたしの家は「ふつう」じゃない SB 新書 

白川美也子（監修） 子どものトラウマがよくわかる本 講談社 

須賀朋子 面前 DV、虐待被害者の叫び かりん舎 

滝川一廣、内海新祐（編） 子ども虐待を考えるために知っておくべきこと 日本評論社 

山内優子 誰がこの子らを救うのか——沖縄-虐待と貧困の現場から 沖縄タイムス社 

結生、小坂綾子 あっち側の彼女、こっち側の私——性的虐待、非行、薬物、そして少年院をへて 朝日新聞出版 

 

 

 

 

表２ 2020 年の児童虐待に関する書籍 （訳書） 

著者・編者 書籍名 出版社 

アナベル・ゴンザレス（著） 

大河原美以（監訳） 

複雑性トラウマ・愛着・解離がわかる本 日本評論社 

アンデシュ・ニューマン、ウーロフ・リスベリ

ィ、ベリエ・スヴェンソン（著）見原礼子（訳） 

性的虐待を犯した少年たち 新評論 

メリレーヌ・クロアトル、リサ・R・コーエン、カ

レスタン・C・ケーネン（著）金吉晴（監訳） 

児童期虐待を生き延びた人々の治療 : 中断された人生のための精神療法 星和書店 

ローレンス・R・リッチー（著） 

溝口史剛（訳） 

虐待にさらされる子どもたち : 密室に医学のメスを : 子ども虐待専門医の日常 金剛出版 

 

 

  



 

－100－ 

表３ 2020 年の児童虐待に関する雑誌特集号 

（『子どもの虐待とネグレクト』を除く） 

雑誌名・巻号 特集名 特集の目次 著者 

ケース研究 2019(3) 
  
  

児童虐待問題と司法 
  
  

児童虐待問題の現状と解決への提案：児童虐待防止最前線の視点で 
我が国における児童虐待防止法制度の現状と課題：司法関与制度を中心に 
東京家庭裁判所における児童虐待関連事件の動向等 

藤林武史 
吉田恒雄 
大島淳司 

地方議会人 51(6) 
  
  
  
  
  
  

子どもを守る : 児童虐待に対し、議員のできる
こと 
  
  
  
  
  
  

子ども虐待に対応するために市町村がなすべきこと 西澤哲 
地域の子どもの命を二元代表制で守り抜く : 地域の旗手としての議員への期待 鈴木秀洋 
児童虐待の法的実務と児童相談所常勤弁護士の役割 船崎まみ 
子どもと親の声をどう聞き取るか : 取材した虐待事例から考える 杉山春 
現地報告 児童虐待対応は点支援から面支援、立体支援へ : 宮城県涌谷町(わくやちょ
う) 

木村朱 

現地報告 議員提案で制定された「飯塚市の子どもをみんなで守る条例」のあとさき：福
岡県飯塚市（いいづかし） 

石松美久 

現地報告 児童虐待を防ぐために : 農福連携「きつきプロジェクト」を中心に : 大分県杵
築市(きつきし) 

永松悟 

地域保健 51(4) どこからが体罰か：体罰等によらない子育て推
進における母子保健の役割 

座談会 なぜ体罰はいけないか：逆境的小児期体験が及ぼす影響と虐待予防 高祖常子・中板育美・福丸由
佳 

    体罰等によらない子育ての推進について 柴田拓己 
    マルトリートメント予防モデル 大阪の取り組み 友田明美 
    スウェーデンに学ぶ：子育て支援に求められる社会の覚悟 大日向雅美 
    子どもの人権 森保道 
    幼少期の逆境体験と生涯にわたる健康 伊角彩 
    長く親しまれてきた「ほめかた絵本」：京都府における取り組みから 内海和代・高橋美詠子・川村

愛子・増田仁美・桑本美智代

チャイルドヘルス 23(6) 子ども虐待：課題と支援を考える 企画の言葉 西澤哲 
    子ども虐待対応のこれまでとこれから 奥山眞紀子 
    虐待傾向のある親をどう理解し支援するか 西澤哲 
    虐待を受けた子どもをどのようにケアするか 森茂起 
    ドメスティックバイオレンスと子ども虐待 森田展彰 
    Column DV 家庭に対するトラウマインフォームドケア/アプローチ(TIC/TIA)  白川美也子 
    虐待が子どもの発達を歪める 杉山登志郎 
    Column 虐待は子どもの脳を傷つける 友田明美 
    子ども虐待防止に向けた児童相談所と市町村の役割 藤林武史 
    体罰の禁止規定と懲戒権の改正に向けて 岩井さくら 
    子ども虐待と子どもの問題行動：疫学研究から読み解く 藤原武男 
    性虐待をどのように見つけるか 山田不二子 

外来小児科 23(1) 子ども虐待と予防 子ども虐待とは：虐待の基礎的考え方と対応の基本 溝口史剛 
    子どものアドボケイトとしての小児科医：虐待予防に向けた国内外の取り組み 山岡祐衣 
    高校における子ども虐待予防教育 森岡満恵 
    0 次予防の必要性：妊娠期からの虐待予防 松岡典子 
    児童虐待に対し開業小児科医は何ができるのか 沼口俊介・内田寛・牧野郁夫
    一次医療機関と市区町村との連携：通告とその後を理解する 鈴木秀洋 
    虐待予防のおける園医・校医の役割：小児科医のリーダーシップとは 井上登生 
    二次医療機関による児童虐待予防医療ネットワーク：病診連携の先の医療対応 木下あゆみ 
    医療機関向け虐待対応啓発プログラム BEAMS（ビームス）：わが国の子ども虐待対応

の均霑化に向けて 
小橋孝介 

    子ども虐待初期対応時に求められる医学的所見の証拠化 田中嘉寿子 
    虐待を受けた子どもの心を支える 菊池祐子 
    虐待をしてしまった家族とのコミュニケーション：指導から協働へ 渡邉直 

月刊地域医学 34（9） 地域で小児を守る エディトリアル 宮本朋幸 
  総論：地域で小児を守る 紅谷浩之 
    児童相談所の業務 小林幸恵・上久保美佳・福田

暁美 
    地域でマルトリートメントから小児を守るには 山田不二子 
    学童保育をめぐる諸問題：コロナ禍に直面して明らかになったこと 増山均・垣内国光・松本歩子
    こども食堂の意義と課題：社会で子どもの育ちを支えるために 米田佐知子 
    医療的ケア児についてのさまざまな課題とその対策：神奈川県内における取り組みから 星野陸夫 

月刊保団連 1315 虐待死を防ぐために医療者は何ができるのか 孤立する加害親をどうケアするのか : 目黒・野田事件の 2 つの命から託された課題  森田ゆり 
    歯科医療現場で気付く子ども虐待のサイン 岩原香織 
    医療者として子ども虐待に早期対応するために 山田不二子 
    虐待の急増で限界に来ている児童相談所 川﨑二三彦 
    虐待はなぜ起こるのか : その心理的メカニズム  高橋和巳 

月刊保団連 1333  子ども虐待の深淵 マルトリートメントによる子どもの脳の変化と親の支援 友田明美 
    虐待の背景にある DV を見逃さない：トラウマインフォームドケアとは 白川美也子 
    性的虐待を受けるということ 山本潤 
    教育虐待：「あなたのため」がこころを蝕む 古荘純一 
    子ども虐待をめぐる法的経緯と課題 内田信也 

はらっぱ : 子どもの人
権・反差別・平和を考え
る 392 

児童虐待の根っこを探る 一人ひとりが大事にされない社会構造とその変革 安冨歩 

  新しい「かぞく」を生きる 櫨畑敦子 

  子どもたちがつくってきた包摂地域こども支援センター 荘保共子 

  母親を降りてもいい : 私たちは親の代わり？   

保健師ジャーナル76(5) 母子保健の危機 : 援助職としての源流 児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策のポイント 柴田拓己 
    子ども虐待予防：「取り締まり」か「援助」か 鷲山拓男 
    子ども虐待における行政の社会的責任 鈴木秀洋 
    特定妊婦との出会いと援助：医療機関と地域の保健福祉機関との連携 高橋明美 
    未受診者等の緊急把握調査から見えてきたもの：「忘れ去られた子ども」にしないため

に 
大島亜友美 

    児童虐待を防止する児童相談所の活動と連携のあり方 : 福岡市こども総合相談センタ
ーの取り組み 

藤林武史 

    子どもの虐待を防止する援助のあり方を考える：「寄り添う」ことと「危機介入」は相反す
るのか 

中板育美 
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法政論叢 56(1) 児童虐待・いじめの現状と文部科学省の取組 
(シンポジウム 児童虐待防止の法と政策 : 教
育委員会と児童相談所のかかわり方を念頭に)  

企画趣旨： 教育委員会と児童相談所のかかわり方を念頭に 
基調講演： 教育委員会の改革について 
児童虐待・いじめの現状と文部科学省の取組 

廣瀬真理子 
小野元之 
松木秀彰 

    児童虐待 ： Silent Victims 林弘正 
    総括コメント 古橋エツ子 
    質疑応答   

Journal of Health 
Psychology Research 
32, Special_issue 号 
  
  

Special issue 児童虐待に対する健康心理学的アプローチ 宮村りさ子・堀毛裕子 
  子ども虐待トラウマによる情動調整不全と解離 田辺肇・德山美知代・福井義

一 
  青年期において被虐待経験と不安定愛着が心身の健康に及ぼす影響の回顧的研究：

解離性障害や心身症の予防と効果的介入に向けて 
福井義一 

    被虐待経験と心身の健康：被虐待経験と内的作業モデルが表情認知に及ぼす影響 松尾和弥・福井義一 
    被虐待経験は本当に共感性を低下させるのか？：愛着の内的作業モデルを媒介変数と

して 
大浦真一・松尾和弥・福井義
一 

    職業的感情管理および仕事と家庭の分離が養育行動に及ぼす影響：共働きの母親を対
象とした検討 

関谷大輝 

助産雑誌 74(5) 妊娠期からできる虐待防止の方策 : 「気になる
妊婦」を見つけるための連携と支援 
  

「気になる妊婦」からの虐待リスク : 将来起こり得る虐待を防ぐための支援とは 光田信明 
  「気になる妊婦」への支援と連携 : 産科医療機関でできる医療・保健・福祉の連携を目

指した妊婦支援を考える 
和田聡子 

    精神科と連携した社会的ハイリスク妊婦への支援 : 熊本大学病院総合周産期母子医
療センターの取り組み 

中村祥子 

    チームでの「社会的ハイリスク親子」への支援 : 聖母病院の取り組み 高橋有美  
    産科医療機関・地域助産師と連携した特定妊婦支援の取り組み : 石川県行政の仕組

みづくりと南加賀保健福祉センターの実践  
沼田直子 

住民と自治 684 児童相談所がんばれ！ 児童相談所における子ども虐待対応の現状と課題 川松亮 
    座談会 何が課題？どう改革する？児童相談所問題－野田市の心愛さん死亡事件の

二つの報告を踏まえて 
浅井春夫・小宮純一・仙田富
久・畑井田泰司 

    一時保護所―その現状と課題― 樋口真理 

経済 298 子どもの貧困・社会の貧困 児童相談所をめぐる昨今の状況と児童相談所 川﨑二三彦 
    児童相談所・一時保護所の現状：児童虐待の現場から 二見清一 

弘道 128(1126) 子育ての危機 : 増える児童虐待 「恒産」なき者は「恒心」なし : 格差社会が産む児童虐待 山田昌弘 
    児童虐待の社会的背景と虐待予防プログラムの実践 : 大人社会の役割 原田正文 
    多発する児童虐待に寄せて 丸山貴代 
    子育ての危機の背景・要因と今後の課題 高橋史朗 
    児童虐待にどう向き合うか : 家族再生と教育の責任 貝塚茂樹 

こころの科学 214 児童相談所は、いま    
＜児童相談所とは＞ 

 
児童相談所は何をするところなのか 

 
川松亮 

    児童相談所の法的権限 磯谷文明 
    児童相談所の歴史から考える 金井剛 
    諸外国における児童虐待対応 増沢高・田中恵子 
  ＜苦悩する児童相談所＞ 虐待通告受理から家族再構築に至る親子のケア : 支援を拒む親もいるなかで 井上直子 
    一時保護所の役割 : 子どものアセスメントとケア 菅沼昭友 
    児童相談所と措置先との連携 : つなぎ、かかわり、支え合うということ 陶山寧子 
    子ども虐待の早期発見と親子の支援 : 地域の新たな取り組み 神田眞知子 
    障害のある親子への在宅支援から施設入所支援 笹川宏樹 
    死亡事例から考える 川﨑二三彦 
    児童相談所とマスメディア 赤井兼太 
  ＜児童相談所の未来に向けて＞ 改正児童福祉法等による児童相談所の体制強化等 柴田拓己 
    児童相談所職員の人材育成 藤林武史・増沢高 
    児童相談所を支援する組織 鈴木聡 
    児童相談所と市区町村との連携・協働・役割分担 久保樹里 

救急医学 44(11) 児童虐待を学ぶ     
  総論 児童虐待を，知る 児童虐待の疫学  山岡祐衣・ 藤原武男 
    児童虐待と司法手続 宮地佐都季 
    児童虐待対応の社会的取り組み 鈴木秀洋 
    子どもの権利擁護センターの取り組み 山田不二子 
    社会的擁護を担う乳児院の機能と現状 松本敦子 
    被虐待児のリハビリテーション 野々垣政志・阪井裕一 
  各論 児童虐待を，診る     
  ＜児童虐待の救急診療で注意すべき点＞ 小児科の視点から 神薗淳司 
    妊娠・出産・新生児期からの対応 山本剛士 
    痙攣発作の鑑別 奈倉道明 
  ＜児童虐待に特徴的な身体所見＞ 小児科的特徴 小橋孝介 
    脳神経外科的特徴 荒木尚 
    整形外科的特徴 中川敬介・北野利夫 
    眼科的特徴 野村耕治 
    皮膚損傷 本山景一 
    性的虐待の特徴 丸山朋子 
    放射線科的特徴 小熊栄二 
        
    児童虐待対策としての院内・院外連携 小林信吾・櫻井淑男  
    児童虐待に関する救急医療と地域の連携 西山和孝 
    臓器提供と児童虐待 種市尋宙 

日本整形外科学会雑
誌 94(9) 

シンポジウム 児童虐待への対応における整
形外科医の役割 

画像から児童虐待を疑うとき 平良勝章・根本菜穂・ 及川
昇・大島洋平・小熊栄二・長
尾聡哉  

児童虐待を早期に見抜くための当院の体制と整形外科医の診断的役割 江口佳孝 

大学病院における児童虐待対策 : 整形外科の役割 岡田慶太・田中栄 

医療機関での虐待対応と虐待研修プログラム : 整形外科医も一緒に 仙田昌義 

虐待対応における医療機関の役割と多機関連携 木下あゆみ 
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臨床心理学 20(5) 児童虐待     
  1 総論 虐待臨床の難しさ 川島ゆか 
  2 児童虐待への基本視点 虐待などのマルトリートメントが子どもに与えるダメージ : 脳神経科学の立場から 友田明美 
    児童虐待防止法・DV 防止法 久保健二 
    アセスメントの難しさ : 複合要因とグレーゾーン 坂入健二 
    スクールカウンセリングと児童虐待 本間友巳 
    サバイバーの声を聴く 大嶋 栄子・有元優歩  
  3 回復への道のりを多面的に考える 犯罪心理鑑定に見る被害と加害 : 小説『ファーストラヴ』における隠された虐待 橋本和明 
    虐待と加害者臨床 : 被害感情をどう扱うか 門本泉 
    加害者臨床について : DV と虐待をめぐって 信田さよ子 
    子どもの性虐待 與那覇聡 
    児童自立支援施設の実践と新たな被虐待児ケアの可能性 富田拓 
    児童相談所の実践 川﨑二三彦 
    社会的養護における実践 樋口亜瑞佐 
  4 児童虐待と社会 家族主義の陥穽 : 相対的剥奪とスティグマ化 土井隆義 
    さまざまな養育の形 津崎哲郎 
    「育て方がわからない」男たちの子育て論 : 弱きものへの応答責任(responsibility) 清田隆之 
    多文化家族と虐待 : 学校現場から 馬場幸子 

精神保健福祉 51(4) つまずきが虐待にならないために：精神保健福
祉士の強みを活かす 

    

  ＜総論＞ つまずきを虐待にしないために：ソーシャルワーカーがすべきこと 加藤雅江 
  ＜各論＞ヤングケアラーの視点から考える 子ども虐待にならないための支援 森田久美子 
    子どもの虐待・ネグレクトとアディクション問題 山本由紀 
    メンタルヘルス問題のある親に養育される子どもたち：精神保健福祉士のまなざしは届

いていたか 
松宮透髙 

  ＜実践報告＞ 精神保健福祉士の視点で考える子ども家庭支援：児童相談所の立場から 四ツ谷創史 
    児童福祉施設における PSW の支援の可能性について：児童福祉施設の立場から 吉田真由美 
    教育相談室における精神保健福祉士の役割：教育機関の立場から 天野庸子 
    虐待予防と子育て家庭支援における精神保健福祉士の役割：総合病院の立場から 大高靖史 
    応援ミーティング：当事者と支援者がともに安心とつながりを創り出す場 精神科クリニ

ックの立場から 
伊藤恵里子 

  ＜当事者の声＞ 回復を辿る 半田加菜子 

精神神経学雑誌 122(2) 子どもを虐待したくてしているわけじゃない！ :  児童期逆境体験 (ACE) が脳発達に及ぼす影響と養育者支援への展望 藤澤隆史・島田浩二・滝口慎
 逆境体験に精神科医療はどう向き合うか  一郎・友田明美 
  児童心理治療施設における発達性トラウマ障害（Developmental Trauma Disorder : DTD） 稲葉啓通・石坂好樹・小川素
   子・高橋ふき・河原理恵・越後
   顕一・楠田千佳・高祥也・田
   槇里奈・志田沙恵子 
  児童相談所の保護者支援―地域につないでいくために 陶山寧子 
    精神科医療におけるトラウマインフォームドケア 亀岡智美 

世界平和研究 46（3） 深刻な養育環境と家族再統合に向けた提言 家族療法による家族力の再生：深刻化する子どもの養育環境問題 亀口憲治 
    アタッチメントと非認知的な心の発達：親子・家族関係の再構築と養育環境改善 遠藤利彦 
    児童虐待の発生予防と家族再統合 才村純 

世界の児童と母性 87 関係形成が困難な親とその子どもの支援     
  Ⅰ総論 関係形成が困難な親とその子どもの

支援 
元当事者からのメッセージ : 貧困・虐待の連鎖を断ち切るために今、私たちができるこ
と 

富井真紀 

    関係形成が困難な親の理解と支援 : 虐待(あるいは不適切な養育)を否認する親とのつ
き合いと折り合い  

佐野信也 

  Ⅱ現場の実際と支援の取り組み SofS(サインズ・オブ・セーフティアプローチ)による子どもの安全づくりのための保護者と
の協働 パートナーシップ  

鈴木浩之 

    最初から母ではなく、母になっていく : 親とのより良い関係づくりのための提言。児童養
護施設での経験をもとに  

花田悦子 

    母子生活支援施設における『困難』な状況にある母子への支援の考え方と方法  横井義弘 
    母子に伴走する相談援助技術とは : 虐待を予防するために  岡本千草 
    思いがけない妊娠に悩む女性を受け止める : 妊娠葛藤相談から養子縁組まで女性と

の関係形成について  
赤尾さく美 

    発達障害の子どもを抱える家族の支援 : 親の『障害受容』のプロセスに寄り添う  一瀬早百合 
    子どもを援助するということ : 援助者としての旅の終わりに  森 時尾 
    関係形成が難しいからこそ家族応援会議  井上直美・児玉あい 
    私たちを忘れないで : 精神障害の母と暮らした元当事者からのメッセージ  加藤知子 
  Ⅲ 国内外の動向 ピアサポートを中心に薬物依存の親を支える米ワシントン州 FTC の挑戦  山内深紗子 
    ドイツにおける子ども支援と日本への応用 : 精神障害の親をもつ子どもが健やかに過

ごせるように  
田野中恭子 

社会安全・警察学 6 シンポジウム 児童虐待対応のための警察と
福祉の対話をめざして  

講演 警察の児童虐待への対処の現状と課題 田村正博 
  講演 子どもの報告を支援する：司法面接と非開示の子へのサポート 仲真紀子 
    ワークショップ 事件化はこどもの最善の利益につながるのか 内海裕子・浦中千佳央 
    ワークショップ 児童相談所と警察をどうつなぐか？ 須賀博志 
    ワークショップ 子どもの報告を支援するにはどうするか 増井敦 

社会運動 438 子どもの命を守る社会をつくる     
  Ⅰ 貧困を見ていく、現状を聞いていく 児童相談所から見える子どもの虐待の実像  川﨑二三彦 
    母子家庭の貧困 その根底にある母親の労働条件を考える  小林美希 
    「貧困専業主婦」という新たな格差  周燕飛 
    首都圏若者サポートネットワークが目指すもの : 生協が始めた若者支援の活動  伊藤由理子 
  ＜生活クラブ風の村の取り組みから社会的養

護のいまとこれからを考える ＞  
子ども一人ひとりに寄り添い、健やかな成長を支える 池田徹 

  心に傷を負った子どもたちに必要なのは安心できる環境、穏やかな暮らし  高橋克己 
    親と一緒に暮らせない 0 歳から 20 歳までが暮らす地域の大きな家として   
    施設を出た子どもたちの自立を支えて 齊田由美 
    「特別養子縁組」で子どもと養親をつなぐ  湯浅美和子・鈴木久美子 
  Ⅱ 子どもの命を守る社会をつくる ; 子ども+親

+若者を支えるために   
Proposal 若者への自立保障は崩壊する地域社会を再建させる  宮本みち子 

  Proposal 虐待につながる体罰をさせない 親の虐待を止めるための回復プログラム 森田ゆり 
    Proposal 子どもを守るために対決を避けてはいけない  今野晴貴 
    Proposal 虐待を受けて育った若者の言葉 誰も気づいてくれなかった    
幼児教育じほう 48(6) 子どもが生きる子どもを守る 虐待から子どもを守るための保育者の役割：家庭支援と保護者（養育者）支援 加藤尚子 
    マルトリートメント（子ども虐待）は脳にどのようなダメージを与えるのか：子ども虐待の

脳科学から視えてきた「とも育て」の重要性 
友田明美 

    幼稚園・こども園の保護者支援：子どもと保護者と保育者の育ち合い 金子恵美 
    リスク家庭に寄り添える幼児教育・保育を 田村真菜 
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表４ 2020 年の児童虐待に関する論文 

（『子どもの虐待とネグレクト』を除く） 

著者名 表題 雑誌名など 
相原加苗・山本朗・佐藤寛・岸本年史 CASⅡ日本語版を活用した地域を基盤とする児童虐待防止

システムの可能性の検討 
『最新精神医学』25(4), 315-322. 

青柳千春・阿久澤智恵子・町田大輔 児童虐待対応における学校の役割の「重要性」と「取組状
況」の認識の実態 - 小・中学校に勤務する養護教諭と校外
関係機関の職員への質問紙調査から- 

『高崎健康福祉大学紀要』(19), 1-11. 

千葉栄子・桂晶子・安齋由貴子 子ども虐待ハイリスク家族に対する市町村保健師の関係機
関との連携の取り組み 

『日本公衆衛生看護学会誌』9(1),10-17. 

大門篤史・藤田太輔・大道正英 児童虐待防止に向けて何ができるか、何をすべきか (今月
の臨床 若年女性診療の「こんなとき」どうする？ ー 多彩
でデリケートな健康課題への処方箋) — (若年妊婦のケア)

『臨床婦人科産科』74(7), 716-720. 

出口善純・赤星昴己・安達朋宏・庄古知久 近年の小児虐待の実態と当院における CAP 委員会の取り
組み 

『日本救急医学会関東地方会雑誌』41(2), 
230-233. 

圓月優子 『トム・ジョウンズ』における捨て子の処遇 : フィールディン
グはロンドン捨て子養育院をどう見たか 

『同志社大学グローバル地域文化学会紀
要』14，37－63. 

藤岡孝志 「体罰禁止の内在化」と懲戒行動の解析に基づく子ども虐待
防止に関する研究 

『日本社会事業大学研究紀要』66,181-
198. 

藤原伸夫 児童虐待防止推進の動向 2019 ～「子どもの虐待防止推進
全国フォーラム in とっとり」から ～ 

『福祉臨床学科紀要』(17), 25-31. 

古川薫・森脇智秋 子ども虐待のハイリスクな母親の育児力アセスメントツール
の開発 

『母性衛生』61(1),151-158. 

二見清一 児童虐待をめぐる児童相談所と区市町村の現状 『東京』(410), 37-42. 
波田あい子 ドメスティック・バイオレンス被害母子への回復プログラム : 

地域での母子同時並行プログラム 7 年間の実践報告 
『アディクションと家族』35（1）, 39-47. 

堀川裕之 列島ランナー (138) 子ども虐待・ネグレクトへの対応 
(responding) : 児童相談所の児童虐待業務データの情報化 
(まとめ)から 

『公衆衛生』84(9), 615-618. 

井出智博 止まらない「児童虐待」 (第 14 回) 福祉臨床心理学の見地
から (1) 児童虐待が子どもに与える影響 

『保育通信』(788), 20-23. 

井出智博 止まらない「児童虐待」 (第 15 回) 福祉臨床心理学の見地
から (2) 児童虐待を経験した子どもの育ちを支える要因 

『保育通信』 (789), 10-13. 

飯浜浩幸・小早川俊哉・西崎毅・藤根収・上原
正希・杉本大輔・櫻井美帆子・大島康雄・吉江
幸子・湯浅頼佳・西野克俊  

地域における予防・発見・発信機能のシステム構築への一
考察 : 児童虐待防止活動の実践より 

『星槎道都大学研究紀要』(1), 91-96. 

池田紀子 学校現場における児童虐待の重症度のレベル判断への影
響要因--東北地区のスクールソーシャルワーカーを対象と
した調査を通して 

『ルーテル学院研究紀要』(53), 35-48. 

今井大二郎 保育現場の子ども虐待ケース対応に関する一考察ーA 市
保育施設の質問調査を中心にー 

『駒沢女子短期大学研究紀要』(53),1-12.

稲持英樹 虐待が疑われるとき 『小児科』61(6), 1282-1289. 
乾直行 不保護による保護責任者遺棄致死罪の成否が争われた事

案において、公判前整理手続及び第 1 審の審理全過程で
現れた検察官の訴追意思や被告人の防御活動を重視し
て、訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すなどの措置に
出るまでの義務を有するものではないと判断した事例 : 最
高裁第二小法廷判決平成 30 年 3 月 19 日刑集 72 巻 1 号 1
頁 

『一橋法学』 19(2), 615-636. 

石川衣紀・内藤千尋・田部絢子・石井智也・熊
田昴・柴田真緒・池田敦子・田中裕己・高橋智 

北欧における子どもの虐待と「子ども虐待防止支援センター
（Barnahus）」の取り組み：デンマーク・フィンランドへの訪問
調査から 

『東京学芸大学紀要、総合教育科学系』
(71),171-191. 

石川智・松田チャップマン与理子 セルフ・コンパッションを用いた被虐待児への心理的援助の
可能性 

『桜美林大学心理学研究：健康心理学・臨
床心理学専攻』(10), 59-67. 

石山ゐづ美・今村貴幸・稲葉光彦 児童虐待の未然防止に寄与する保育機関の役割 : 自治体
と保育者へのインタビューから抽出された子どもと家族を包
摂する支援 

『常葉大学保育学部紀要』(7), 1-12. 

伊藤克実 児童虐待と保育園の支援の課題 『札幌学院大学人文学会紀要』(107), 133-
144. 

岩崎美輝・松浦和代 NICU における子ども虐待予防に向けた新生児集中ケア認
定看護師の臨床判断 

『日本新生児看護学会誌』26,32-40. 

梶原浩介 要保護児童対策地域協議会の支援者の対話活動に基づく
家族支援の在り方に関する研究：支援者が捉える課題と創
造的な対話活動の展開についての一考察 

『社会関係研究』25,1-25. 

龜山千里・岡山久代 NICU 入院時における児童虐待のリスク要因の分析―退院
後の虐待の有無と「児童虐待アセスメント・ツール」との関連
― 

『日本周産期・新生児医学会雑誌』56(3), 
410-416. 

金山泰介 体罰全面禁止の法制化について : 虐待死の減少を目指し
て 

『警察政策』22, 193-214. 

金子勇 児童虐待の現実をゆがめる統計手法の強制的改変 『UP』49(2), 20-28. 
加藤泉・元山彩織・黒野優太郎・伊藤宏支・林
勇人 

乳幼児揺さぶられ症候群 (SBS) 予防教育の検討 : SBS に
関する看護大学 3 年生の意識と知識 

『中京学院大学看護学部紀要』10 (1), 13-
21. 

加藤尚子・藤岡孝志 しつけ (懲戒) と虐待の境界の認識に関する検討 : フラン
スの懲戒行動に関する現状をふまえて 

『日本社会事業大学研究紀要』66, 137-
152. 
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加藤曜子 児童虐待から子どもを守るために : 子どもの権利の視点
から 

『自治実務セミナー』(691), 6-9. 

川松亮 子ども虐待予防と子育て支援 : 地方自治体でこそ切れ目
のない支援を 

『議会と自治体』(266), 85-90. 

川﨑二三彦 子どもの虐待死から家族を考える  『家族心理学研究』33(2), 123-128. 
川﨑二三彦 コロナ禍で高まる児童虐待のリスク 援助の現場で何が起

きていたのか 
『Journalism』(364), 32-37. 

北村智稀・野田哲朗 児童期の逆境体験 (ACE) が青年期以降のメンタルヘルス
に及ぼす影響についての横断的研究 : 嗜癖傾向に着目し
て 

『ストレス科学』35(1), 88-96. 

香渡清則 子どもたちと向き合う : 家庭児童相談室ネットワークから 
(第 46 回) 児童虐待は、子どもたちに深刻な影響を与える

『ヒューマンライツ』(385), 52-55. 

工藤新吾・髙野恵・小田愼一・菊池裕子・細矢
光亮 

臨床研究・症例報告 現状把握および情報共有不足が対応
の遅れを招きネグレクトに至った中学生兄弟例 

『小児科臨床』73 (3),.359-362. 

丸山嘉代 悩める現場の誌上事件相談室 検事! この事件,どうすれば
いいですか?(第 35 回)保護責任者遺棄致死? それとも重過
失致死? 

『警察公論』 75(9), 76-85. 

増沢高 講演録 親子関係と児童虐待  (平成 30 年度家事実務研究
会) 

『総研所報』(16), 24-48. 

松木秀彰 児童虐待・いじめの現状と文部科学省の取組 『法政論叢』56(1), 79-90. 
松下奈津子 地域で生活する DV 被害女性とその子どもへの地域支援 

(2019 年度学生研究奨励賞受賞論文要約) 
『社会事業研究』59, 152-155. 

三平元・浜田洋通・藤井克則・中島弘道・佐藤
好範 

児童虐待防止にむけた小児科医の地方公共団体への協力
の実態と課題 

『日本小児科学会雑誌』124(4), 709-714. 

宮寺良光 児童虐待発生の「社会要因」に関する分析 『中央大学経済研究所年報』(52), 51-62. 
森岡俊介 児童虐待の現状と歯科衛生士の果たすべき役割 『全国大学歯科衛生士教育協議会雑誌』

(9), 3-8. 
森田展彰 アルコール使用障害と DV・子ども虐待 『医学のあゆみ』274(1),121-127. 
森田展彰・大谷保和・大橋洋綱・山口玲子・丹
羽健太郎・新井清美・櫻山豊夫 

アルコール・薬物依存症のある養育者による子ども虐待事
例の研究：全国児童相談所に対する通告された子ども虐待
事例の分析より 

『日本・アルコール薬物医学会雑誌』
55(2),49-68. 

内藤千尋・田部絢子・石川衣紀・石井智也・能
田昴・柴田真緒・神長涼・髙松健太・髙橋智 

北欧における子どもの虐待・家庭内暴力の問題と「子どもの
権利擁護センター」の取り組み : スウェーデン・アイスラン
ド・ノルウェーへの訪問調査から 

『東京学芸大学紀要. 総合教育科学系』
70(1), 265-279. 

中川千恵美・中島尚美・小野セレスタ摩耶・山
中徹二 

児童虐待発生予防としての子育て世代包括支援センターで
の多職種連携 

『大阪人間科学大学紀要』(19), 39-48. 

中川陽子・宮本信也 幼児の負の感情表出に対する母親の不適切な対処行動に
つながる要因の検討 

『日本健康教育学会誌』28(1), 15-24. 

那須里絵・岡本美穂・西村馨 症例研究 児童虐待による「隔絶感」の克服に貢献する思春
期女子グループの意義 

『精神療法』46(4), 523-532. 

二宮周平 レポート 2020 児童虐待と親権の規制 『時の法令』(2100), 42-49. 
西村由美子・有村達之 母親の失体感症傾向と子ども虐待傾向の関連性について 『心理・教育・福祉研究』(19),9-17. 
野内香純・日比千恵・春名誠美 子ども虐待事例検討会の実践報告 : 信頼関係構築のため

の支援者の関わり 
『四日市看護医療大学紀要』13(1), 55-62.

小川真理子・小口恵巳子・柴田美代子 日本とシンガポールにおける DV 被害を受けた母子への支
援と法制度に関する一考察 

『アジア女性研究』29, 37-55. 

荻田和秀 児童虐待の現状 『母性衛生』61(1), 3-10. 
荻田和秀 動物の子育てと児童虐待 『母性衛生』61(2), 3-8. 
小楠美貴 医療機関における子ども虐待の対応に関する一考察：医療

従事者に対するインタビュー調査をもとに 
『浜松学院大学研究論集』16,93-102. 

大川聡子・谷村美緒・廣地彩香・眞壁美香・吉
田有沙・安本理抄・根来佐由美・金谷志子・上
野昌江  

10 代母親への妊娠期から産後にわたる保健師の継続支援:
─逆境的小児期体験（ACE）の有無による比較─ 

『日本地域看護学会誌』23（2）, 33-42. 

鬼塚雅子 児童虐待に関する一考察 : Jane of Lantern Hill の場合 『埼玉女子短期大学研究紀要』 41, 37-
66. 

大岡由佳・岩切昌宏・瀧野揚三・浅井鈴子・毎
原敏郎・木村有里 

学校におけるトラウマインフォームドケアの実践(第Ⅱ報)―
X 市の教員全体を対象にした性被害・性加害研修の結果か
ら― 

『学校危機とメンタルケア』12, 25-32. 

大塩佳名子・安孫子尚子 乳幼児揺さぶられ症候群に関する研究の動向：テキストマ
イニングを用いた抄録内容の分析 

『聖泉看護学研究』 9, 59-66. 

大塚斉 児童虐待が生じた家族と子どもへの支援 『家族心理学研究』33(2), 129-132. 
才村純 児童虐待対策の到達点と課題 : 児童虐待防止法制定 20

年を経て 
『社会福祉研究』(137), 2-9. 

齊藤万比古 児童・思春期精神障害を理解するための 3 つの観点 : アタ
ッチメント, 虐待, そして発達障害 

『精神神経学雑誌』122(5), 343-356. 

酒井邦彦 子ども虐待防止を巡る司法の試練と挑戦 (1) 『研修』(860), 17-26. 
酒井邦彦 子ども虐待防止を巡る司法の試練と挑戦 (2) 『研修』(861), 13-23. 
酒井邦彦 子ども虐待防止を巡る司法の試練と挑戦 (3) 『研修』(862), 15-25. 
榊原洋一 止まらない「児童虐待」 (第 9 回) 小児神経学、発達神経

学、脳科学の見地から (1) 虐待が乳幼児期の子どもの心
身の健康に与える影響 

『保育通信』(783), 12-15. 

榊原洋一 止まらない「児童虐待」 (第 10 回) 小児神経学、発達神経
学、脳科学の見地から (2) 虐待が乳幼児期の子どもの心
身の健康に与える影響 (2) 

『保育通信』(784), 16-19. 

榊原洋一 止まらない「児童虐待」 (第 11 回) 小児神経学、発達神経
学、脳科学の見地から (3) 虐待が乳幼児期の子どもの心
身の健康に与える影響 (3) 

『保育通信』(785), 16-20. 
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櫻井美香 児童虐待対策の現状と警察の取組 : 児童相談所との連携
を中心として  

『警察学論集』 73(4), 103-145. 

笹尾雅美 官民協働による児童虐待防止活動の重要性と課題 : 「学生
によるオレンジリボン運動」の実践と意識調査を通して 

『研究紀要』(11), 81-91. 

関水しのぶ 学校の教育相談で扱われる諸課題 : 不登校・いじめ・児童
虐待・非行について 

『神奈川大学心理・教育研究論集』(47), 
155-167. 

柴田洋平 止まらない「児童虐待」 (第 12 回) 弁護士の見地から (1) 
園の先生方へ 弁護士からのお願い 

『保育通信』(786), 17-20. 

柴田洋平 止まらない「児童虐待」 (第 13 回) 弁護士の見地から (2) 
「保育者による虐待」に目を向ける 

『保育通信』(787), 10-13. 

島田正亮 福祉分野から～児童虐待の現状と公認心理士の役割～ 『杏林医学会雑誌』51(1), 35-38. 
清水裕樹 判例データベースに見る近年の犯罪に該当する子ども虐待

行為について 
『名経法学』(44),45-68. 

下山憲治 地方自治関連立法動向研究 (31) 児童虐待防止対策の強
化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律につ
いて 

『自治総研』46(497), 21-58. 

白川美也子 ある虐待死事件と精神科領域におけるトラウマインフォーム
ドアプローチ/ケアの重要性 

『精神科治療学』35(7), 737-742. 

杉山春 虐待・DV 『臨床心理学』20(1), 62-65. 
杉山春 止まらない「児童虐待」 (第 5 回) 児童虐待事件を取材して

(3) 自分の感情を出し、聞きとってもらえる 
『保育通信』(778), 14-17. 

杉山春 止まらない「児童虐待」 (第 6 回) 児童虐待事件を取材して
(4) 「普通」を支えられる地域に 

『保育通信』(779), 14-17. 

杉山春 止まらない「児童虐待」 (第 7 回) 児童虐待事件を取材して
(5)  孤立した支援システム 

『保育通信』(781), 20-23. 

杉山春 止まらない「児童虐待」 (第 8 回) 児童虐待事件を取材して
(5) 加害者プログラム 

『保育通信』(782), 14-17. 

杉山雅宏 暴力から子どもを守るために  『埼玉学園大学心理臨床研究』 (6), 15-
20. 

鈴木浩之 児童相談所における子どもと家族への支援の現状と課題 : 
子ども虐待対応など、相談を望まない人たちとの相談をい
かにつくっていくのか 

『社会福祉研究』(138), 2-9. 

高橋葉月・竹本与志人 医療機関に搬入された児童虐待事例の特徴 : 症例を報告
を用いた類型化 

『岡山県立大学保健福祉学部紀要』(26), 
135-148. 

高里鈴代 戦時、戦後、そして今日まで続く性暴力に抗して : 軍隊駐
留下における女性、子どもへの暴力 

『歴史地理教育』(910), 図巻頭 1p, 22-27.

多門裕貴・立花良之 児童虐待の防止等に関する法律 (児童虐待防止法) 『周産期医学』50(1), 102-106. 
谷川至孝 児童虐待の現状と支援 『発達教育学研究 : 京都女子大学大学

院発達教育学研究科博士後期課程研究
紀要』 (14), 15-26. 

谷口恵子・菱川愛 子どもの願いを裏切らない虐待再発防止のケースワークの
要素を探る : 特性要因図の大骨を見出す 

『東京福祉大学・大学院紀要』10(1・2), 67-
73. 

寺田貴美代 外国人 DV 被害者とその子どもたちに対する包括的支援体
制の構築 

『新潟医療福祉学会誌』20(1),104. 

友田明美 子どもの健やかな育ちのためのマルトリートメント予防と養
育者支援 

『小児の精神と神経』60(2),111-115. 

友田明美 子ども虐待と脳科学 『小児科』61(6), 871-877. 
友田明美 不適切な生育環境に関する脳科学研究 『日本ペインクリニック学会誌』27(1), 1-7.
友田明美 幼少期のマルトリートメントストレスが脳発達に与える影響 : 

脳科学とエピゲノム科学からの知見 
『医学のあゆみ』275(9), 957-962. 

津崎哲郎 貧困・子ども・人権 (第25 回) 児童虐待問題 : 子どもたちを
どう守るか 

『ヒューマンライツ』(382), 36-39. 

植村善太郎・松岡恵子 保育におけるマルトリートメントと関連する組織要因の探索 『福岡教育大学紀要』69, 9-15. 
宇治雅代・北村俊則 個々のタイプの児童虐待が後のパーソナリティ病理と抑う

つ感情に及ぼす影響 
『安田女子大学紀要』 48, 55-66. 

宇野耕司 懲戒ではなく虐待である : 児童相談所職員からみた保護
者の懲戒の意味に関する研究 

『日本社会事業大学研究紀要』66, 59-78.

和田上貴昭 体罰の認識 : ドイツにおける児童福祉専門職への聞き取り
から 

『日本社会事業大学研究紀要』66, 47-57.

山寺香 児童虐待と少年犯罪：川口市の祖父母強盗殺人事件から見
えたこと 

『日本児童文学』66(2), 66-68. 

山本麻里 AI「KIBIT」を用いた児童虐待早期発見に向けた取り組み 『地域保健』51(6), 36-39. 
山本真由美・岩瀬孝志・岡本吉生・尾崎貴視・
木下あゆみ・葛原誠人・黒見徹郎・幸山洋子・
佐々木剛・柴崎三郎・西岡敦子・宮崎雅仁・森
本雄次・永井崇雄 

児童虐待対応の現状に関するアンケート調査結果 『香川県小児科医会会誌』(41), 49-51. 

山下美根子 児童虐待は看護師中心の医療チームを結成して防止・介入
を 

『看護実践の科学』45(4), 83-87. 

柳本祐加子 学校教育現場における教員から児童・生徒に対する性暴
力 : 包摂の流れの中で 2020 年性犯罪対策見直しにおける
政策・施策の方向性を探る 

『Chukyo lawyer』(32), 29-39. 

横山美江 ネウボラから学ぶ日本の母子保健再構築 (第 1 回)日本で
つくるネウボラに必須のシステム : ポピュレーションアプロ
ーチで防ぐ児童虐待 

『保健師ジャーナル』76(4), 316-321. 

吉田直哉(訳)・鈴木更紗(訳)・マンローアイリ
ーン 

翻訳・「子ども保護に関するマンロー報告 (最終版) 概要：
子ども中心システムに向けて」 

『敬心・研究ジャーナル』4(1), 71-79. 
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